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１．議事日程（第１日目） 

  （平成１７年度安芸高田市予算審査特別委員会） 

平成１７年３月１５日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 本 庁 ３ 階 議 場 

  開 会 

  議 題 

（１） 議案第４０号  平成１７年度安芸高田市一般会計予算 

（２） 議案第 ３ 号  財産の取得について 

 

 

  散 会 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（２１名） 

   委員    今 村 義 照     委員    塚 本   近 

   委員    明 木 一 悦     委員    秋 田 雅 朝 

   委員    田 中 常 洋     委員    加 藤 英 伸 

   委員    小 野 剛 世     委員    川 角 一 郎 

   委員    赤 川 三 郎     委員    松 村 ユキミ 

   委員    熊 高 昌 三     委員    青 原 敏 治 

   委員    金 行 哲 昭     委員    杉 原   洋 

   委員    入 本 和 男     委員    山 本 三 郎 

   委員    玉 川 祐 光     委員    岡 田 正 信 

   委員    渡 辺 義 則     委員    亀 岡   等 

   委員    藤 井 昌 之      

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

４．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（２８名） 

市 長  児 玉 更 太 郎   助 役  増 元 正 信 

収 入 役  藤 川 幸 典   参 事  小 野  豊 

総 務 部 長  新 川 文 雄   消 防 長  村 上  紘 

消 防 署 長  竹 川 信 明   八千代支所長  平 下 和 夫 

美土里支所長  立 川 堯 彦   高 宮 支 所 長  猪 掛 智 則 

甲 田 支 所 長  武 添 吉 丸   向 原 支 所 長  益 田 博 志 

財 政 課 長  垣 野 内  壮   総 務 課 長  高 杉 和 義 

監査委員事務局長  藤 本 宏 良   管 財 課 長  西 本 博 昭 

会 計 課 長  立 田 昭 男   総 務 課 主 幹  森 川  薫 
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 財 政 課 主 幹  古 川 信 博   財 政 課 係 長  広 瀬 信 之 

 美土里支所地域振興課長  清 水  勝   高宮支所地域振興課長  近 藤 一 郎 

 甲田支所地域振興課長  宍 戸 邦 夫   向原支所地域振興課長  南 部 政 美 

 消防総務課長  児 玉 寿 徳   防 災 課 長  森 田 耕 司 

 消 防 副 署 長  高 松 勝 司   通信指令室長  谷 口 清 昭 

 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  事 務 局 長  増 本 義 宣   次長兼総務係長  光 下 正 則 

  議事調査係長  児 玉 竹 丸   書     記  国 岡 浩 祐 

  書     記  倉 田 英 治 
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～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

〇今村委員長  それでは、これから予算審査特別委員会を開きます。 

  ただ今の出席委員は21名でございます。 

定足数に達しておりますので、これより予算審査特別委員会を開会を

いたします。 

お諮りをいたします。本予算審査特別委員会の審査日程は、別紙のと

おり、本日15日から18日の4日間にしたいと思います。 

これにご意義ございませんか。 

〔異議なし〕 

〇今村委員長  ご意義なしを認めます。 

よって、さよう決定をいたしました。 

本日の審査日程は、お手元に配布したとおりでございます。 

これより、本予算審査特別委員会に付託されました、議案第3号、財

産の取得について及び議案第40号から議案第51号までの平成17年度各予

算案12件、計13件についての審査を行います。 

予算審査特別委員会の初日でございますので、冒頭に市長からご挨拶

をお受けしたいと思います。 

児玉市長。 

〇児 玉 市 長  本日から、予算審査特別委員会、4日間お願いをするわけでございま

すが、冒頭にもご挨拶を申しあげましたように、平成16年度というのは、

暫定予算等も組みながら、また、16年度の予算に引き継いだと、こうい

うことで、なかなか新しい施策等も盛り込めない予算であったわけでご

ざいますが、17年度はいよいよ合併が軌道に乗る年であろうと、このよ

うに思います。そういう意味で、予算を十二分に審議をしていただきま

すようにお願いを申しあげます。よろしくお願いします。 

〇今村委員長  それでは、ただ今より、議案の審査に入ります。 

まず、議案第40号、平成17年度安芸高田市一般会計予算についての件

を議題といたします。 

総務部長から一般会計予算全般の要点、並びに総務部所管予算の説明

を求めます。 

〇新川総務部長  委員長。 

〇今村委員長  新川総務部長。 
〇新川総務部長  それでは平成17年度安芸高田市予算書に基づきましてご説明をさせて

いただきます。まず、総務部所管に入ります前に、全体的な予算の概要

といいましょうか、そうした関係の中の数字をご説明をさせていただき

たいと思っております。 

予算書のページ数で、10ページと11ページをお開き願いたいと思って

おります。資料に基づきましては、今まで議員の皆さん方の方に配布を

させていただいとります、歳出予算資料というＡ4の綴りをお配りをさ

していただいとろうと思います。それに基づきまして、関連的にご説明
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をさせていただきたいと思っております。 

まず、1ページをお開き願いたいと思います。1ページにおきましては、

一般会計と10の特別会計、また地方公営企業会計の内容を明記させてい

ただいております。まず、一般会計でございますが、平成17年度の予算

額につきましては227億8,000万。平成16年度におきましては、257億

7,400万減額の29億9,400万。予算の増減額といたしましては、マイナス

の11.6％でございます。ただ、16年度との17年度の減額の主たるものに

つきましては、国の減税補填債の借り換え分5億3,960万円を平成16年度

の当初予算に組み込みをさせていただいておりました関係上、実質的に

はその額を引きますと、マイナスの9.7％になろうかと思っとります。 

次に、特別会計の10の特別会計でございますが、それぞれ各担当部の

方から担当させていただいております、会計ごとのご説明をさせていた

だきます。10の特別会計を合計いたしますと166億7,789万3,000円でご

ざいます。平成16年度につきましては162億9,736万9,000円、増額の3億

8,052万4,000円の2.3％の増でございます。そこの10の特別会計の主た

る増を見ていただきますとわかりますように、国民健康保険特別会計

21.4％という大きな数字をみておりますが、これは国保会計によります

医療費の給付費の増によるものが主たるものでございます。 

次に、老人保健の特別会計の2.9％の増でございますが、このことも

老人保健等の特別会計に対する繰り出し、市町村分の負担率が増になっ

たものでございます。 

それと、介護保険の特別会計でございますが、この10.5％の増になる

わけですが、やはり居宅介護給付費の額の増によるものでございます。

後の、特別会計の事業会計等につきましては、多少、平成合併前の事業

の継続事業、また事業の見直し、そういうかたちの中で多少の増減額と

いうものが出とるように思っとります。 

それと、一般会計と特別会計、合計合わせますと394億5,789万3,000

円、平成16年度におきましては420億7,136万9,000円、減額の26億1,347

万6,000円、全体の会計につきましてはマイナスの6.2％の減でございま

す。 

地方公営企業の法適用事業につきましての、安芸高田市の水道事業会

計は別紙に定めさせていただいとるとこでございます。 

2ページを、次に一枚はぐっていきまして、1の1ページということに

なってますけども、これは17年度の安芸高田市におきます主要事業の抜

粋をさせていただいております。このことにつきましては、新市の建設

計画を元に項目ごとに洗い出しをさせていただいております。主たる事

業を抜粋させていただいておりますけども、赤字で書かせていただいて

おりますのが今年度の新規の事業でございます。個性あるまちづくりの

推進といいますのが、第2庁舎なり総合文化福祉の保健施設整備事業を

掲げさせていただいております。次の項目につきましては、安全で快適

な生活環境の創造につきましては、消費者行政の推進事業、またパーク
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アンドライド整備事業、これはＪＲの向原駅前の駐車場の整備でござい

ます。交流とネットワークの関係につきましては、情報化の推進、また

市営住宅の桑田住宅の建設事業等が主に思っとります。それと、安全で

快適な生活環境の創造につきましては、右に掲げております消防拠点施

設検討計画費につきまして、今年度一応100万円を計上させていただき、

分駐所のあり方について、どのようにするかということの研究課題を17

年度で計画をさせていただいております。また、携帯電話に伴います、

119番の直通受付、同報系の防災行政無線の改修、そういう主たるもの

を、計画をさせていただいております。 

次に1の2なんですけども、１枚お開き願いたいと思っております。心

豊かで創造性に富んだまちづくりということなんですが、これは、子ど

も、子育てのサポート事業、また家庭指導相談員の設置という項目でご

ざいます。また、生涯学習の関連につきましては、適応指導教室の関係、

また、学校の耐震度の調査の関係等新規に計上させていただいておりま

す。 

1枚をお開き願いたいと思ってます。農林業の振興関係でございます

が、主たる事業の大きいものにつきましては、経営構造対策事業、農産

物の処理加工施設の整備事業に伴います事業を計上させていただいてお

ります。また、商工業の振興につきましては、産業振興機構の設立とい

うことで、新たな事業も計画させていただいとるとこでございます。 

その他の事業といたしましては、臨時職員、非常勤職員等の一昨年度

まで実施をさせていただいとりました行政直営というのを、人的な業務

委託の費用で総括をさせていただいたものでございます。 

上水道、また簡易水道事業の経営構想の策定事業を、新たに水道事業

会計の補助として計画をさせていただいとるところでございます。 

続きまして、一般会計によります歳入の状況でございます。このこと

につきましては、予算書の10ページと関連性がございます。 

まず、1款の市税でございます。市税につきましては32億2,797万円を

計上させていただいておりますが、16年度につきましては31億3,914万

5,000円、予算、前年度と比較いたしまして2.8％の増ということでござ

います。市税等の伸び率、また、多少の景気的な回復傾向に見られると

いう状況のものが主たる要因であろうかと思っております。 

2款の地方譲与税でございます。3億8,787万2,000円でございます。

25.7％の増でございますが、これは税源移譲といいまして、国庫補助金

のカットが一般財源化にされましたことによりまして、この税源の振り

替え分が所得譲与税分として、地方譲与税の中に7,919万円の増という

状況でございます。後の利子割交付金、また配当割交付金、また株式譲

渡所得交付金、地方消費税交付金等につきましては、一応県の方の財政

推計資料を見させていただくとこでございます。 

7款のゴルフ場の利用税交付金の4,600万円、一昨年に比べまして、

1,150万円の減額、マイナスの20.0％でございますが、多少のこうした
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利用関係の減が主たる原因であろうかと思っております。 

8款の自動車取得税交付金の1億4,491万8,000円、同額のものを計上さ

せていただいております。地方特例交付金につきましては、1億1,200万

円、71万7,000円の増で、0.6％でございます。地方交付税につきまして

は90億7,000万円、その内、普通交付税が81億7,000万、特別交付税が、

9億、前年度対にいたしましては3.5％の3億900万円の増を見込みをさせ

ていただいております。特別交付税のマイナスの13.1％の減につきまし

ては、今回の中越地震等に伴います、地震関係の、そちらの方の県の方

に交付されるというのが大きな主たる原因であろうかと思っております。 

続きまして、11款の交通安全対策特別交付金681万6,000円でございま

すが、このことにつきましては、県の交付金の指示の財政推計上の数値

を充てさせていただいております。 

12款の分担金及び負担金の2億7,602万4,000円でございますが、マイ

ナスの8.5％でございますが、農林関係分の分担事業等に伴います、分

担金の減額が主たるものでございます。 

続きまして、13款の使用料及び手数料4億8,607万2,000円、マイナス

の15.4％でございますが、この関係につきましては、土師ダム関連の施

設の使用料金を、一昨年度は6,000万円計上させていただきましたが、

指定管理制度の収入財源を、直接そうした指定管理の方の受託者の方に

歳入するという用件が変わったために、これだけの減額が主たるもので

ございます。 

14款の国庫支出金でございますが13億4,480万2,000円。増額の8.7％

の増でございますが、これは、向原町に現在建設をさせていただいてお

ります、特別養護老人ホーム仮称かがやきの建設事業費が、補助金が主

たる増でございます。 

15款の県支出金25億4,558万5,000円。34.6％の増でございますが、先

ほど主要事業の中で説明させていただきましたように、農産物の加工処

理施設、第3セクターで設置させていただきます、そうした加工施設の

補助金のものが主たるものでございます。 

16款の財産収入でございます。4,509万7,000円。8.5％の増でござい

ますが、基金等に伴います増分を計画をさせていただいております。 

17款に寄附金につきましては、存目の1,000円を持たせていただいて

おります。 

それと、18款の繰入金につきましては6億1,140万9,000円。対前年度

で36.9％の減でございます。そこの内訳を見ていただきますとわかりま

すように、青い表示でさせていただいているところが、内財政調整基金

を2億5,000万、減債基金の繰入金を5,000万、また地域福祉基金を40万

円、地域振興基金の繰り入れを300万円、市民センター建設基金の繰入

金を1億5,000万、保健福祉推進事業基金繰入金1億1,800万、職員退職手

当基金繰入金を4,000万、それぞれの基金の方から繰り入れをさせてい

ただいております。対前年度との比較につきましては、一昨年度につき
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ましては、財調基金を8億円を取り崩しをさせていただいとりますが、

今年度は2億5,000万という取り崩しの中で、マイナスの68.8％の5億

5,000万の減額が主たるものでございます。 

19款の繰越金でございますが、5,000万円の計上でございます。16年

度につきましては3億円を計上させていただいておりますが、暫定等の

関連の中で3億の計上をさせていただき、マイナスの83.3％、2億5,000

万円の減額でございます。 

20款の諸収入でございますが、2億3,851万8,000円でございます。こ

のことにつきましては、吉田温水プールを平成16年度に建設をさせてい

ただきましたが、プールに環境の関連補助事業を導入いたしました、地

中熱の補助金をいただいておりました。そのネド（ＮＥＤＯ）という補

助金が、減額の主たるものでございます。 

続きまして、21款の市債でございます。38億5,760万円。減額のマイ

ナスの47％でございますが、これは地域振興基金の積み立ての33億円が

主たる要因の減額であろうかと思っております。 

歳入の総合計227億8,000万円でございます。 

次に、次のページをお願いいたします。3ページでございます。歳出

でございます。 

歳出でございますが、まず1款の議会費でございます。当初予算額で2

億1,069万1,000円、ここの項目の中には、構成比、また特定財源、また

一般財源という状況の中で明示をさせていただいております。これは、

財源内訳というようにご理解を願いたいと思っております。16年度に対

比させていただきまして、マイナスの27％でございます。この主たる原

因につきましては、議会議員の皆さんの定数の減が主たる減で、議員さ

んの人件費が8,068万円の減、また政務調査費を月額3万円の12ヵ月分、

それらが主たる、これは増でございますけども、調整をさせていただき

ましたら、それだけのマイナスの27％でございます。 

次に総務費でございます。49億55万円。対前年度に比べまして、マイ

ナスの23.9％でございますが、この内容につきましては、昨年度につき

ましては、地域振興基金の創設、33億円の減額、また、庁舎文化ホール

整備の20億円の増、本年度計画をさせていただいているのが主たる原因

でございます。 

次に3款の民生費でございます。民生費につきましては52億7,066万

2,000円。対前年度と比べまして、プラスの15.1％でございます。特別

養護老人ホームの整備の増が主たる原因と、次に老人また介護特別会計

に繰り出します増が主たる原因でございます。 

4款の衛生費でございます。15億7,975万5,000円でございます。対前

年度と比べまして、マイナスの23.1％でございます。簡易水道、また浄

化槽コミプラ特別会計の繰出金の減が主たるものでございます。また、

芸北広域の環境施設組合の負担金の増、そういうところが主たる原因で

あるかと思っております。 
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労働費につきましては、存目の1,000円でございますが、減額の100％

でございますが、昨年度は緊急雇用対策事業がございました関係で、今

年度はございません。そういうことで減額でございます。 

6款の農林水産業費でござます。24億3,265万円。対前年度でマイナス

の1.7％でございます。家畜排出物のリサイクル施設整備事業、堆肥セ

ンター高宮町の堆肥センターが3億8,927万9,000円の減でございます。

また、経営構造対策事業の3セク事業が7億7,231万6,000円の増が主たる

原因でございます。 

7款の商工費でございます。9,915万8,000円。対前年度に対しまして

12.3％の減額でございますが、商工会等の補助金等の減額が主たる原因

であろうかと思っております。 

8款の土木費でございます。17億499万1,000円。対前年度で、マイナ

スの23.2％でございますが、道路整備等の事業費によります減と、また、

県の委託道路、権限移譲の関係で、市の方が受託します、その受託事業

費が2億5,780万円の増、また、下水整備繰出金の3億3,400万ばかりが減

になったのが主たる原因であろうかと思っております。 

次に9款の消防費でございます。9款の消防費につきましては。7億

1,621万2,000円、8.9％の増でございます。このことにつきましては、

新規に向原町の行政無線の改修費の4,000万の増と、消防ポンプの積載

車の整備を570万円の増が主たる原因でございます。 

10款の教育費でございます。14億7,270万9,000円、マイナスの29.6％

の減額でございます。主たるには、平成16年度には、旧吉田町の屋内温

水プールの整備事業の減額が主たるものでございます。 

11の災害復旧については28万5,000円の計上をさせていただいており

ます。 

続きまして、12の公債費でございます。42億8,033万6,000円。マイナ

スの9.2％の減額でございます。歳出額の減少につきましては、16年度

の減税補填債の借り換え分が5億4,000万円ございました。そういったと

ころが歳入歳出に計上されていましたことによりまして、主たる原因で

ございます。実質的には、一般財源の所要額は増加しておるものとみて

おります。 

13款の諸支出金でございます。8,200万円。マイナスの13.3％でござ

いますが、八千代町の開発公社、土地取得等に伴います返還金が減少に

なったものでございます。 

次に、14款の予備費でございます。3,000万円は同額の3,000万円を計

上させていただいております。 

歳出につきましても、227億8,000万円の当初予算額でございます。 

続きまして、次のページを、4ページをお願いいたします。4ページに

つきましては、各性質別に227億8,000万円をどのように使われておるか

ということの分析をさせていただいております。中でも、義務的経費と

いいまして、人件費、扶助費、公債費でございますが、この数字が104
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億7,234万5,000円でございますが、マイナスの4.8％にはありますけど

も、構成的には17年度の予算の中では46％占めておるという状況でござ

います。その他につきましては、物件費から予備費まで、それぞれ性質

別に分析をさせていただいたものでございます。 

続きまして、5ページをお願いいたします。先ほど性質別に費目ごと

出させていただいているものを、円グラフに表してみました。そういう

状況の中で、一昨年度と、また17年度の予算の対比をしていただければ

というように思っております。 

次に6ページでございます。6ページにつきましては、227億8,000万円

を報酬から各節ごとに分析をしたものでございます。各款ごとの節によ

ります、予算の内訳をここに計上させていただいております。 

続きまして、7ページでございます。7ページにつきましても、同様、

会計ごとの一般会計と時別会計、これは上水道事業会計は除いておりま

すが、一般会計と特別会計の節別の予算を報酬から、また予備費までの

節の分析をさせていただいたものでございます。 

次に8ページでございますが、安芸高田市におきます一般会計の予算

の財源内訳でございます。各歳出におけます、各款の費目ごとの財源を

どのように充当しておるかということを分析をさせていただいたもので

ございます。 

次に9ページでございます。基金の状況でございます。財調基金につ

きましては、合併時に財政調整基金の1割という各旧町の持ち込みとい

うことの中で、財政調整基金が13億1,315万7,000円、また、減債基金が

2億9,542万8,000円で、現在16億858万5,000円、16年度の積立、また、

取崩見込額といたしましてそこに計上しておるとこでございます。16年

度の末につきましても、8億803万8,000円を見込んでおります。17年度

の、今年度の当初予算で財調を2億5,000万円、また、減債基金を5,000

万取り崩しをいたします関係上、3億円を取り崩しをいたします。そう

いうことで、財調につきましては4億1,327万5,000円、減債につきまし

ては、9,571万3,000円でございます。合計といたしましては5億898万

8,000円の基金残高の17年度の見込みをみとるとこでございます。 

その他、地域福祉基金から保健福祉事業基金までの各特定目的基金を

定めております。その目的基金の方といたしましても、それぞれの旧町

からの持ち込み基金といいましょうか、各施設等の積立基金、そういう

基金も併せまして13億4,421万4,000円の、15年度末でありましたものが、

16年度末の見込につきましては48億9,878万4,000円、この主たる原因は、

33億円の地域福祉基金を16年度に積み立てるものでございます。17年度

の予算の中で、それぞれの基金の方から3億1,140万円を取り崩させてい

ただき、45億9,197万9,000円の基金の残高の17年度末の見込みをみてお

ります。そういう状況の中で、それぞれ16年度末につきましては、黄色

い部分を見ていただきたいんですが、16年度末見込は57億682万2,000円、

17年度の当初予算に6億1,140万円、取り崩しをさせていただいておる関
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係上、今の財調基金等、また、目的基金、一般会計が所管をさせていた

だいております基金は51億96万7,000円の17年度末の見込みをみさせて

いただいております。 

特別会計につきましては、そこに、国保会計から簡易水道事業ござい

ますけども、国保会計につきましては年々減少しておりますけども、そ

れぞれの調整項目の中で、この基金を使用するという状況の中で、年々

減額をされるようでございます。 

基金の総合計といたしましては、17年度末につきましては、55億

9,758万9,000円の17年度末の見込額をみさせていただいております。 

続きまして、10ページでございます。地方債現在高の見込みに関する

調書でございます。一般会計で、16年度末の現在高の見込みをみさせて

いただいておりますが。382億4,643万5,000円。17年度中の増減額、起

債の見込を38億5,760万円、元金償還の見込につきましては35億4,433万

6千円、17年度末の起債の見込みにつきましては385億5,969万9,000円の

数字であろうかと思っております。特別会計それぞれ公共下水道事業特

別会計から飲料水の供給事業特別会計、総計を併せますと、一般会計と

総計を併せますと、481億1,178万2,000円の15年度の現在高で、16年度、

また17年度の増減の見込みをみさせていただき、17年度の末の現在高の

見込みは528億6,261万2,000円になるんではなかろうかと思っておりま

す。 

続きまして、11ページからでございます。11ページから各この予算に

つきまして、今回、事業別予算を計上させていただいております。一般

会計また特別会計に伴います、事業別予算の予算の中で計上させている

関係で、17年度と16年度の増減を比較をさせていただいたものでござい

ます。確かに、多少の三角という項目が非常に項目的には多くでており

ますけども、合併時の16年度につきましては、各旧町のそうした事業の

実施の継続、また、17年度につきましては、やはり新市としての調整項

目もある程度完了したものもございますし、ただ、まだ全体的には完全

な統一的なかたちはできておりませんけども、17年度中に、またある程

度の調整項目を実施していかなくてはならないんではなかろうかと思っ

ております。 

以上、歳入と歳出につきまして、大枠な骨格につきましてご説明をさ

せていただきました。細部にあたりましては、各担当ごとの方からご説

明をさせていただきたいと思っております。 

総務部所管いたしております、総務全般的なかたちのことにつきまし

ては総務課長。また、財政が所管しております財政課としてのものは財

政課長の方から、また、管財課を所管しておりますことにつきましては、

管財課長の方からそれぞれこの予算書に基づきましてご説明をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇今村委員長  高杉総務課長。 

○高杉総務課長  はい。それでは総務課の所管します予算につきましてご説明を申しあ
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げます。 

まず歳入の方で、17ページをお開き願いたいと思います。17ページで

交通安全対策特別交付金というのが681万6,000円ほど計上しております。

これは、交通安全対策に対する費用でございますから、ガードレールと

かカーブミラー等の費用に充てるものでございます。 

続きまして、22ページをお願いいたします。22ページの国庫支出金の

国庫補助金の中で、1目の総務費国庫補助金の中の合併市町村補助金が

ございます。この補助金を使いまして、向原にあります防災無線の機器

の整備に充てる補助金に使わせていただいております。 

続きまして23ページの国庫補助金の中の6目の消防費国庫補助金でご

ざいます。その中の消防防災等施設整備費の補助金、これは防火水槽5

基を予定しております。1,125万円ほど補助金をみております。 

その下の委託金でございます。総務費委託金の中の総務費委託金、自

衛官募集事務の委託金10万円ほどみさせていただいております。 

続きまして25ページ、県補助金でございます。県補助金の説明欄の一

番上でございます。水力発電施設周辺地域補助金、これは防火水槽でご

ざいますが、一応、3基予定をしております。1,350万ほどみております。 

それと、36ページをお願いいたします。諸収入、雑入の中ので、雑入

でございますが、一番上の総務課関係の雑入が1,840万7,000円ございま

すが、この主なものは、臨時職員等の社会保険料の個人負担分をそこに

計上をしております。 

続きまして、歳出の方をお願いいたします。39ページでございます。

総務費の総務管理費の一般管理費でございます。これの中には、特別職

３名の方の人件費4,640万、そして一般職の人件費でございますが、こ

れは87名ほどみております。これは、本庁の総務部の中の職員並びに自

治振興部の職員並びに支所の支所長をはじめ、地域振興課の職員、会計

課の職員等の人件費がここに計上をしております。11億9,270万でござ

います。総務一般管理費でございますが、これの中には行政嘱託員502

名の方がいらっしゃいます。それの報酬等が4,854万円、並びに、電話

とか郵便料、通信料等の経費がそこに計上されております。 

続きまして、行政改革等の推進費の69万8,000円の内訳でございます

が、これは行政改革の懇話会の委員さんが16名いらっしゃいます。その

方の費用弁償等が計上をされております。総務の一般管理費の中で、負

担金等の中には、県派遣職員の負担金3名ほど県の方から派遣を受けて

おりますが、その費用2,497万円も、この19節の負担金等の中に入って

おります。 

続きまして、43ページをお願いいたします。9目の交通安全対策費で

943万8,000円ほど計上をしております。これの中には、ガードレール等

の工事請負等も685万、並びに交通安全運動推進隊の補助金180万を計上

をしております。 

続きまして、その下の諸費でございます。10款でございます。これの
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中には、安全推進室等の設置に伴います防犯対策等の費用もここに計上

をしておりますし、防犯灯等の費用等のここに計上をさしていただいて

おります。 

続きまして、77ページにとびます。77ページの消防費の中の消防施設

費でございます。消防施設費の中の消防施設管理費を除きます費用につ

きまして、総務課の方で所管をしております。消防施設整備費でござい

ますが、これは防火水槽。今の予定では吉田地区に2基、美土里地区に2

基、高宮地区に2基、八千代、甲田、向原地区にそれぞれ1基の防火水槽

を予定をしております。それと、防災施設整備費でございますが、これ

は向原の防災無線の機器の更新ということで、経費を4,315万円ほど計

上をしております。それと、県の防災等の連絡網の整備でありますとか、

上水道等の整備に伴います消火栓等の設置負担金等もこの19節の負担金

等の中には含まれております。それから、4目の災害対策費でございま

すが、これは防災会議の委員42名の費用等が計上されておりますと同時

に、今年秋に県全体での林野火災の訓練を、この安芸高田市の方で計画

をしております。これに関する費用等も計上をさせていただいて、170

万とその諸費用等を計上をしております。基本的には、林野火災との訓

練につきましては290万を予定をしております。それと県の防災ヘリコ

プター等の費用負担金もここに計上をされております。以上、総務部の

総務課が所管する予算につきましての説明に代えさせていただきます。 

〇今村委員長  続いて、垣野内財政課長。 

○垣野内財政課長  はい。予算書14ページをお開きいただきたいと思います。総務部長の

方から説明があったことと、ちょっと重複しますが、お許しください。

14ページでございますが、地方譲与税、そして所得譲与税でございます

が、国の補助負担金の削減に伴います税源移譲ということで、1億2,110

万8,000円本年度計上しております。前年度比較で6,346万4,000円の増

となっております。昨年度に引き続いて、本年度養護老人ホームの負担

金等が税源移譲されております。 

続きまして、譲与税でございますが、自動車重量譲与税として2億416

万5,000円計上しております。前年度より1,181万7,000円増額になって

おります。 

続きまして、地方道路譲与税でございますが、本年度6,259万9,000円

の計上です。昨年度より390万9,000円増額になっております。これ、い

ずれも県の方からの指示数値でございます。 

続きまして、利子割交付金でございますが、本年度1,501万円の計上

でございます。昨年度より1,008万8,000円減額の計上となっております。 

配当割交付金でございますが、455万5,000円の計上です。昨年より60

万8,000円の増額計上となっております。 

続きまして、株式等譲渡所得割交付金です。241万7,000円の計上です。

昨年度より187万9,000円増額になっております。 

続きまして、地方消費税交付金でございますが、3億733万4,000円の
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計上でございます。昨年度より1,488万3,000円の減額計上となっており

ます。 

次、7款のゴルフ場利用税交付金でございますが、本年度4,600万円の

計上でございます。昨年に比較して1,150万円の減額計上となっており

ます。 

続きまして、自動車取得税交付金でございますが、本年度1億4,491万

8,000円の計上です。昨年度に比較しまして5万9,000円の増額でござい

ます。 

続きまして、17ページの地方特例交付金でございますが、本年度、1

億1,200万円の計上です。昨年に比較しまして71万7,000円の増額計上と

なっております。 

続きまして、地方交付税でございますが90億7,000万円の計上でござ

います。昨年に比較しまして3億900万円の増額でございます。普通交付

税におきまして、昨年度は77億2,500万円計上しておりましたが、本年

度は16年度の実績を勘案して4億4,500万円増額計上とさせていただいて

おります。特別交付税でございますが、9億円の計上です。昨年当初は

10億3,600万円の計上でございましたが、こちらも16年度の実績を勘案

して1億3,600万円の減額計上とさせていただいております。 

続きまして、29ページをお願いします。財産収入でございますが、財

産運用収入の内、2目の利子及び配当金でございます。これは、財政調

整基金ほか、基金の運用益、預金利子でございます。これの計上をさせ

ていただいております。それぞれ16基金の利子収入を計上しております。

合計しますと554万5,000円となります。 

続きまして、32ページをお願いします。繰入金でございます。基金繰

入金でございます。こちら、財政調整基金2億5,000万円の繰入金、昨年

に比較して5億5,000万円の減額という計上をしております。以下それぞ

れ目的基金取り崩しをして、それぞれの事業に充当しております。基金

繰入金合計しまして、33ページの上の方ですが、6億1,140万円の計上と

いたしております。昨年に比較しまして3億5,700万1,000円の減額計上

となっております。 

次に繰越金でございますが、本年度5,000万円の計上としております。

昨年は、予算編成時期が遅かったということもありまして、3億円の計

上がしてありました。2億5,000万円の減額計上となっております。 

続きまして、37ページをお願いします、市債についてご説明いたしま

す。まず、総務債でございますが17億7,100万円の計上でございます。

主なものといたしましては、第2庁舎総合文化福祉保健施設整備事業と

して16億3,450万円の起債を計上しております。そして、ふるさと融資

事業として1億3,570万円の計上をしております。 

次に民生債でございますが5億3,580万円の計上をしております。主な

ものといたしましては説明欄に示しておりますが、社会福祉施設建設事

業特別養護老人ホームの建設費でございますが、それに充てる5億1,900
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万円を計上しております。 

続いて農林水産業債として1億3,930万円。 

次、38ページをお願いしますが、土木債といたしまして4億6,110万円

の計上です。こちらは、昨年度に比較しまして2億2,030万円の減額計上

となっております。道路建設事業費の減額が原因するものでございます。

消防債といたしまして2,620万円の計上です。臨時財政対策債8億2,550

万円の計上です。昨年に比較しまして2億5,440万円の減額となっており

ます。 

次に特別会計繰出債でございますが、辺地過疎債につきましては、特

別会計で充当する起債を一般会計で借り入れて、特別会計の方へ繰り出

しする方式になっておりますので、こちらで借り入れをします。本年度

は事業への充当が難しいと、辺地過疎債の充当が困難ということを県の

方の指導もありましたことから、特別会計への繰り出しは予定しており

ません。なかなか辺地債の1,380万円のみとしております。昨年に比較

して8億4,810万円の減額計上となっております。 

あと、上水道債、上水道会計への出資債でございますが8,490万円を

計上しております。 

あと、減税補填債、こちらは廃止になっております。昨年度、借り換

え分等もありまして5億8,660万円の計上がありました。 

次に、教育債でございますが、温水プールの建設事業で、昨年2億

2,500万円の計上がありました。市債の合計でございますが、本年度38

億5,760万円。比較でございますが34億2,270万円の減額計上となってお

ります。これは、33億円基金積立がございましたが、それに伴う31億

3,500万円の借り入れが16年度に計上されておりました、それの減によ

るものが主な理由でございます。 

続きまして、財政課が担当します歳出の説明をさせていただきます。

40ページをお願いします。財政管理費でございます。財政管理費として

本年度709万3,000円の計上をさせていただきました。昨年度比較で192

万7,000円の増額でございます。説明欄をご覧いただきたいのですが、

本年度計上額の内訳でございます。財政管理費として57万5,000円計上

しております。そして、入札工事検査管理費として471万8,000円計上さ

せていただいております。電子入札の取り組みが、県、また県内の市町

で、協議会を組織して進められております。こちらに加入するというこ

とで、負担金計上があります。そして、土木職員の研修費として、180

万円計上させていただいております。これは、土木建築に従事します職

員の資質向上のため、また、技術力の向上のために16年度から17年度に

かけて、講座方式で人数も22名と絞り込んだかたちでの集中講座を予定

しております。これの経費が180万円計上させていただいております。 

続きまして、42ページをお願いします。総務費総務管理費の基金管理

費でございます。本年度554万5,000円の計上させていただいております。

昨年度はこちらに地域振興基金の積立金が計上されておりましたので、
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大きな減額計上となっております。本年度の554万5,000円は、利子の積

立を計上するものでございます。 

続きまして、89ページをお願いします。89ページ公債費でございます。

元金といたしまして35億4,433万6,000円を計上をさせていただきました。

前年度に比較して4億3,381万4,000円の減というかたちになっておりま

す。昨年度は、減税補填債の借り換えが計上されておりました。これら

が5億3,960万円ございました。実質的には、公債費全体でみますと1億

578万6,000円の増というかたちになっております。利子の方で7億3,600

万円の計上をしております。長期借入分として7億2,900万円。そして、

一時借入金の利子として700万円の計上をさせていただいております。 

以上、財政課関係の予算計上について説明させていただきました。 

〇今村委員長  続いて、西本管財課長。 

○西本管財課長  管財課、西本でございます。管財課の所掌におきましては、普通財産

の管理、庁舎管理、それから庁用自動車の管理、併せて国土調査法に基

づく地籍調査、それから法定外公共物の譲与申請を現在行っております

が、それの財産管理、用途廃止といったような事業を現在行っておりま

す。 

それでは、お手元の予算書の19ページをお開きいただきたいと思いま

す。総務使用料の総務管理使用料267万2,000円、これは電柱等の敷地料

でございます。 

それから、25ページをお開きください。県支出金の県補助金、地籍調

査事業の補助金2,931万7,000円計上をいたしております。これにつきま

しては、また後ほどご説明をさせていただきます。 

それから、29ページお開きください。財産収入、財産運用収入の土地

建物貸付収入3,955万円。これにつきましては、貸地の収入でございま

す。主に八千代町のゴルフ場の関係は、市が借り受けまして、八千代の

ゴルフ場へ貸しているものでございまして、これが大半を占めておりま

す。 

次に、歳出の方に参ります。債務負担行為で7ページ、債務負担行為

で、地籍調査業務で2,100万円、17年度から19年度まで計上させていた

だいております。 

元に戻っていただきまして、41ページ、財産管理費でございます。こ

れにつきましては、財産管理総務費と庁舎管理費、一般車両管理費とい

うように区分しておりますが、財産管理総務費では3,865万7,000円、こ

れは主なものにつきましては、使用料及び賃借料でゴルフ場の方から入

ったものを土地所有者の方へ使用料として渡すわけですが、これが

2,863万6,000円。全体ではありませんが、他のことも入っておりますが、

総合では2,863万6,000円ということになります。それから、庁舎管理費

1億2,175万3,000円という計上をさせていただいております。これにつ

きましては庁舎の関係の電気料、それから庁舎の清掃、そういった保安

業務等も入れまして1億2,175万3,000円ということにしております。 
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それから、一般車両管理費でございますが4,913万2,000円。これの主

なものは、庁舎のリース料、それから車検費等でございます。それと、

燃料費、そういったものの合計で4,913万2,000円計上させていただいて

おります。 

それから、地籍調査費でございます。44ページです。現在美土里高宮

町分の地籍調査費を行っておりまして、これは国土調査の10ヵ年計画に

基づいた調査で、計画どおり進めております。先ほども説明しましたが、

県が県委託金で2,931万7,000円入って参ります。調査面積としましては、

2.7平方キロ、それから、数値情報化ということで6.15平方キロ進める

ようにいたしております。これが、委託料6,030万2,000円ということで

あげとりますが、この中には法定外公共物の譲与申請業務も含まれてご

ざいます。 

それから、吉田地区の丹比の事業、今継続してやっておりますが、ま

だ未完了になっておる部分がございますので、これ、全力上げてやりた

いという思いでおります。これは先ほど言いましたように、17年度から

19年度にかけて、債務負担を起こさせていただいておりますが、なるべ

く早い段階で済ませていきたいというように思っております。以上でご

ざいます。 

〇今村委員長  それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は11時25分から行い

ます。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午前１１時１６分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  再開いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〇明 木 委 員  はい、委員長。 

〇今村委員長  明木議員。 

〇明 木 委 員  いくつか質問がありますのでまとめてさせていただきます。 

まず、12月定例会において市長にもお尋ねしましたし、この度の定例

会においても同僚議員の方からの質問があったと思いますが、自己財源

の確保ということで、まず2ページなんですけど、ここで見させていた

だきますと、今の社会状況をみますと、喫煙者だけでなく禁煙者ににも

被害を受けるような煙の量が増える、市町村たばこ税の増という予算が

提案されてますが、ここで言ってます自己財源、特に行楽や観光である、

先ほども言われましたけど、市において、市の所有地であるゴルフ場等

のゴルフ利用税等を財産として、これを市の自己財源とするようなかた

ちの考え方はないのか、もっとこれが今回下がってるわけですね、減に

されてるわけですけど。もう少しこれを活かして何かするような施策等

を打とうとして考えられてないのか。そうすれば、またこの辺も上がっ
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てくるんではないか、増になってくるんではないかと思われますが、ど

のように考えられてるかということが、まず1点。 

それから7ページ。先ほど説明を受けましたけど、地籍調査業務負担

費用として、ここで吉田町の多治比等のことについて触れられましたけ

ども、今さっきの説明によると、これは吉田町の多治比、丹比について

はもう既に終わってるように聞いてますけど、先ほどの説明では、ただ

今継続中だという説明がありました。実際にこの地籍調査は平成9年か

ら11年にかけて行われたとお聞きしていますけど、継続しているという

ことは、11年以降もずっと継続されてきているのか、そこまずお伺いし

ます。 

続きまして、18ページ。民生費負担が前年度に比べて606万円ほど増

えているわけですが、どのような要因があったのか、またどのような傾

向にあるのかということについてお伺いします。 

19ページ。総務使用料、民生使用料、衛生使用料、土木使用料等が前

年度に比べて減になっていますが、この辺の要因、またその反面、体育

使用料が増額している要因についてお伺いします。 

それでは24ページ。県補助金として今回目新しいものがどのようなも

のがあるかお聞かせください。 

続きまして、41ページの財政管理費が前年度に比べて減になっておる

と思われますけど、合併における効果が出ているものなのか、もしくは、

もしそうであれば他にそのようなものが現れているところがあればお聞

かせください。 

44ページ、自治振興費関係は今関係ないですね。後ですね。 

それからですね、もう1件。こちらの資料で最初に説明された、これ

も説明の中にあったからお伺いするんですが、コミプラ事業、これがマ

イナス52.2％と、全体的な増減率の大半を占めているんではないかと思

われますけど、これはどういう要因によるものかということをお聞きし

ます。以上です。 

〇新川総務部長  委員長。 

〇今村委員長  総務部長、新川文雄君。 

〇新川総務部長  ゴルフ場の利用税の概要でございますが、この交付金につきましては、

利用税の収入額から10分の7相当額として、ゴルフ場の利用税交付金と

して、ゴルフ場利用税を納入したゴルフ場が所在の市長村に交付すると

いうものでございます。いろいろ今日の社会情勢の中で、非常に厳しい

状況等の利用の関係ではなかろうかなというように思っております。い

ろんな角度でその利用を促進するといいましょうか、その項目も安芸高

田市の中には2つあるわけです。当然、年齢制限によりまして、また、

障害者等の利用については、またある程度課税されないというような状

況もございますし、そうはいいましても、いろんな角度の中で、今後こ

うしたかたちの利用につきましては、やはり教育委員会の所管しており

ます学生等、生徒、そういう児童を引率する教員等も、あらゆる角度の
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中で活動というのはできると思いますが、なかなか今日の状況の中では

難しいものがあるんではなかろうかなと思っております。当然、地域的

な環境もございますし、その利用というのは安芸高田の中に2つと、あ

あいうことについては、非常に今後のこうしたゴルフ場に対する利用税

の収入というのは、大なる財源であるというように考えております。 

続きまして、ページ数の7ページの債務負担行為の関係でございます

が、当然、いろんな、現在、高宮、美土里で、これは単年度的なかたち

の中で、ある程度、年々の債務を起こさない事業を実施しとるわけです

ね。年度の単年度契約の中で事業をしておりますけども、今定例の中で

提案させていただいております、多治比地区につきましては、平成9年

から11年度まで実施し、合併前の15年度まで、鋭意その調査を整理する

ということで、いろいろなかたちの中で努力をさせていただいた経過が

ございます。なかなか、筆数なり、そうした件数、県外という状況の中

で、境界の確定の難しさというのも今日まで残っております。どうしま

しても、この事業につきましては、非常に旧町の大きな課題というかた

ちの中で、吉田町におきましても取り組みをさせていただいたところで

ございます。当然、11年度まで事業をある程度調整をさせていき、その

後、そうした調整確認ということで、合併前間で取り組みをさせていた

だいたとこでありますが、それが全部の完成をみてないのが現状でござ

います。今後におきましても、引き続き早期にこの事業を完了をさせた

いというように考えております。 

次に、18ページの民生費につきましては、所管の福祉保健部の方でご

説明を願いたいと思っとります。 

次に、19ページの総務の所管しております、県補助金の。19ページの

総務使用料については、市内における各行政財産の使用の267万2,000円

が主たるものでございます。 

続きまして、24ページの県補助金につきましては、そこに掲げており

ます主たる事業につきましては、総務管理費として計画をさせていただ

いておりますけども、総務費が所管させていただいておりますものにつ

きましては、先ほどご説明をさせていただきました地籍調査事業の

2,931万7,000円と、合併推進交付金4億7,020万を、ここでご説明を落と

しておりましたので、この合併推進交付金が主たる事業でございます。 

41ページの財産管理費でありますけども、この財産管理費につきまし

ては、対前年度の資料をみていただきますとわかりますように、一昨年

は1億3,516万2,000円、今年度1億2,175万3,000円の計上をさせていただ

いておりますが、1,340万9,000円という減額を財産管理費につきまして

は調整をさせていただいたとこでございます。まだまだ、この行政間の

管理経費等については、平成、今年度17年度も、より一層調整項目を定

めさせていただき、この管理経費につきましては削減の方法を取らせて

いただくことを検討課題とさせていただきたいと思っております。 

コミプラ特別会計につきましては、また、建設部の方が詳しく特別会
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計の中で説明をすると思いますけども、大枠にはこの特別会計事業、甲

田町に今建設されております処理場の建設費等の減が主たるものである

と思っております。以上でございます。 

総務使用料につきましては、土師ダムのダム周辺の管理経費の6,000

万円、昨年度におきましては、一般会計の方に直接収入としてみさせて

いただいておりました。初めにご説明させていただきましたように、こ

の指定管理制度の中で、やはり公社の努力ということで、実質今年度も

4千数百万ということで、減額的なものも数字的にはみさせていただい

ております。この補助金を直接公社の方の歳入として財源をみさせてい

ただいている関係上、それが総務管理費の方では6,000万円の減額が主

たる事業でございます。以上でございます。 

○明 木 委 員  委員長。 

〇今村委員長  続いて、1番、明木一悦君。 

○明 木 委 員  今のまず、地籍調査についての部分なんですけど、先ほどの説明で

はまだ継続していると、今回の説明では、今、15年までに整理さしたけ

ど終わらなかったというような状況にあるということですね。完成をみ

てないということなんですけど。実際にここは既に終わられてるという

ふうに我々は感じとったわけなんですけど。また、市内におきましても、

まだ、地籍調査をされてない部分もあると思われるんですけど、これは

二重投資のように考えられることができるんではないかというふうに思

うんですけど、そのあたりはどのようにお考えか。 

続きまして、24ページの合併推進交付金についてお伺いしますけど、

これはどのような用途に使われているのか、その2点お願いします。 

〇新川総務部長  委員長。 

〇今村委員長  総務部長、新川文雄君。 

〇新川総務部長  確かにご指摘いただきますように、旧町の吉田町の中で事業を推進さ

せていただいとりました山林部における事業の中で、一時中断をしてこ

の丹比地区を集中的に整備しようじゃないかというかたちの中で、他の

地区には着手をしておらないのが現状でございます。また、山林部も完

了いたしておりません。耕地部分につきましては全部完了させていただ

いておりますけども、当時の状況の中では、山林部のこの丹比地域が済

まない限りは実施しないという状況の中で取り組みをさせていただいた

とこでございます。先ほどからもご説明をさせていただいておりますよ

うに、本旧吉田町のこうした合併前の大きな課題というものには、捉ま

えをさせていただいておったのが現実でございます。各町ともあらゆる

角度の中で合併をさせていただきましたけども、3月以降のあらゆる問

題を、今整理を16年度でもさせていただいているのが現実でございます。

こういう状況の中で、その6町の合併前に全部片をつけて合併すれば良

かった面もあったろうと思いますけども、そういう相手、地権者の方が

いらっしゃるというとこで、非常に苦慮をしたのが現実でございます。

ただ、現状等をみさせていただきますのに、当時の調査等についてもい
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ろんな関係資料を現実にはあると思いますけども、一部には、ある程度、

各臨時の皆さんのご協力を得るようなかたちの中で取り組まないと整合

が取れない部分もあるんではなかろうかというように思っております。

当然、現地確認というのが必要になってきます。当然県外の方が山に上

がっていただかないと、これは、境界を入れない現状があるわけなんで

す、そういうことが当然合併前に完了できなかったということについて

は、旧吉田町の課題として問題提起を掲げさせていただいております。

その当時、専門部会等も、あらゆる角度の中で基本協定項目の中である

程度完了さすということで、担当の方は進めていた過程ではなかったろ

うかと思っております。そうは言いましても、こうした行政が関わった

事業の一端でございますので、この今までの調査をもとに、早い解決の

中を取り組んでみたいというように考えているとこでございます。 

続きまして、合併推進交付金の関係でございますが、この合併推進交

付金につきましては、県の方から交付されるものでございます。本年度

につきましては、第2庁舎・文化ホール、こういう充当に、主に考えさ

せていただいております。2億3,100万という、4億7,020万の中には、2

億3,100万を計上させていただいとるとこでございます。それと、今の

財産管理に伴います、充当財源、今の産業振興部の方が入らせていただ

いております、そういう所については、昨年度の、16年度の事業として

取り組ませていただくわけですが、この2年度の県交付金につきまして

は、単独分でないとこれが充当できないというように思っております。

いろいろ補助金が入っておりますと、二重的な補助充当ということにな

りますので、純粋に単独の経費に充当させていただいているところが主

たる事業でございます。下水道事業等につきましても、充当もさせてい

ただいておりますし、農業集落排水、また浄化槽、簡易水道、そういう

単独分として、行政が負担すべき事業につきましても、充当をそれぞれ

させていただいとるとこでございます。以上でございます。 

○金 行 委 員  委員長。 

〇今村委員長  12番、金行哲昭君。 

○金 行 委 員  12番、金行でございます。今、予算審議が本日から始まっとるんで

すが、私、市長さんに1点全体的なことでお聞きしたいと思います。今

回、合併2年目で非常に厳しい中の苦慮された予算であったと思います。

市長さんが施政方針の中に17年度の予算編成の基本方針を出されており

ます。出されておりますが、その内容が逐次全部いうことで、各部所、

今日いらっしゃる職員等々に周知等をされたのか。されたとは思います

が、そういう市長さんの、このお考え等々、予算たるものは市長が頭に

なってやるべきだと、市長さんも私も思いは一緒でしょう。そういう面

を、どのようなご指導、どのような指摘等々をされてと思います。そこ

ら辺をちょっとお聞きしたいと思います。以上でございます。 

○児 玉 市 長  はい。 

○今村委員長  児玉市長。 
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○児 玉 市 長  もちろん、17年の当初予算でございますので、何を重点事項にする

かということについては、それぞれの担当部長と協議をして計上したわ

けでございます。しかし、非常に限られた財源ということがあります。

そういうことでございますので、何もかにも思うようには、私はいって

おらんと思うんですが、特に、合併特例債をうまく使いながら、どうし

てもやらんにゃあいけん事業に重点的に配分をしたと、このように考え

ておるわけでございます。 

○青 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  11番、青原君。 

○青 原 委 員  今、市長さんのお答えも聞いたんですが、各支所の予算ですね、当

初、配分方式でというような説明も受けておる中で、各支所の予算配当

総額を教えていただきたいというのがありますんで、ひとつよろしくお

願いをいたします。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  合併し、基本的に予算の編成方針というものを取らさせていただいて

おります。予算につきましては、各部を基本とした行政全般的な予算の

編成をとらせていただきたいと。そういう状況の中で、各部に係ります

支所との関わり、そういう状況を全部各部の中で償還をさせていただい

ております。当然、部の中には支所関連経費等も全体的な中では、この

予算書の中には全部に係っていますので、その支所の分だけの総括とい

うのが今ちょっとすぐ出ませんので、ご理解をお願いしたいと思ってお

ります。 

○青 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  11番、青原君。 

○青 原 委 員  支所単位で出せというのは無理かもわからんのですが、それだった

ら、各部所でどのような分配をしておるのかというのを、各部長さんら

にお聞きをしたいのですが、この合併というのは対等合併ということで、

格差のないようにやっていただきたいというのが我々の願いでございま

すので、各担当部長さんの予算配分についてをお聞きをしたいと思いま

す。もし、今日は総務部と自治振興部ですから、2課しか聞かれんと思

うんですが、できればそういうふうな資料があれば、提出をしていただ

きたいと思います。以上です。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  総務部等に関連しましては、庁舎の管理的な関係経費、また交通安全

推進業務、また防火水槽、そういう事業を個々に持たせていただいてお

ります。基本的に、16年度の支出の方法なりというのも、ある程度考え

ていかなくてはならないんかなという思いがいたしております。例えば、

先ほど説明しましたように財産管理等につきましても、できれば、各請

求書がきて負担行為を起こして決裁でするわけですから、ある程度、本
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所の部の方で総括して、毎月の経常経費的な面につきましては、本所の

方の担当する部の方で支出した方も、伝票の数がすごく出てきておりま

す。そういうとこも、実態に合ったような、施設等の管理につきまして

は、ある程度調整等もさせていただければというように思っております

のでよろしくお願いしたいと思っております。それと、当然、年度の初

めにつきましては、支所の方と先ほど言いました、交通安全のカーブミ

ラー、そうした施設の整備、また防火水槽、そういうものについては当

然予算の要求の段階で、調整項目もさせていただいておりますし、実施

につきましても、現状ではそういう状況の中で支所との連携を取らせて

いただいて、支出を今していただいている状況でございます。以上でご

ざいます。 

○青 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  11番、青原君。 

○青 原 委 員  今、総務部長さんの説明で大方はわかるんですが、ただ、市長さん

が言われてる中で、支所機能の充実というのが項目があると思うんです

よね。そのためにも、やはり支所に対して、支所長さんとの会議をしっ

かり持っていただいて、そこの予算の中でしっかり持っていただいて、

予算案を決めていただきたいというふうな思いがしております。各部所

の部長さんのあれを聞かにゃあわからんと思うんですが、そういう流れ

の中で、支所の充実を図るんであれば、やはり支所長さんにもある程度

の権限を与えて、そこの町を充実させていくというような方向がとれる

かどうか、再度お尋ねいたします。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  ご指摘いただきますように、当然、各支所にもいろんなかたちの中で

地域の住民の方の要望というものは出てくるのが現実だろうと思います。

当然現状でもさせていただいておりますけども、関係部の事業実施にあ

たりましては、支所の方で地域の皆さんのご要望を受け、それをある程

度、状況等を考慮していただいて、それを本所の方といろいろ協議を重

ねさせていただいて、事業実施をさせていただいとるという状況がハー

ド面はそういうことにもなりますし、当然、できるだけ支所の方へそう

した予算関連に係りますものがありませば、そういう本所との連携を密

にしていただいて、実施にあたっては、充分それが市民の皆さんに大な

るものになるような方法というもの一つではなかろうかと思っておりま

す。要は、いろんなハード面、ソフト面等もございますけども、本所と

支所との連携を取っていただく方が一番の状況ではなかろうかと思って

おります。 

○加 藤 委 員  委員長。 

○今村委員長  4番、加藤英伸君。 

○加 藤 委 員  17年度の予算を編成されるにあたりまして、各旧町間でいろいろ調

整されなければならないこともでてきてると思うんです。例えば以前話
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にありました防犯灯の電気代とか、あるいは福祉区あたりの集会所の管

理費ですね、それとか、市内8つある第3セクターの見直しといいますか、

そういったところが17年度の予算の中にどのように反映されているのか

ということをちょっとお聞きしたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  予算全般の中で、確かにご指摘いただきますような2年目を迎えてお

るわけですが、一昨年、例えば防犯灯のことにつきまして、旧町間の是

正を現在実施させていただいております。そういう状況の中で、これは、

合併前の中で、調整項目としてできなかったわけですが、補助金だけは

調整項目で確定したわけですね。ただ、管理費は全部そのまま解決しな

いで、以降段階にきているわけですが、ある町では全部施設も行政で設

置し、管理費まで全部町で負担している。ある町では、その建設事業は、

ある程度、全部これは防犯灯ひとつにすれば、2万から3万円くらいです

から、全額助成して地元の全部維持管理は全部ですよという状況のとこ

ろがバラバラであります。今回、それを調整項目の中で一つの問題点に

ついて調整をしておりましたけども、当然、道路正味に関わるとこにつ

いては町の建設部の方が負担するとか、橋梁のかかっておるところは、

その建設部、それぞれが公共施設のとこもありますし、そこの時点に来

て調整項目、今ストップになっています。だから、当然、今後におきま

しては、地域の集落の防犯灯のついておるとこについては、もうその集

落の中で負担をしていただけるような方法も取らさせていただかなくて

は、全体の調整項目にならないんではないんかなというような気がして

おります。これは、あくまでも17年度で継続をして、この統一的な考え

方もさせていただきたいと思っております。それと、集会所の管理であ

りますけども、これもまだ全体としてなっておりません。全体的に合併

前に、基幹の集会所だけ、旧吉田町だけは、基幹の集会所は全部行政が

みるようになっておりますけども、後の補助事業でつくった集会所は全

部地域の方へ管理委託をして合併した経過があるんですが、そういう状

況の中を合併の協定項目の中でやっていったんですが、これが全体的に

6町バラバラで調整がつかなかった関係があります。当然これは行革の

一環の中で、集会所等の管理についても地域の方にも全面的に管理を委

託して自主管理をしていただくという方法も取らさせていただかなくて

はならないんではなかろうかなと思っています。基幹の集会所について

は、当然地域振興会等の活用の場というのは、行政の方と振興会の方で

連携をして管理をしていただくということになりましょうが、これも行

革の一環の中で、地域で、地域として、今利用されているものについて

は、老人集会所とか、いろんに補助事業を導入して集落に建設をされて

る町もあります。そういうところにつきましては、できればもう委託を

していただいて、地元で管理をしていただくような、行政の役割と地域

の皆さんの役割というものを、ある程度調整を、17年度も併せてさせて
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いただくようになるんではなかろうかと思っております。 

それともう1点、第3セクターの問題でございますが、これは16年度の

中で、自治振興部の方で、第3セクターに伴います、そうした財政の精

査いいましょうか、検討をされたものがございます。これは、自治振興

部の方が所管いたしておりますので、自治振興部の方でご答弁をさせて

いただくようになろうかと思っております。よろしくお願いいたします。

ただ、精査の中では、多少予算的には第3セクターの状況の中におきま

しても、昨年度とは、ある程度調整をさせていただいて、補助金が昨年

同様ということには、支出をさせていただいておらんのが現実面でござ

います。以上です。 

○秋 田 委 員  委員長。 

○今村委員長  1番、秋田雅朝君。 

○秋 田 委 員  予算書の40ページの財政管理費についてお伺いいたします。この中

で、入札工事検査管理費とございます。これが今年度は471万8,000円予

算が計上されているわけですが、昨年が91万8,000円の計上になってた

と思うんです。それで、ご説明の中で、これが電子入札の介入のためと、

取り入れのためとご説明を受けたと思うんですが、この電子入札の取り

入れによる今後の経費節減は、経費節減に繋がるのかどうかということ

が1点と。それから、土木職員研修費ということで180万、これは今年度

からの予算計上だとご説明を受けたと思うんですが、これは、土木職員

の資質あるいは技術向上のためとご説明を受けましたけども、その資質

技術向上というのが土木職員さんの中で、どういったことの目的とされ

とるのか、効果を期待されているのかということの2点ほどお願いいた

します。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  電子入札等のシステムにつきましては、新聞紙上等でも報道されとり

ますように、県の方におきましてもこうした取り組み等も実施をいたし

ております。そういう状況の中で、本市におきましても早い時期にこう

した状況の方も、現在16年度も業者間においては、県の方で実施してお

る電子入札制度については、研修に参加に行く旨を周知をさせていただ

いております。当然、このシステムも市としても導入をしていかなくて

はならない時期が来ると思います。そういう状況をみまして、今年度よ

り、この課題としてこの入札制度というのを、研修を重ねさせていただ

きたいと、そうした導入のシステムもセットアップさせていきたいとい

うように考えております。 

それと、もう1点の研修でございます。これは、16年度の中途で補正

予算を9月に計上させていただいて、9月から事業導入をさせていただい

たところでございます。今17日にも、この管内の土木部、農林、そうし

た技術関係者の22名を対象にして、事業を取り組みをさせていただきま

す。ご承知いただいておりますように、6町が合併して、ある町では非

常に研修を重要視されて、県の方に派遣とか技術センターとかいうこと
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で、やっておられた町もございます。そういう研修制度がない町、そう

いう状況の中で、いろんな角度でその技術の習得というのが一番だろう

と思っております。だから、当然技術職で旧町等の職員も確保しておれ

ば良いですが、そいうことではなくて、一般職で入り、技術の方担当し

て勉強して実施をしておるというのが現実でございます。当然、市とい

う組織にございますので、そうした技術の向上ということについては、

充分、今後、避けて通れない角度かなということで、この事業を導入を

させていただいたとこでございます。 

それと、業者に対する指導といいましょうか、これも旧町バラバラな

状態であります。そういうところにしても、やはり職員が質を高めない

と業者指導もできないんではないかという角度もございます。そういう

観点から、県の方の組織であります技術センターというのがございます

が、ここへ委託をさせていただいて、事業を取り組みたいというように

思っております。当然、土木の方の吉田支局も権限移譲の中では、17年

度末日をもってなくなるという条件もございますので、その事務が市の

方に移譲されます。そういう県の事業を受託するにしましても、そうし

た技術のノウハウというのは必要であるというように確信いたしており

ます。そういう状況の中で、こういうことを取り組みをさせていただく

ことによって、充分市の中でも対応できる体制をつくっていくというこ

とが一番だろうと思っております。それと同時に、事務の方も併せて県

の方に派遣をさせていただいとります。どしどしこれは、17年度も同様、

職員派遣の中で、研修を充実させたいというように考えております。以

上です。 

〇今村委員長  13時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後０時０７分 休憩 

午後１時００分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  それでは、休憩を閉じて再開といたします。 

他に質疑はありませんか。 

○小 野 委 員  委員長。 

〇今村委員長  5番、小野剛世委員。 

○小 野 委 員  2点ほどお伺いいたします。庁舎の管理等々について、各支所に庁舎

があるわけでございますけれども、これの後利用といいましょうか、そ

ういうものについて、どういう具合に行うのか。それから、それにもす

べて経費がかかっておるわけでありますけれども、市として将来におい

て、こういうようなかたちでしたいというような指針があるのかないの

か、いつ頃までにそういったようなものを決めていけばいいのか、そう

いう方針をお示しいただきたいと思うんであります。 

もう1点は、臨時職、今度は新しく事業団と大新東に変わっていくわ

けでありますけれども、その総合的に人件費、保険等々が、今市が給料
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として、また、そういう社会保障として払っておられた、トータルとし

てプラスになるのかマイナスになるのか、いくらぐらい少なくなるのか、

併せてお答えをいただきたいと思います。以上であります。 

○今村委員長  答弁。児玉市長。 

○児 玉 市 長  支所の庁舎の管理の問題でございますが、それぞれの支所は、かな

り空きスペースができたと、人数が減ったということでございますので。

やはり、それぞれ関連、例えば社協が他のところへ事務所を構え一緒に

中に入るとか、あるいは場所によっては振興会の連合会の一室をつくっ

てくれとこういうような話もございますので、そのようなかたちで有効

に利用できる方法がないだろうかということは、今後とも探っていきた

いと、このように考えておりまして、今のところはいろいろ子どもの放

課後の子育てとか、希望があるようでございますが、そういうものを総

合的に勘案しながら利用を考えていきたいと。できるだけ早く空きスペ

ースを有効に利用していくということを考えていかんにゃあいけんのん

じゃないかなとこのように考えております。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  今回の臨時職員、非常勤等の職員等の対応でございますが、部分的な

部分と申しましょうか、基本的には日額の8,800円の見直しが、7,200円

になった点が、ある程度処置は出てきてると思っております。ただ、3

億400という数字の中におきましては、今までの賃金総額と同等な金額

相当分がその程度ありまして、ただ、そうすれば、そのカットした分だ

けが減額になるじゃないかという思いがでてくるわけなんですが、その

減額相当分が、基本的には、社会保険料、行政の場合でも12％は事業主

の負担として支給をしていたわけなんですね、その分も今の事業団なり、

そうした企業等の業務委託ということになりませば、当然その12％はつ

けてやらなくてはなりませんので、それプラスのそうした派遣業務的な

手数料が5％くらい必要になっております。だから、基本的には17％の

手数料を支払うようになってくるように思っております。それには、プ

ラスアルファ消費税がちょっと関わってきますので、金額の差というの

は、すぐ17年度の予算編成で出たということについては、非常に、すぐ

その効果は減で出ておりません。当然プラスマイナスゼロくらいの考え

方を持っております。その効果につきましては、今回こういう導入した

基本の考え方につきましては、やはり行財政改革の一端の中の、やはり

民間企業のある程度ノウハウといいましょうか、それの雇用体系のあり

方、今まで恒常的なことが出てきとるわけなんですが、そういうところ

も全職員も意識の改革ということも出てくると思います。それと同時に、

今まで人事給与係の方がこの270数名の職員の毎月の事務作業が、業務

委託をすることによって、ある程度の軽減措置ができるということにつ

いては、充分メリット的な点はでてきますけど、ただ、そうは言いまし

ても、原課とそういう臨時雇用の体系というのは、あくまでも今までど
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おり総務部の方で総括管理をいたしますんで、そこで必要な人員だけを

その派遣の業務で実行さすというシステムになりますから、当然今まで

と同様の人事給与体系の方は、ある程度、人員の確保のための事務作業

は実施していきたいというように考えております。以上でございます。 

○明 木 委 員  委員長。 

○今村委員長  1番、明木君。 

○明 木 委 員  今の臨時職員の関係なんですけど、確かに8,800円が7,200円になっ

たということなんですけども。これ、今の民間の方に出した分について

は、臨時職員さんの時間給が900円になったということなんですけど、

それで、その分手数料等の儲けが大新東、そちらに出るわけですけど、

地域事業団、こちらの方に出されている分については、事務関係は750

円という時間給が、そのまま750円に移行しているわけですよね、その

分については、地域振興事業団の方にはプラスして出せるようになった

わけなんですかね。その分、今度反対に大きく人件費に上乗せになった

というふうにもとれるように思われるんですけど、その辺りはどのよう

になったんでしょうか。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  今回の賃金体系の是正につきましては、当然合併時の調整項目の一端

の中で実施をさせていただきましたけども、業務によって資格要件とか

一般事務の問題とか、それは当然単価を定めさせていただいております。

事業団にいたしましても、大新東にいたしましても、単価の提示は同額

でございますので、その2つの業務委託するのに単価を変えて実施して

おるということはございません。以上でございます。 

○今村委員長  他に関連質疑がございますか。 

         次の質疑を求めます。他にありませんか。 

○岡 田 委 員  委員長。 

○今村委員長  18番、岡田君。 

○岡 田 委 員  岡田です。財政施策方針では、この景気の問題をどう扱っているか

というと、景気が響いてこんと、こういいながら、税収の方では先ほど

総務部長が言われたのは、市民税に関しては、上げているのは、景気の

効果が若干現れとるから市民税を増やしたと。この点の施政方針の考え

方と、予算編成での考え方は若干違っとるわけですよね。ただ、私は国

の施策からいって、控除の点で、その点が影響しているからそうなるの

かなという感じを持っているのですが、景気の関係で市民の所得が増え

て、市民税に影響しとるいう部長さんの話だったんですね。その1点ひ

とつ伺うんと。問題は、この予算編成にあたっての、この一番大きな財

政を占める地方交付税の関係を申し上げますと、先ほどの担当課長の話

では、地方交付税が前年度の実績、なるほど、第5次補正の額がそのま

ま予算に載っておるわけですよね。地方交付税当初予算に。実績に基づ

いてと言われましたけども、これとこの臨時財政対策債の関係では、セ

ットで考えにゃいかん問題なんです。それで、地方自治体の自主財源が
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増えた分だけは、地方交付税は減るシステムになっておりますよね、で

すから、この点を考えての予算編成をされたのかと、この2点をお伺い

します。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  税の今年度の増額的な形の中でみさせていただいている関係でござい

ますが、多少そうした国全体の中では、こうした景気というのは、国の

方も今言っておりますように、多少上昇気味の傾向があるんではなかろ

うかなというようなことも発表されております。ただ、本市の場合に、

即それが直接影響が出てくるかということは、微妙的なものがあろうか

と思っております。ただし、17年度の地方財政計画の概要をみさせてい

ただきましても、やはり地方税等いうのは、国レベルで大体3.1％の増

をみているわけですね。そういう状況の中で、今回予算を組ませていた

だきましたのは、一昨年の当初、また、実績、そういう状況の数字を積

み重ねをさせていただいて、市民部の方と調整を取らせていただき、今

回、税の税収そのものの2.8％の増という状況をみさせていただいたと

ころでございます。国全体が3.1ということでございますので、多少本

市の場合には、その水準財政計画よりか下回っておるんではなかろうか

と思っております。それと交付税につきましては、全体的なかたちの中

では、財政計画では国のレベルでは0.1％の増になっておるわけです。

交付税自体は。ただし、三位一体の改革の状況の中で、本市におきまし

ても、そうした譲与税の中で交付されておるわけですが、それが100％

交付されておれば当然問題はございませんが、その人口割とかいうよう

な状況の中で、どうしても都市化の方へ100％近い、交付される率が高

くなっております。こうした人口規模に応じて積算額を出します関係上、

非常に所得上というんですか、そういうところの数字というのが上がっ

てこないのが現実です。基本的には、大体2分の1相当分が改革の中では

影響度合いというのは出てくるんではなかろうかなというように思って

おります。以上でございます。 

○岡 田 委 員  委員長。 

○今村委員長  18番、岡田正信君。 

○岡 田 委 員  それで、国の方は各自治体へ、今年度に限っては、そういう自治体に

よってアンバランスが、格差が大きくなるだとろうと。ですから、そこ

らの点を留意してこの予算措置するべきだというのが、たぶん通達がき

とるんじゃないですか。もう既に、2月段階では。いかがですか。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  国等、また、直接そうした末端調整等の調整機能というのは、なかな

か難しいものがございますが、我々県の方のそうした指示的なかたちの

中の資料収集等をいただくかたちの中で、当然、移譲対象補助金の景況

額というのは当然出てきておりますし、市町村に対する影響具合額を予
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測しながら、今回の予算編成は出させていただいております。当然

100％を見込ますと、当然マイナスの50％は出てくるわけですから、こ

の関係は予算の編成の中であるべき数字を見込まさせていただいて、今

回この予算の編成に取り組みをさせていただいております。以上です。 

○今村委員長  他に質疑はございませんか。 

○青 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  11番、青原君。 

○青 原 委 員  先ほど私が質問しました時に、資料請求をお願いしとるんですが、

提出していただけるかどうか確認をしておいてください。 

○今村委員長  中でもどういった資料がご所望ですか。 

○青 原 委 員  先ほど私が言いましたのは、各支所でどれだけの予算が出とるんか

と。いろんな事業があるじゃないですか。ハードソフト含めて、その支

所に対して総額どのくらいでとるんかいうのがわかれば、わからんこと

はないと思うんじゃけど、資料を提出していただければとお願いしとっ

たんですが。 

○熊 高 委 員  委員長、関連。10番、熊高です。 

○今村委員長  はい。 

○熊 高 委 員  青原委員から、支所別というふうなこともあったんですが、大きく

言えば関係してくると思って質問するんですが。予算の査定を当然され

るわけですね。各支所あるいは各部、課から出て、部に出て、それから

市長さんが最終的な査定をされるということでしょうけども、その査定

手順ですね、これはどういうふうなシステムでやっておられるんか。最

近では三次あたりは、査定の段階から情報公開をして、何を削除して何

を追加したとかそういうことまで、情報公開するという時代ですから。

今回、予算を組むにあたって、その査定の手順というのはどんなふうに

なっとるんか、今の支所との関係も出てこようと思うんですが、そこら

を少し、お聞かせ願いたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  総務部長。 

○新川総務部長  支所別予算、また、査定システムということで、当然関連的でござい

ますんで、総括をさせていただいたんですが、基本的には、前にも説明

させていただきましたように、各部を中心にこの予算編成をさせていた

だいております。その過程の中では、まだまだ軌道に乗ってないかたち

があるわけですが、部には幹事課を定めております。幹事課を中心に、

予算の各部の総合的にとりまとめをしていくシステムを取らせていただ

いております。当然、旧町の予算の編成なり予算の執行、予算の管理、

このことが、新市になりましても旧態依然として、我々職員のそうした

事務作業をみさせていただきますように、まだまだバラバラであり、統

制を取るのはなかなか難しいところもあるんかなというように思ってお

ります。そうは言いましても、そういう幹事課を設置させていただいて

おりますが、幹事課がそれを有効に総括しているかということはまだち
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ょっと見えてない部もございます。ただ、そう言いましても、そういう

今回は、できるだけ幹事課を中心ということの中で、各部におきまして

は、支所との連携の積み上げ資料とか予算とか、それは当然部の中で総

括をしていただいております。それを、今の電算の予算要求システムの

中を作成しておりますので、その予算要求システムを財政課の方に各部

とも要求していただき、財政課の方がそれを総括して各部の予算を設置、

初めにつくっております。そういうところから、今回、財政課に5名ほ

ど職員がおりますけども、部の担当割り振りをさせていただいておりま

す。その部は、専門的にそれを一つの部をもって、一つないし二つの部

をもって、予算というものを積み上げをさせていただいております。 

査定におきましても、その担当課が原課の幹事課の方ともいろいろ協

議をしながら査定をさしていただくという状況にございます。そういう

状況の中で、支所だけという予算というのは、基本的には経常的な経費

が今の段階では大部分だろうと思います。ただ、ハード面等におきまし

ても、部の方から各支所の方に、ある程度の割り当てをして実施をして

おるというのが現状でございます。そういう状況の中で、最終的に市長

査定まで持っていきますまでには、助役査定をし、最終的に市長査定と

いう段階を取らさせていただいて、227億の予算の編成をさせていただ

いたところでございます。ただ、先ほど来から出ておりますように、支

所だけのという予算については、これを全部明記して資料提示するとい

うことは非常に難しい作業だろうと思っております。当初の各部の幹事

課の方で、各支所の関連性の予算の取りまとめをしたものが資料として

おるわけですが、それは当然、その段階で各部は全部一緒に合算をして

やりますんで、それ相当の予算も減額をしていただいておりますし、非

常に今年もある程度の非常な経常経費的な面につきましては、カットを

させていただいている関係で、当初の予算要求どおりがそのようになっ

ているということは到底ございませんので、非常にそうした査定の中の

厳しさというのが最終的には12億9,000万という財源不足を生じて最終

調整をさしていただいて、その財源の穴埋をして、市長の方の予算査定

というのをとらせていただいたところでございます。以上でございます。 

○青 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  11番、青原君。 

○青 原 委 員  総務部長言われるのもようわかるんですが、ただ、我々は住民の声

をこういうふうに言わせていただいとるんであって、その中で、やはり

合併をしてすぐ一つにならんにゃあいけんいうのはようわかるんですが、

そんなに急いで一つにならんにゃあいけんのんかないう思いが住民の方

にあるんだろうと思うんですよ。そういう流れの中で、もう少しゆっく

り旧町単位的な予算を組んでいただければというふうな思いがするんで

す。そういうことを頭の中に入れてやっていただけないかなという思い

で今のようなことを資料提供もしてくれというたようなことですから、

やはり、大枠で良いと思うんですが、できればこの支所に対してはなん
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ぼですよとか、支所のない吉田町についてもしかりですが、じゃあ吉田

の予算はどのくらいになっとるんかとかいうのが大体大枠で見られりゃ

あ見られるような資料があればというということでお願いしたいんです

が。 

○今村委員長  総務部長。 

○新川総務部長  基本的に、こうした予算の編成という状況の中で、旧町単位いいまし

ょうか、確かにご指摘いただくとおりだろうと思っております。そうは

言いましても、いろんなかたちの経常経費等も今までやってたかたちを

そのままずっとやってたら、本当に予算は編成できないんですね。財調

基金も後4億円という状態で、通常であれば各町村合併してなかったら、

2億ないし3億は、財調基金を取り崩して予算編成をされてたんじゃなか

ろうかと思っております。本来であれば、16年度で2億ずつ取り崩して

も12億は取り崩して予算編成をするという状態であったわけですから、

そういう状態である程度、切り詰めたかたちということであります。合

併という大きな課題をひとつ乗り越えたかたちの中で、当然あるわけで

すから、当然早いかたちの中の市としての財政の確立というのは必要な

状況ではなかろうかと思っております。早い内に財政を確立しないとい

つまで経ってもそうした事業なりいうものが出てこないんじゃないかな

という思いをしております。今の段階で、その支所だけという、工事か

ら一切出てくるというのは非常に難しい状況であると思っておりますの

で、資料提示については基本的には経常経費につきましては、それだけ

の管理経費は計上しておるわけですが、ハード面については継続事業も

ありますし、特別会計でそうした上水道なり下水の事業も取り組みをい

たしておりますし、それはやはり市民の皆さんから要求のあったことに

ついては、支所と本所が連携をして、速やかに事業実施するという方針

を早くルールに乗せるということが一番の市民サービスであるんではな

かろうかと思っておりますのでご理解のほど、よろしくお願いしたいと

思っております。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  今の関係した意見としてお伺いするんですが、これは市長にお伺い

したいんですが、先ほど情報公開という話をしましたけども、査定の段

階から情報公開をする時代になってきております。青原委員の言われる

ことも、やはりそこら辺の積み上げた流れというんですかね、そこらが

わかればかなり理解も深まってくるような意見ではないかなというふう

に私は聞いたんですが、それがひいては市民の皆さんにもつながってい

くということですから、やはりこの際、今後はそういう査定の段階から

情報公開できるようなかたちで、そういった方向が望ましいんではない

かなということで1点お伺いするということと、併せて、市長、高宮町

長時代に、あるいは議会がニセコ町に行きまして、情報公開の状況とい

うのをかなり勉強させていただいたんですが、昨年の議会の時も言いま
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したが、市民の皆さんにニセコ町はかなり3センチくらいの厚さの本に

して、今年のニセコの予算ということで、非常にわかりやすいかたちで、

絵を入れたりして出しておりましたが、市長たぶん高宮時代にご覧にな

ったと思うんですが、そういったこの予算が3月定例議会で可決された

ならば、そういったかたちで住民で情報公開をされるという意識がある

のかないのか、安芸高田市の場合は地域懇談会、そういったもので市長

が施政方針をされて、そういった中身もされるということですが、それ

にプラスして、さらにそういった情報公開をするという方向が、私は望

ましいんじゃないかなという気がするんですが、その辺についてのお考

えをお伺いしたいと思います。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  当然、今からは情報公開というのは一番大きな市民に情報を伝える

問題でありますので、当然やっていかにゃあいけんと思います。ニセコ

のような分厚いものができるかどうかはわかりませんが、やはり広報と

いうのがございますので、広報の中を充実しながら、市民の皆さんに本

年度の予算内容を伝えていくと、特集号を出すとかですね、そういう方

法はできると思います。そういう方法でできるだけやっていきたいとこ

のように考えております。予算査定の段階から情報公開できるかどうか

いうのはなかなか研究してみんにゃあまだわからん問題でございますが、

私は、市民との対話集会の中で、本当の情報公開はできるんじゃあなか

ろうかというように考えておりますので、できるだけ市民との対話集会

をやっていきたいと思います。 

先ほど青原委員さんのお話でございますが、結局この予算書を支所別

に全部ばらして支所になんぼいっとるかということではないかと思いま

すが、それはちょっと私は無理だと思いますし、それをやると、やっぱ

りかえって弊害の方が出るんではないだろうかという心配をします。そ

ういう問題があるんで、合併してきたんだから、お互いにそれぞれ合併

前の市でやり残した問題もありますし、はあほとんどやらんでもいいい

うほど、ハードができとるところもありますし、そういうところでは、

やはりかなりの差がでてくる気がしますんで、道路の予算ではなんぼと

か、施設の予算ではなんぼとかという、その程度のものは出せるという

ように思いますんで、どの程度のものが出せるかというんですが、あま

りこれを全部きれいに支所別に分けると、弊害のほうが、どうも多いい

ような気がしますんで、あこちょっと迷うとる気がしますんで、例えば

道路予算、水道予算、そういうやはりハード面の問題については、大体

どの町で重点的にやりよるかというのはすぐ出せると思いますが。 

○青 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  11番、青原君。 

○青 原 委 員  今、市長の方から説明いただきましたんで理解はするんですが、で

きれば、私が聞く住民の方から聞いた話は、道路がめげとるけえ、ここ

を直してくれやというような状況の中で支所の方へ行くと、行って、そ
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うしたら、これは今予算がないけえどうにもならんよというような返事

しかかえってこん。ほいじゃあいつできるんならいうような話になると

いつなるかわからんよというようなことでは、やはりさっきも部長が言

われたように、住民サービスはしていかんにゃあいけんいうことを言わ

れておりますんで、そこらあたりの対応をきちっとしてもらう意味で、

私は言うたような状況ですので、そこらを含んでいただいて、今後やっ

ていただければというふうに思います。以上です。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  市長のご答弁でかなり一歩進んでやってみようということで、期待

をしておりますんで、住民との懇談会、併せてそういったものも含めて

出すことによって、やはりお互いのキャッチボールがより深くできるよ

うな気がしますんで、一年経って、住民自治の組織も大小いろいろあり

ますから、やはりそういった情報が通じんというのは、まだまだいっぱ

いあるんですね、地域懇談会だけではどうしても表面的なことだけにな

ってしまうということで、充分な情報がまだ欲しいという意見はたくさ

ん私達も聞いていますんで、是非とも一歩でも二歩でもそういった方向

に近づけていただくようによろしくお願いしたいと思います。併せて、

総務部長に聞くんですが、三次あたりが査定段階から情報公開をしてい

るという、担当の部長として、そこらの状況をどんなふうに捉えておら

れ、安芸高田市でするにすれば、どういったかたちが望ましく、また、

どういった時期にできるのかというようなことを今の時点でもっておら

れれば、少し聞いてみたいと思うんですが。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  基本的に、情報の公開というのは基本の原則であると思いますし、こ

の予算書にしましても、合併し、使用的な施設においては、閲覧できる

ような方法で設置をさせていただいております。昨年度からですね。中

核になる施設の中には、この予算書の一角というのも置かせていただい

ておりますし、今後のそうした事務作業的なかたちが、どのような状況

かということになりますと、抜粋的なかたちというのは、当初の予算の

要求が原課からこれだけでましたと、財源はこのようになってましたと。

そういうかたちのものいうのは、情報のキャッチができると思いますが、

絶えず事務作業のかたちがそれを全部が出るかというのはなかなか難し

い問題であろうと思います。 

どちらにしましても、来年度の予算の編成というのも非常に年々、財

政苦慮するというかたちのものは出てくると思いますんで、要は、我々

職員が、本市の財政状況はどうであるかということを頭の中に入れてお

かないと、予算というものは編成できないんではなかろうかと思ってお

ります。当然旧町の先ほど来からご指摘いただいております課でも、旧

町の歳出予算だけではないわけですね、歳入と歳出がそれだったら旧町
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でできとるかどうかの問題。そこらのところもありますから、当然全体

の市ひとつになった財源確保ということでも大いにおりますし、当然こ

れまでの事業をやっておることについては、旧町とも借入金をもって、

当然運営をしてきておるわけですから、その償還も平等的なかたちの中

で支払いをさせていただく。要は、そうした財源の行く先なりまた支払

い、補助金ひとつでもそうだろうと思います。こういうことについては、

今後、行革の懇話会等の中で、やはり厳しく対応していただくような状

況のひとつの課題であるというように思っております。確かに市民の方

にご理解を得るためには、ある程度のそうした情報というものを出さな

くてはなりませんので、そういうところも踏まえながら、行財懇話会等

のご指摘いただきながら、今後のあるべき方向を検討させていただきた

いと思っとります。以上でございます。 

○亀 岡 委 員  委員長。 

○今村委員長  20番、亀岡等君。 

○亀 岡 委 員  関連なんですが、このことはこれからの行政を推進していくのに、

非常に考え方としては大事な事だと思うんですね。と申しますのは、旧

町時代それぞれ、地方自治の建前からいいますと、大筋で変わったこと

はないんですが、異なる行政をやってきとる面も多いわけでして、それ

なりに旧町時代の予算規模というのがあるんですよね。市民の皆さんに

今この時点で、支所別にどれだけに関係する予算があるんかというよう

なことになりますと、市民の皆さんの立場でいえば、申しあげますよう

に、合併前どれだけの予算規模であったと、我が町はですね。というよ

うなことになってきましてですね。これを旧町ごとに明確にされると、

やっぱり、綱引きが始まると思うんですよね、我々議員も比べてみれば、

あこの町は、支所別にいうたら予算規模は大きいじゃないかとか、うち

は少ないじゃないかとかいろいろにそういう面で綱引きが始まるし、私

はやっぱり先ほど来説明がありますように、部の関係でその分野の事業

予算ではどうやっていくんなと、いうようなんが明確にされたり、また

そういったことがこの予算を積み上げていくところで、ひとつの情報と

して明確にされていくというのはかまいませんけど、支所別にこれがど

うだというようなかたちで、情報としてどんどん出されていかれたんじ

ゃあ、なかなか物事がスムーズにいかんようになると思うんですね。 

特に今大切なのは、旧町の枠を超えて、分野ごとの行政をいかに地域

の皆さんにといいますか、市全体にですね、一口に言えば、抽象的では

ありますけども、公平公正なかたちで予算措置をされて皆さんの納得い

ただけるような、行政の政策推進をやるというようなことになっていか

にゃあいけないので、私は大事なことですので、意見をお互いに出し合

いながらこの予算審議を進めておくことに異議を持ちますんで、申しあ

げるのですが、私はやっぱり支所別に予算がどうなんだというのを明ら

かにしていくというのは好ましくないと思うんですね。以上です。あの

そちらで意見があれば答えてください。そのことに対してですね。大体
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申されてはおるわけですが。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  私も合併をしたんだから早く一体化するということが大事だろうと

思いますし、合併前にどうしてもやらにゃあいけんことが残っておる旧

町もあるわけでありますんで、そういうものを早く整備をしていくとい

うことでありますんで、それぞれ議員さんで、それぞれの旧町単位にこ

れとこれだけはどうしてもやらんにゃあいけんのんだと、そういうよう

なご意見があれば早めにご意見を賜っておけば予算を組む中で重点的に

組んでいけるんではないかというように思いますが、私は、全町見渡し

た時に、あんまり継子のでたような旧町というのは、私はないような気

がするんで、もしかそういうようなものがあれば、ひとつ早めにご指摘

を賜って、ここがいけんじゃないかと、そのようにご指摘を賜ればとい

うように思うわけでございますので、ひとつよろしくお願いします。 

○熊 高 委 員  関連。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  市長さんの答弁を聞きながらフッと思ったんですが、合併したとこ

ろに地域によっては、旧町の首長さんが新議員になったりとか、アドバ

イザーになったりとかいうところもありますよね。そういった意味で、

安芸高田市も合併して市長さんも無投票であったわけですから、旧町の

町長さんあたりから、１年間経過してどうなっとるんかとか、新しい予

算組むにあたって、意見を聞かれたようなことがあるんですか。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  去年は一度、夏過ぎた時点じゃなかったかと思います。旧町の町長

さんに集まってもらって、ご意見を賜ったり、報告したりというのはや

っております。こないだ広島のパーティーで前の市長さんにもお会いす

る機会がありましたので、本年度も予算が通ったら、できるだけ早くご

報告をしたり、ご意見は賜るというのを開きますからという話はしてお

るわけでございまして、そこらでも、この問題だけはやっておかにゃい

けんというご意見がおそらくあるんじゃないかと思いますし、そこらは

ご意見を賜りたいというように考えております。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  一面安心をさせていただきましたし、一面強く意見を言われて市長

さんも困るようではまた大変でしょうから、そこらの情報公開しながら

旧町のそれぞれの大きな役割を担った方ですから、意見を聞くのも必要

でしょうけれども、ある程度、1年経って合併をしてきたという流れで

すから、これからは市長さんの色を出しながらしっかりやってもらうと

いうことも大事かなと思う気がするんで、バランスよくやっていただき

たいというように思います。 

○入 本 委 員  委員長。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 



36 

○入 本 委 員  委員長。 

○今村委員長  14番、入本君。 

○入 本 委 員  先ほどの支所別の予算の別のことなんですけど、私は、綱引きとい

う意味ではなくて、温度差をなくする意味で、支所別に、例えばここに

快適で潤いのあるまちづくりという中で、安芸高田市とすれば、全体で

は、葬斎場をこの度の調査費としてやりますよとか、第2庁舎はなんぼ

ありますよとか、全体として市は、各町で先ほどのここにありますよう

に具体的には書いてはないんですが、道路改良は6路線で、維持管理は

20路線と。これはどこどこの町にこういうものがありますよと、そうす

ることによって、我々議員はよその町に水道があったり下水がなかった

りした時に温度差がよくわかって、うちは充分にあるから、間に合って

るから、今、全体といたしましては、こういうところに、やっておられ

るんですよと、住民説明が非常にしやすいわけなんです。我々のハード

面、ソフト面についてはどういうもんが不足しておるから、今後こうい

う活動をしておりますよということが非常にできるんで、綱引きという

意味ではなくて、対等という意味の中から、全体の市の予算はこうです

よと、それから各支所におきましては、ハード面、ソフト面においては、

こういう予算をこの度つけましたという分解のものが欲しいのが私の願

いなんです。それは、そうしないと、ここの中で細部にわたって総予算

が書いてあって事業は、果たしてどこであるんじゃろうかいと。どの地

域のどのもんじゃろうかと、いちいち皆説明を聞くようになるわけです。

それがこの度のような分解してあるようなものの中に、これを今のよう

に全体のものと支所別のものに分けてあれば、説明を聞かなくても見る

だけでわかるし、全体のバランスの各支所のバランスが見えてくるわけ

なんですよ。そういう意味で、やはり支所別の事業の内容の予算のもの

を欲しいという思いですので、市長さんもたぶんそのことも言われたと

思いますんで、是非その分解したものをいただければありがたいと思い

ますので、その点をお願いいたします。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  今のご意見はハード面が中心だろうと思うんですよね。例えば、道

路とか上水とか下水とか、代表的な施設の建設とか、そういうものにつ

いては、各部ごとに主な事業は報告できるような、各部の中の説明で報

告できるんじゃないかと思いますので、そこらで判断をしてもらえば、

なるほど、この町ではこういうものを大きな事業をやっておるんだなと

いうようなこともおわかりいただけるんではなかろうかと思いますので、

それは、大きな事業、細かい事業までは出せんと思いますが、大きな事

業、代表的な事業については、それぞれ建設部としては、本年はこれを

やります。下水も上水も建設部へ入るんですが、そういうものをやりま

すという、それは、私は発表できるんではないかというような気がいた

します。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 
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○田 中 委 員  委員長。 

○今村委員長  3番、田中常洋君。 

○田 中 委 員  私は最終日に質問をさせてもらおうかなと思っておりましたが、ち

ょっと関連でございますので、初日の今日、質問をさせていただきます。

今回、予算書を提示していただいて、予算資料もいただきました。予算

資料には、前年からまた性質別また特別会計を施設ごとにトータルした

ものとか、これがまたカラーで提示されとるということで、非常に親切

でわかりやすい資料の提供を受けたと思っておるんです。これは、前回

の決算の時にもこうしたものをいただきまして、非常に見るのに理解が

しやすかったんですが、この提示されたいわゆる平成17年度の予算書に

ついては非常にわかりにくいというのが実感でございます。なぜこうな

んだろうかなということになりますと、先ほどの同僚議員の質問を一つ

ひとつが関連してくると思うんです。まだ、説明は受けてはおりません

が、わかりやすく言いますと、教育委員会の方を取り上げると一番よく

わかるんじゃないかと思いますが、旧町時代でしたら、教育費、教育総

務費、学校管理がありまして、各小学校が3校あれば、3校の予算で、中

学、ここの3校はそれぞれの学校の予算を食うこと、いわゆる取ること

はできません。その学校ごとに消化もしていく。足らなければ、その小

学校ごとに補正をしていくというシステムに。今回この予算をみると、

前回も16年度もでしたが、いわゆる安芸高田市内の13校の小学校が十把

一からげになり、中学校は6校が一からげになった予算になっておるわ

けです。ですから、高宮の中学校と八千代中学校、吉田中学校が絶えず

連携を取るようなかたちで一つひとつの予算を消化していくと、これは

細かいところのいわゆる需用費のようなところもそういうふうにしてい

かなくては進まないという。これだけ要求しといたんだから、確かある

だろうと思っても、どっかの学校がささっとそこを消化されとるとない

という格好に。絶えずあるかないか、あるかないかいうのを調べて支出

命令を切るというようなかたちになる。こういう事務が私が耳にしたと

ころによると、旧吉田町の県の職員さんが各学校に配置されております。

この方が、以前はたいてい学校事務は5時には帰られよったけど、今は7

時8時になると。毎晩。なぜそこに原因があるかというと、やっぱりこ

ういうふうなところにあるように思います。これは今いう行革、事務の

合理化に果たしてどうなんだろうかというところが非常に懸念される。

そういうところを思いますと、これは各支所でも教育委員会が予算でな

くても一般のところでもそういう現象が現れているんではないかなとい

う懸念がいたします。 

一つ例を挙げてみますと、同僚議員が道路のことを言われましたが、

ある支所で市が管理しておる道路が、急斜面な急勾配の道路です。晴天

が長く続いておりましたが、水路が壊れておって、それが路面へ吹いて

おるというか漏水してたんですね。水道ではなしに水路がまずくてです

ね。それが夜中に凍結をする。そこを通られる方が全然知らない方はス
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ッと通られて、凍結してて事故を起こしたと。これは市の方にもすぐ応

急的な対応をしなくてはいけないという。たぶんこの支所にはうちの支

所にはあまり道路改良で維持補修で予算を使ってないから要求したぐら

いはあるだろうと思っておってすぐ対応しようとしてたが、開けてみる

とよその支所が全部使われて、あと数万円しか残ってないというような

ことでは、これは果たして本当にこういう予算の組み方が親切なのか、

先ほど市長が言われた弊害か。この方が弊害じゃないんかなという私は

見方もあるんじゃないかと思う。そうすると、この辺を整理していくの

にはどうしたらいいかということになると、やはり、電気料とかいろん

な面でもいちいち支所へ問い合わせて落としていくんではなしに、そう

した計上的なもんとかいわゆる支所の支所長さん、部長さんが、権限を

持っておられる中の、決裁権限を持っておられるぐらいの予算は、その

支所で決裁消化できるような予算の執行の仕方はできないもんだろうか。

ということになるとここに示す予算書が、いわゆる款項目、目ですね、

ここのところに支所単位の目があって、そこにあると。予算がしてある

と。そこは支所長さんが責任をもって執行していくと。ある時期になる

と補正予算の時期が来ると財源がない。これは各支所でも何割かは節減

してもらわんにゃあいけん。じゃあなんぼしなさい。あなたのところに

は1,000万ありますね、その内1割、100万円ほど何とか、この補正の財

源のためにどっかを調整してもらえんかといえば、そこの支所長さんは

教育なりいろんなところの維持費なりで需用費なりでもそうしたところ

1割1割を調整することができるかもわかりませんが、全部が市に上げて

あると支所でそういう対応は私はできないということになると、各支所

での予算の執行いいますか、住民イコール支所での予算の執行的なとこ

ろがうまく機能しないんではないかなということを、非常に懸念します

ので、これはこういうふうに今年度は予算が組んであり、提示してある

んですから、来年あたりはその辺はしっかり宿題として今年度検討して

いただくことじゃないかと思うところをちょっと質問といいますかご意

見を聞かせていただきたいと思います。これを総括、予算を総括してお

られて、なにされるのは、助役さんではないかと思うんですが、その辺、

助役さんの声が聞こえませんので、助役さんの考えをお聞きしてみたい

ところでございます。 

○今村委員長  総務部長、新川君。 

○新川総務部長  ご指摘いただいております予算という基本原則があると思いますね、

説明資料はどこまででという状況もあろうかと思っておりますけども、

本市の場合におきましては、事業別予算という方針の中で財務のような

システム構築をさせていただいとります。ですから、事業別のものです

からひとつのものを作り上げるのに10の項目から出さなくてはいけない

ということになれば、そこまで具体化したものを積み上げてきておりま

す。当然議員ご指摘の各学校なり各施設につきましては、お手元の方に

配布さしていただいております資料を見ていただきますと、全部各学校
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なり各施設毎の管理経費はどれだけかかっているのが一目見ていただけ

ればわかるようなシステムになっております。本来であれば行革のかた

ちから、財務の方から整理をさせていただきますと、できるだけ総括の

中から有効にその財源が使えるようなシステムが取りたいんですよね。

一つ項目をつくることによって非常に無駄な節をつくるようになるわけ

です。だから、一つのものを5ヵ所なら5ヵ所から、それが歳出できるよ

うな枠のエリアを決めて支出する方が効率的な予算の執行ができるんで

はないかというように思っております。今の基本の考えというのはそう

いう効率の中で実施をさせていただいておりますので、当然、教育委員

会、先ほどございましたけども、各学校が支出を全部するんではなしに、

教育委員会が一つまとめてやれば見やすく支出ができることがあるわけ

ですね。この現在、非常に教育の中のシステムの支出というのは、事務

を予算を編成したての県の事務職さんが負担行為をおこされとるんです。

そこらの関係で、非常に市の執行予算と、今各学校ごとで使っていただ

く所の分が、校長先生の権限の中で使っていただくというとこの権限が

非常にちょっと差があるように思うんですが。非常に各学校とも平等性

のものであるということになれば、1ヵ所で支出するということも可能

じゃなかろうかなということも今検討をさせていただいております。で

きるだけ総括をするという方法の中で、工事費でも各学校等につけるん

ではなしに、1ヵ所のところに目にボッとつけたほうが有効的な財源の

振り撒きもできるかなというように思っております。 

それと、ハード面事業等につきましは、各部の方と連携を取っていた

だいて、維持補修であれば300万までは支所長権限でできるわけですか

ら、当然そこらは各部との連携を取っていただいて、事業執行というの

は可能であると思っております。現実面そういうところを支所長さんの

権限の中でやっていただいてるわけですから、本所の方の部を連携をし

ていただいて事業執行していただけば、その予算の範囲の中では当然住

民の付託に答えられる事業になってくるんではなかろうかなと思ってい

ます。以上でございます。 

○藤 井 委 員  委員長。 

○今村委員長  21番、藤井君。 

○藤 井 委 員  1点お伺いしたいと思います。今、国の三位一体改革によりまして、

今までの各市町村に税源移譲なり、また交付金として事業が来てるわけ

でございます。とりわけ本市におきまして、この制度によりまして、そ

こらあたりの影響額というのはどれくらいあるのか。まず1点お伺いし

たいと思います。 

それにもう1点。この制度によりまして、今までは、逆に言えば補助

金、ヒモ付きというかたちで事業が行われておったわけでございます。

しかし、この制度によりまして、各市の裁量によりまして、この事業が

展開されるわけでございます。そういった意味におきまして、今までに

あった事業がこの制度によってなくなったという事業があるのかないの
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か。これは総務部だけでなく、全般に関わってくることだと思いますが、

わかれば、またお聞きしたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  17年度の移譲対象補助金の影響額につきましては、1億1,715万2,000

円という数字を積算をさせていただいております。平成16年度がちなみ

に1億2,540万9,000円という数字で、合計が2億4,256万1,000円がこの補

助金移譲された交付金の方で整理をされております。この約2分の1程度

が、市の方に交付されております。市の方の交付は後の2分の1の方は一

般財源により市の方が財政負担という状況になってきております。この

措置以前の国庫補助負担金の措置そのもので、各部ごとに最終的に調整

してみないと明確な数字も出てこないと思いますが、現状の状況をみさ

せていただきますのに、今まで補助金があったものの事業を、この補助

金がなくなったためにカットしておるというのは、今市の中では見あた

らないんではなかろうかというように思っております。当然継続をして

実施を今でもされておる厚生福祉関係につきましても事業費によります

と、1億4,000万ばかりの補助金の負担のカットになっておりますけども、

医療の施設の補助金とか充分に各部においては実施されておるものと今

見させていただいております。以上でございます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  議長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  他の議題に移っていいんでしょ。 

○今村委員長  はい結構です。 

○熊 高 委 員  本会議で申しあげたことが3点ほど宿題を総務部長受けてもらったと

思っていたんですが。その資料も答えもあまり出てないように思うんで

すが。具体的に言いますと、先ほど同僚議員が言いました、地籍の調査

の関係、債務負担行為の分ですね。これはかなり先ほど議論をされまし

たが、予算委員会の中でしっかり中身を言うということだったんで、そ

の場はそれ以上言わんかったんですが、その件でもう少し具体的に聞き

たいのは、結局9年から11年までいくら投資をして、その結果何ができ

んかったか、先ほどもちょっとありましたけども、もう少し具体的にぴ

しっとした答弁をしていただきたいと思います。地元である川角委員さ

んからも事情を聞きましたが、やはり市民のためにはやらんにゃあいけ

んというふうに理解はさしてもらっとるんですよ。ただ、二重投資とか

どうとかいうような話もありましたが、そこの整理をせずに予算を新た

に組むということは我々はしっかり聞いた上でないと判断できんという

ことですから、そういう意味で経緯をしっかり報告してもらった上で、

そのために今回こうやるんだということを示していただきたいと思いま

す。一問一答ですから後はまた次にやります。 

○新川総務部長  委員長。 
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○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。丹比地域の地籍調査につきましては、先ほど議員さんの方にも

ご説明をさせていただきましたように、平成9年度から事業着手をさせ

ていただき、その間、いろいろな職員の入れ替え、また退職という状況

を、この事業の中でも取り組みの経過があったように思っております。

そうした退職職員等ということになれば、当然事業も今までの経過いう

ものはストップしてくる過程もでてきておるような状況もございますの

で、概算的に1,500万ばかりの事業というのは、ある程度調査費にはか

けておるんではなかろうかと思っております。それに、地域の人の協力

の賃金体系とかでうね、そういうものが加わってくるんではなかろうか

と思っております。要は、概数的に調査とさせていただく区域を定め、

耕地部分を山林部分との境界線の明確それと一番完成度のないものにつ

いては、県外地権者の方の境界線が入らないと、そういうところも大き

な原因の一つかなというように思っております。今回こうした債務であ

る程度計画性を持たせていただいて実施をさせていただくということで

ございますが、当然、ある程度、業者の方も今単年度地籍調査というの

も実施されて、調査がそれなりのことを実施しておりますけども、ある

程度ひとつの業務に一環したかたちの中で、今までの経過のものを踏ま

えて、事務事業を実施させていただきたいというように思っております。

当然、今までの資料の出来高、そういうものを基礎にしながら次の段階

へ入っていきたいということを考えさせていただきたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○熊 高 委 員  議長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  これまでの調査をもとにやるということですから、これまでよりか費

用が少なくて済むというふうに理解をしてよろしいですか。全部の総額

というのが総務部長の話では今はっきりしませんでしたけども、1,500

万という数字が出ただけで、後はいろんな地域の人の費用とかそういう

かたちだったですが、総額いくらかかったんかということは、やっぱり

しっかり把握をしておられるんじゃないかと思うんで、その上で、今後

いくら投資が必要なんだというふうなお答えが必要だと思いますし、行

政というのはずっと継続してやる機関ですから、そういった意味で言え

ば、そこで一たん切れたとか、職員の状況がどうだったとか、いろんな

状況はあると思うんですが、最終的には行政としての責任というのはあ

ろうと思うんですね、その時にできなかったという。そこら辺の責任の

所在というのは明らかにしながらこういうかたちにつながってきておる

んかどうか、そこらのもう少しお伺いしたいということと、他にもまだ

吉田町の関係でそういったものがあるのかないのか。課題が残っている

のがあるのかないのか、そこらへんも併せてお伺いしたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 
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○新川総務部長  当然、平成9年度からの業務委託ということでございますので、1,500

万の関連経費というのは、そういう状況の中で数字を固めたものでござ

います。それと多少の人件費というのはその以前から管財課というとこ

ろの職員がおったわけですが、他の業務と関連的なかたちのもので、共

用的なかたちの中で事務作業をしていただいておったということで、こ

れは積算はいたしてないんですが、そういう課の中で、調整をさせてい

ただいたという状況でございます。 

それと、今後においてはそういう現在の実質職員も退職し、一時中止

というかたちの中で、その課の中の職員が対応しておったという状況、

そういう状況の中で今回合併をし、職員も人事異動で配置替えされると

いう状況の中で、現在、管財の中にはその担当の職員も、旧吉田町の職

員おりません。そういうところも今後においては、やはり地域の実情と

いうこともございますので、そういうことについては、17年度において

は多少の配慮も必要かなというように思っております。今、美土里と高

宮の職員の中で配置をさせていただき、事業実施をしておりますが、17

年度においては、そういうところも多少考慮の関係で必要なんではなか

ろうかというように思います。それと、全体的にはそうしたかたちのも

のを、現在これは図面上の中の積算的なかたちのもので描いております

ので、やはり今後における債務の限度額につきましては、最高限度額の

2,100万円というものを提示をさせていただいております。実施にあた

りましては、充分精査の中でこの事業執行を完了させていただきたいと

いうように思っておりますんでよろしくお願いいたします。 

○川 角 委 員  委員長。 

○今村委員長  6番、川角一郎君。 

○川 角 委 員  地元の議員としてお願いなり、それから考え方を申しあげるんです

が。このことがございまして、私も担当部の方へ行きまして、いろいろ

とその状況なりあるいは現場はよく知っておりますので、いろんなかた

ちで精査したわけでございます。全部済んだのが、これが間違っておっ

たということでなしに、途中でその事業しておる中で、これがまだ完全

に済まないものが、ここまで引っ張ってきたという状況があるわけです。

ですから、そこらが非常に最後これは、法務局への登記は済んで初めて

完成したということになると思うんですが、地元のもんから見れば、こ

れはもうできとるんで、登記を取りに行ってみれば、完全に地籍調査は

できとるよというのが普通なんですが、これがいろんな状況の中で、延

び延びになって現在になっておるということでございますので、これが

表へ出て行ってみると談合図になっておるというようなことは許されま

せんので、今までの事情はいろいろあってこの経済が厳しい状況もよく

わかるんですが、ここにおいて、この事業については早急に、ひとつキ

リをつけてもらいたいというふうに思うんで、状況はいろいろあろうと

思うんですが、早く順序をおって整理をしておけばいいんですが、これ

が途中で、職員の関係やらいろんなかたちで延び延びになったというこ
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とがあるようでございますので、そこらを今後は早急に体制を組んでい

ただいて解決をつけるようにお願いはしたいというふうにお願いでござ

います。よろしくお願いいたします。 

○明 木 委 員  関連。 

○今村委員長  関連。1番、明木一悦君。 

○明 木 委 員  今の関連なんですけど、今の説明を聞いてみますとですね、行政、

民間においてもそうだと思うんですけど、職員が退職もしくは出入りし

たからといって、事務事業がストップするとか、わからなくなったとい

うのは、非常に遺憾なことではないかなというふうに考えます。よくご

存じだと思うんですが、既に行政においてもＩＳＯというものを取得し

ているところもどんどん自治体も出て来ております。今後、この辺りが

起きないようにするためにも、ＩＳＯ等の取得を行っておくような考え

方があるかどうか、市長にお答えいただきます。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  私も認識不足でよくわかりませんので、担当部長の方からご報告し

ます。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  今、いろんな角度の中でＩＳＯというのも行政機関の中でも取り入れ

たかたちの中で実施されとるところでございます。いろんな角度の環境

問題とかいろんな事業実施、いろんな職種においての分類がされとるよ

うに思っております。ただ、今日のこうした状況というのは、非常に合

併期の中で、正常的な混乱期の状況に思われております。今後こうした

事業の取り組みについては、やはり取り組んだ限りはきしゃっとしたか

たちのもんで取り組んでいかなくてはなりませんし、そういう体制づく

りも必要になっておりますし、やはり基本的には庁舎の関係、いろんな

事務の関係、いろんな分野が出てこようと思います。これは今後の課題

として、いろんなかたちの中で、もう少し我々も研修を重ねさせていた

だきたいというように思っております。 

〇今村委員長  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後２時１５分 休憩 

午後２時２５分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  それでは、休憩を閉じて再開といたします。 

残る案件も5案件ありますので、そこら辺を踏まえていただいて、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

先に執行部の方から答弁があるということでございますので、発言を

許します。 

〇今村委員長  総務部長、新川君。 

○新川総務部長  予算初日のとこで、熊高委員さんの方から質疑いただいておりました

関係につきまして、先にご答弁をさせていただきたいと思っております。
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退職手当組合の関係でございます。このことにつきましては、平成16年

度、当然、退職手当組合の方へ市としての負担金というものを納付する

ものでございます。現在、3月末日までの調整額につきましては、16年

度の額につきましては4億3,413万1,000円の額を退職手当組合の方に負

担をするようになります。それと、職員の給与額に対して1,000分の200

それぞれかけたものを負担額として実施をしております。それと特別職

につきましては1,000分の280という項目でございます。それと脱退また

加入ということもございますが、現在こうした合併を県内各団体が実施

されておりますけども、現時点で5市28町20の一部事務組合、合計53団

体がこの広島県の退職手当組合の方に加入をいたしてるとこでございま

す。それと、基本的にこの決算組合議決、退職手当組合の一部事務組合

の組合議決になるわけでございますが、決算状況につきましては、現在

15年度の状況をみとりますけども、15年度につきましては83億2,952万

2,000円の歳入決算額をみております。それで、歳出の方におきまして

も同様の金額でございます。それと、予算規模の中で退職手当の支給の

割合につきましては、15年度で482人に対して80億2,587万5,000円の支

払いをさせていただいております。部門別には特別職が111名、一般職

が371名、計482名の退職者に支給をしておるものでございます。これが

退職手当組合の加入の状況でございます。 

17年度の予算につきましては、ページ数の91ページに記述をいたして

おりますけども、本年度につきましては4億2,387万3,000円の数字を計

上させていただいております。それぞれ全職員に対してこの退職金の積

立額につきましては、旧6町の額をそれぞれ移行的にこの退職手当組合

の方に加入金として持参をさせていただいておるとこでございます。 

それともう1点、先ほどの地籍調査事業の関連でございます。いろい

ろなかたちの中で、大きな課題を持ちながら旧吉田町としてこうした事

業が停滞をしておるということにつきましては、大変議員の皆さん方に

は、ご迷惑をおかけしておることと存じております。ただ、当然旧町、

吉田町の丹比地域における隣地を持っておられる皆さんのそうした確定

というものも、早い時期に事業を完了をさせていただきたいというよう

に思っております。ただ、そうは言いましても、今までの過程もござい

ますし、多少、非常に完成をみるのにも、非常に調整項目がたぶん多く

あるんではなかろうかと思っております。当然、完成度に向けてやりた

いと思っておりますけども、非常に課題も多くあるように私も聞かせて

いただいております。そこらのことにつきましては、ある程度の体制の

中でこの事業の取り組みを実施させていただきたいと思いますので、ご

理解とご協力のほど、どうかよろしくお願いしたいと思っております。

以上でございます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○杉 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  13番、杉原洋君。 
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○杉 原 委 員  13番。17年度の一般会計の予算の状況をみますのに、非常に執行部

におかれましては苦労して組まれていると思いますが。義務的経費がこ

れは当然要るわけですが、人件費に相当するものが非常にウエイトを占

めとるわけですね。当然合併したばっかりであって、いたし方のないこ

ともあるわけでございますが、人件費がウエイトを占めるということと、

6町が持ち寄っておる公有財産ですよね、建物の維持管理費いうものも、

随分占めていると思うんですね。そういう中で、今後この義務的経費の

人的な経費にあたるものは、大変難しい面があると思います。その中で、

総務省は市民100人に対して1人の職員でいいというふうな指導をしとる

わけですね。そういう中で、非常に難しい問題でありますけれども、今

後段階的に、その改善をしていかれなければならん、また、避けては通

れんことだと私は思うわけであります。そうした中で、これをどのよう

に今後のあり方をして持っていかれるのかということを1点お尋ねしま

す。 

それと、今の6町におきます、公有財産の内でも維持管理費が要るも

のの中で、やはり整理をしていくものはしていくようにいうのが考えて

いかにゃあならんもんだ思いますね。それをどのように考えておるかと

いうことと、もうひとつ一般車両管理費があげてあるんですが、昨年も

今年も見るのに、今年は数字は多くなっとるんですね。この辺りが、ど

ういうふうな6町の持ち寄ったものを整理されたのは、どがにい整理し

てある。またこの経費が要るのはどういうわけで去年よりは額が増えと

るんかということをお尋ねいたします。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  行政財産の管理経費の増というご質問でございますが、このことにつ

きましては、先の一般質問の中にも、議員さんの方からご指摘いただい

ておりますように、各旧町の6町の財産というものを、ある程度15年度

決算で実施はしていただいておりますけども、そこらことについては、

ある程度明確にさせていただきたいということで、17年度の中で整理を

重ねさせていただきたい。ある程度の実態をいう把握を明確にさせてい

ただき、処分できる土地については、処分も考える方向の中で検討を重

ねさせていただきたいと思っております。そうは言いましても、管理経

費につきましては、やはり経費削減の中で、運営等をさせていただくと

いう基本原則の中で、実施を取らせていただきたいというように思って

おります。それと、職員の関係でございますが、当然議員さんご指摘に、

100人に対して職員が1名という割合というのは、我々も承知をさせてい

ただいております。合併を今回させていただく中で、そういう状況の中

がどうであるかということについては、決して100人に対して1人の割合

でその実施をしておった状況ではないと思っております。そこらの状況

を、充分含みいただきまして、こうした予算が228億の大きな予算にな

っておるという227億8,000万ですね。そういう数字のところもやはり原
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因というのは経常経費、ご指摘いただきますように、ある程度の構成の

中でも20％に近い人件費等でございます。そういうところにつきまして

は、やはり、それに近い目標、数字を掲げながら、実施をさせていただ

きたいというように思っております。このことにつきましても、行財政

改革の顔向けの中で、やはり定員管理、適正管理、そういうところの観

点から、この状況の中で踏まえて行きたいと考えております。ちなみに

532人の職員のスタートをさせていただいております。いろいろ3月1日

に合併の時、また、3月31日でやはり退職された方、また、本3月末日を

もって、勧奨等によりまして職員も退職をするという状況の中で、十数

名の職員もそういう制度上で退職するような状況も今出ております。そ

ういうことになりませば、多少そういうとこの削減というのは出てくる

可能性もあるんではなかろうかと思っております。一般車両につきまし

ては、管財課長の方からご説明をさせていただきます。 

○今村委員長  続いて、西本管財課長。 

○西本管財課長  一般車両管理費につきまして説明させていただきますが。現在公用車

174台ございます。16年度当初186台おりましたもんですから、12台減少

させてきたというところがございます。それと、車両につきましては、

経費の節減ということで、なるべく軽自動車に変えるようにいたしてお

ります。軽自動車に変えることによって維持管理費も相当安くなるとい

うことで、そういうような基本方針でもってきたいというように思いま

す。それから、一般車両管理費の増につきましては、今年の1月からリ

サイクル法が出てきまして、車検時それから配車時にリサイクル料を出

さんにゃいけんということがありましたんで、これの増が二百何万ある

ということで、昨年よりはちょっと増になった傾向です。以上です。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○明 木 委 員  委員長。 

○今村委員長  1番、明木一悦君。 

○明 木 委 員  今の車両関係なんですけど、車両関係、これから軽自動車を投入す

るということなんですけど、環境対策車両等の投入はお考えになられて

ないんでしょうか。 

○今村委員長  西本管財課長。 

○西本管財課長  なるべくそういった環境に配慮した車両を導入していきたいというよ

うに思っておりますし、県の方の指導もそういうような指導になってお

りますので、そういったかたちで導入したいというように思います。以

上です。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  先ほど総務部長の方から前の宿題を答えていただきましたが、地籍

の関係はそれぞれ理由もわかりましたが、総務部長もなかなか信念の固

い方で、しっかりとした最後の一言がないようですけれども、今後しっ
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かり中身を精査しながら、見させていただきたいというふうに思いがし

ますが。もう一方、退職金の関係で、前の宿題のご答弁をいただきまし

たが、大体内容についてはわかりましたが、今回の33ページの退職手当

の関係が4,000万ほどありましたけど、そういった関係も含めて聞こう

かなという思いがしておりましたが、中身についてもご答弁いただきま

した。いろいろ考えるのに、特別職の報酬の関係、これは議員は別です

けども、一般職の退職金そういったもの全て網羅してかなりの金額がそ

こで動いているわけです。そこら辺に対しての我々、私というべきかも

わからんですが、目が充分に行ってなかったということですが、かなり

大きな金額が動くということで、しっかりとした目でみにゃあいけんな

あという思いで聞かせていただきましたが。今回、可決を、先般の本会

議でしました、特別職の、市長さん15％のカットですかね、そういうこ

とも含めて、いろいろ職員に対する給与の関係、特別職に対する給与の

関係あるいは議員は12月から新たにそういう体制で来たわけですけども、

議員全体としてみれば、半分近い報酬の減額ということになってはおる

んですがね。期末手当等の議論もこないだありましたけども、いろんな

視点から市民の目というのは、やはり議員も含めた総合的な給与に対し

ての目が来ると思うんですね。そういったかたちの中で、やはり議員の

報酬のこともいろいろと議論はされると思うんですが、やはり、こない

だの条例でも1年を区切りにそういった状況をつくって来られたという

ことで、退職金等には影響はないんだというふうに、こないだ聞いたよ

うな思いがするんですが。そういった総合的なやはり状況というのをし

っかり情報公開して欲しいという思いで、そこらの情報もいただきたい

ということで、できればそういった詳しい退職手当組合なんかの状況と

いうもの、当然議会からも議長さんあたりが出ておられると思うんです

が、いろんなかたちで資料を提示をしながら情報公開をしていただきた

いと。そういった中で、いろいろな見方をしていきたいというふうに思

いますので、できるだけ資料の情報公開というものをひとつお願いした

いということで、この件は私の方は終わります。総務部長の方でそうい

った流れで答弁をいただければと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。ご指摘いただきますように、確かに丹比地域の地籍調査等につ

きましても、大変いろいろご迷惑をおかけしておるのは事実でござます。

今後の事業の推進につきましては、やはり地域の方の全面協力を得なが

らでないとできないというように、我々も思っております。こういうこ

とで、できるだけ1日での早いような解決の中で進めたいというように

思っておりますので、ご理解とご協力のほどを、よろしくお願いいたし

ます。当然、行政が今まで今年度から着手し、完成を見てないというこ

とにつきましては、当然、行政内部の我々の大きな責任であるというよ

うに大きく痛感をいたしております。 
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今後においては、充分連携を取らせていただきながら、この事業執行

にご理解を得ないと当然できないもんでございますので、この点につき

ましては、充分配慮しながら進めさせていただきたいというように思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いいたします。それと、退職手当の

かたちにつきましては、こうした県内的に、当然、合併ということが出

てきております。そういう状況の中で、我々専門部会等の中でも、こう

したなんらかのメリットをなかったらいつまで経っても先ほどの関連議

員さんの中にもありましたけども、職員をできるだけ退職に向けていく

かということはなかなかできない問題もあるわけでございます。そうい

ったことで、特例制度ということが今回設置をされました。今の15年の

2月27日であったろうかと思うんですが、組合定例会において、退職手

当組合の支給条例の一部改正が行われて2月28日からそうした特例制度

が実施されてきたわけでございます。あくまでも、この勧奨というのは、

やはり本人の自発的な退職の意志を尊重させていただきながら、この制

度を使っていくということでございます。当然、労働条件等の状況もご

ざいますので、労使関係との協議は充分整合していかないと難しいこと

があるんではなかろうかと思っております。この退職手当組合の制度に

おきましても、平成15年の2月28日から平成20年の3月31日までの5年間

の目途で時限的に特例制度を設けて実施するということが出てきており

ます。このことが特例制度の内容といいますのが、今回新たに制度をさ

れたのが、45歳から今の退職の勧奨制度をもっていくということでござ

います。当然今までは58歳でそうした状況の中で勧奨制度というのもご

ざいましたが、特例制度の中で新たに45歳から49歳までの早期退職者を

対象にしたという状況でございます。45歳になりますと、で退職いたし

ますと、加算割合ということで30％の加算が加算されます。その後、大

体50歳までが30％でございます。51歳から3ポイントずつ減額されます。

51歳で27％、59歳で3％という状況になります。50歳までの適応に入れ

ば、30％の加算割合を設置しますよというのが新たに今回制度的に新設

されたという項目でございます。このことにつきましても、今日の60歳

定年という定め方もありますけども、今後こうした職員の勧奨制度につ

きましては、1年前の2月末日までに申し出るということにならないと退

職勧奨になりません。そういう制度で、例えば17年度末日で辞められる

職員さんも、今退職の願いをいただいとる方もございます。そういう状

況でございますので、今後においては、市としてのある程度、要綱的な

ものも作成して、独自性の勧奨制度といいましょうか、そういう状況も

考えていかなくてはならないんではなかろうかと思っております。そう

は言いましても、給料の状況をみていただきますとわかりますように、

60歳で再任用制度いうのもあるわけです。年金制度が63歳から出てきま

すんで、そういう年金までの引き継ぎというのは国の方も定めて本市の

場合もそういう制度を設けております。そういうところも充分検討をさ

せていただいて、今後のこうした退職勧奨制度の充実に努めをさせてい
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ただきたいと思っております。この要綱につきましては、また後日、後

で、皆様方の議員さんの方に配布を今説明させていただきましたものに

つきましては、配布をさせていただきたいと思ってますんでよろしくお

願いいたします。以上でございます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○入 本 委 員  委員長。 

○今村委員長  14番、入本和男君。 

○入 本 委 員  29ページの財産収入のとこですね、八千代ゴルフ場という貸付収入

と財産の管理総務費との関係が、私ちょっと八千代ゴルフ場がどういう

ふうな市との関わりになっているのかちょっと勉強不足なんで、そこの

点をちょっと説明いただきたいと思います。 

○今村委員長  西本管財課長。 

○西本管財課長  土地建物貸付収入の件で質疑がありましたが、八千代町にゴルフ場が

ありまして、そこの土地につきましては、一端市が借り受けたかたちに

なります。それをゴルフ場へ、転貸したようなかたちになりますので、

一応、収入の方はゴルフ場から市に入りまして、それをさらに土地所有

者の方に借り地ということでお金を出しております、そういったかたち

のものが3,000万程度あるということでございます。 

○入 本 委 員  委員長。 

○今村委員長  続いて14番、入本和男君。 

○入 本 委 員  これはいつ頃から始まって、市とすれば全くその経営には関係ない

かと思うんですが、これはいつから始まったことなんですか。 

○今村委員長  西本管財課長。 

○西本管財課長  これはゴルフ場ができた当初からそういったかたちをとっておられま

す。要するにトンネル的なお金で、入って出てしまうというようなかた

ちのやり方で。行政がそういった関わりを持たなくてはならないような、

当初状況であったように聞いております。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  八千代のゴルフ場の件ですが、最近経営者も代わったとかいう話を

聞いておるんですが、そういう状況を続けていくことが果たしていいの

かどうか。ゴルフ利用税はいただいていますんで、協力をせにゃあいけ

んというのはあろうと思いますが、高宮辺りでも土地に関してはいろん

なかたちで行政も関わって協力をしてきたという経緯も、私も聞きます

けども、今のようなシステムが今後とも続けていくのが良いのかどうか、

民間と個人との間に入っておるということですからね、そこらの方向を

今後の続けていく必要があるのか、あるいは変えていくような考えなの

か。経営者も代わったという時点でどういうふうに思われるのか、考え

があれば聞きたいと思います。 

○今村委員長  西本管財課長。 
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○西本管財課長  高宮町にはリージャスがありますが、これにつきましては、ゴルフ場

と直接土地所有者との契約ということになっております。ところが、八

千代の場合には当初からそういったかたちで契約されておりまして、今

この方式を変えるというのが、難しいんじゃなかろうかというように聞

いております。そういった事務を市役所の職員が今、計算しております

んで、なかなか地元へということが現段階じゃあ難しいと思うんですけ

ど、支所それからゴルフ場とも今後ちょっと検討して参りたいと思いま

す。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  状況はわかりますけども、今後検討するということですが、やはり

個人の利益に供しておることに対して、ゴルフ場利用税が入るとは言い

ながら、特別に関わるというのはいかがなもんかという気はしますんで、

しっかり検討して改善をしていただく方がいいんかなという気持ちで思

っておりますんで、しっかり検討してください。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  主要事業の関係で、1の1ページから順次質問したいと思うんですが、

定住と交流のネットワークづくりということで、市営桑田住宅建設事業、

これは部が違うんかわからんですが、説明が先ほどあったんで、政策と

しての考え方を少し聞きたいんですが。若者定住に対してはいろいろと

今回の議会でもいろいろ議論されとりますが、この桑田住宅建設事業に

ついては、そういった狙いが当然あろうと思いますが、どういった条例

の中でこの市営住宅が運営されるのか、若者住宅として位置付けで建設

されるというふうに理解をさせていただくんですが、非常に住宅政策と

しては、市長も言われたように、そういったかたちでやっていくという

ことなんで、賛成するという立場からこの事業の内容を再度詳しくお聞

きしたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  今回私の方が説明をさせていただきました全体の予算の中の主要事業

というかかえの中でご説明をさせていただいたわけですが、大変申し訳

ございませんが、この市営住宅の建設事業につきましては、建設部の方

が所管をさせていただいておりますので、詳しくはそちらの方で答弁を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  そうだと思って先ほど言いましたように、政策としてこの住宅という

のは、どんな予算付けをされてるのかということなんで、若者定住対策、

そういったものも市長もしっかり訴えておられるんで、そういった流れ
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での住宅ですかということなんですね。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。この市営桑田住宅建設につきましては、当初から、合併前のそ

うした住宅整備の計画書に基づきまして計画されておりました、土地用

地も確保され、こうした今の若者専用という状況にはないんではないか

と認識をしております。ただ、今までの計画事業の中で、今回こうした

事業の計画、ただ、若者が入れないという状況ではないわけなんで、そ

ういう住宅促進は、継続的に今回これを計上させていただいた状況でご

ざいます。以上です。 

○熊 高 委 員  10番、はい、委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  今の件は建設部の方でしっかり聞かせていただきますが、若者専用

対策じゃないということで、少し残念に思っておりますが、中身はまた

聞かせていただきます。他なのでいいですか。その下の同報系防災行政

無線について四千三百いくらありますが、これはさっき説明で国庫補助

が1億5,400万くらいの22ページの中身の中にあるんだというふうな説明

を、総務課長だったですかね、されましたが、この1億5,400万の内の

4,300万というかたちであれば、その他に1億5,400万あまりのものはど

ういったかたちになるのか。22ページの分ですね。それと併せてこれは、

今後情報のネットワークの構築の中で、いろいろ整理をされるというこ

とですが、それに先だって、向原町の状況が既に悪いということで、今

年度、予算を組まれているわけですけども、今後の全体の情報をネット

の中での位置付けというのはそういった流れでいいのかどうか。これも

他の部で聞けいうことになるんかわからんですが、自治振興部で聞いた

方がいいんだったらそういうふうにしますけども。基本的な考え方をお

聞きしたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。1億5,400万円の合併支援の補助金、国庫補助対象分財源充当の

うち、向原町にございます、防災行政無線の整備を、今回補修事業とし

て採取させていただくわけでございます。そこの中で4,300万円を充当

させていただき、15万円は一般財源という状況でございます。それと、

今後のそうしたことにつきましては、自治振興部の方で、地域情報化推

進計画書というのを17年度で計画をしております。そういう状況の中で

今年度までにいろいろ調査機関を実施しておりますけども、内容的には、

自治振興部の方が所管をいたしておりますので、そちらの方でよろしく

お願いしたいと思っております。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  1億5,400万の内、4,000万あまり使うということですが、後のお金は



52 

どんなふうになるのかということも、併せて聞いたんですが。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  これも同様、国の補助金でございますので、単独市費の方に充当する

ということでございます。電算のシステムの開発委託ということで税改

正等に伴います充当事業4,700万円、それと固定資産の適正化事業で業

務委託がございます。評価替等の関係でございますが、これ、2,500万

充当しております。後につきましては、小学校の耐震の委託、また小学

校の改修、耐震が700万、改修が2,400万、中学校の改修が800万、それ

ぞれ、この合併交付金を充当させていただいております。計で1億5,400

万円でございます。以上でございます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  主要事業の関係の4ページで性質別の中身で、人件費は前年比5.4％

減ったということですが、扶助費については10.9％増えておるんですね。

この主な要因についてお伺いしたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  人件費につきましては、多少今回のそうした業務関係の派遣業務に係

ります関係で人件費の方の計上を物件費の方の委託業務的なかたちのも

んに多少振り替えをさせていただいておる関係で、マイナスの5.4％に

なっております。それと扶助費の10.9につきましては、非常に児童手当

の支給が、福祉保健部の方で増額になっております。そういうことが今

回の増に伴います主たる原因であると考えております。以上でございま

す。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  熊高君。 

○熊 高 委 員  具体的に児童手当がいくらぐらいあるんでしょうか。 

○新川総務部長  ページ数で申しますと56ページを閲覧願いたいと思っております。こ

の56ページの中で、児童福祉費の中に児童手当費がございますが、本年

度予算で1億5,310万を計上させていただいておりますが、増額に昨年度

よりか6,074万1,000円の増をみております。また、児童扶養手当関連に

つきましても、本年度については1億143万8,000円、昨年度は7,572万

8,000円でありますが、2,571万円の増になっております。 

それと、関連的に58ページにございます扶助費の関係で、生活保護費

の関係がございます。2目の生活扶助費ということで、本年度は4億

9,572万2,000円で、前年度は4億5,973万1,000円ですが、3,591万1,000

円、そうした児童手当等に伴います事業の増が主たるものであると思っ

ております。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 
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○今村委員長  熊高君。 

○熊 高 委 員  予算書の43ページの9目の交通安全対策費、これは先ほど中身につい

ては、いろいろガードレールとかそういったものだというふうに説明が

ありましたけども、合併してから市の全体の交通安全対策、推進の関係

ですね、こういったものはどんなふうに今年度あたりからされるのか、

お聞きしたいと思います。 

○高杉総務課長  はい。 

○今村委員長  高杉総務課長。 

○高杉総務課長  はい。交通安全運動の推進隊の整備もされましたし、また、17年度か

らは安全推進室というのができて参ります。交通事故を起こさないよう

に、起こしにくい施設の整備等につきましては、そういう観点でガード

レールでありますとか、カーブミラーを設置して参りたいと、こう考え

ております。具体的には685万の工事請負費がございますが、それぞれ

の支所に対しまして100万の財源をお渡しして、それの中で順次計画的

に危険箇所等の整備をしていただこうというふうに考えております。以

上です。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  お聞きしたのは、そういうハード的なことではなしに、郡の安全協

会とかいうのがありましたですよね、今まで。だから、それを市の安全

対策協会とかそういったものに移行して、一つにまとめたかたちでの対

策、取り組みというのをされるんではないですかということで、そうい

った予算ではなしに、各支所でこれまでどおり各旧町単位でやるんです

かということです。そういう質問なんですが。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。本4月1日には、安全推進室という課を、室を設置させていただ

きます。この関連的に今までご説明させていただいておりますように、

旧高田郡の防犯連合会という組織があったものを安芸高田市の防犯連合

会になりました。その防犯連合会のみをこうした関連の中で、市との関

連性を取らせていただきたいと。それと、今の交通安全協会につきまし

ては、あくまでも今は安全協会の会長さんのとこの事務局体制で実施さ

れとるんではなかろうかと思っておりますが、それは従来どおり警察と

の窓口との協会との連携を取っていただいて実施していくようになろう

かと思います。とは言いましても、市の安全対策の総合的な推進までで

ございますので、各関係機関との連携というのは充分取らさせていただ

きたいと思いますし、そう言いましても、先ほどから出ておりますよう

な交通安全対策のハード面の工事、こういうものも、関係部との、例え

ば、建設部との道路改良とかですね、そういうところからも併せたかた

ちの中でいろいろ整合を安全推進室を中心にしながら各関係部局とも連

携を取らせて実施をさしていきたいというように思います。 
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○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

以上で質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

暫時休憩といたします。再開は、3時20分といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後３時１０分 休憩 

午後３時１０分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  休憩を閉じて再開といたします。 

         以上をもって、総務部に関する所管の調査を終わります。 

         暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後３時１１分 休憩 

午後３時２０分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  休憩を閉じて再開といたします。 

         続いて、議案第40号の内、収入役室に関わる部分を議題といたします。 

         収入役から要点の説明を求めます。 

○藤川収入役  はい、委員長。 

〇今村委員長  藤川収入役。 

○藤川収入役  収入役室会計課につきましては、隣の会計課長が説明申しあげます

んでよろしくお願いいたします。 

○立田会計課長  委員長。 

〇今村委員長  立田課長。 

○立田会計課長  それでは収入役室会計課の予算につきましてご説明申しあげます。予

算書の34ページをお開きください。 

         20款2項1目１節の市預金利子5万2,000円でございますが、これは収入

役が管理いたします、歳計現金等に対します預金利子を計上したもので

ございます。 

         それから、次の36ページをお開きください。20款5項4目3節の雑入で

ございますが、この雑入の中の会計課関係雑入としまして8万円。これ

は市指定の請求書につきまして、実費で頒布するものにつきましての収

入を計上したものでございます。収入につきましては以上でございます。 

         続きまして、歳出でございますが、41ページをお開きください。2款1

項4目会計管理費607万7,000円の予算でございますが、これにつきまし

て、主なものは、1節の報酬。これは会計事務を処理します、非常勤事

務員の報酬でございます。 

9節の旅費35万円。これにつきましては、収入役協議会等の会合の出

席のための旅費でございます。 

11節需用費100万でございますが、これは決算書や各種帳票等の印刷

製本に必要な経費でございます。 
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12節役務費280万につきましては、これは市税等の収納のために、金

融機関に対しまして支払います手数料が主なものでございます。 

19節負担金補助及び交付金12万7,000円につきましては、広島県都市

収入役協議会他の負担金が主なものでございます。 

以上で収入役室会計課に関します予算の説明を終わりますのでよろし

くお願いいたします。 

〇今村委員長  これより質疑に入ります。 

         質疑はありませんか。 

○青 原 委 員  委員長。 

〇今村委員長  11番、青原敏治君。 

○青 原 委 員  41ページの会計管理費の中の報酬ですね、一般会計管理費、先ほど

の説明では非常勤職員というふうになっとるんですが、今回の非常勤職

員嘱託事務移譲いう分で、民間委託いう分の取り扱いはどういうふうに

なっておるのか、説明をお願いいたします。 

○新川総務部長  委員長。 

〇今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。先ほどの非常勤嘱託の報酬の関係でございますが、このことに

つきましては、金融という状況もございますし、今回の状況につきまし

ては、当然、出納室という一角の中で、事務伝票、そうした歳出支払い

に伴います予算等の歳出の伝票の整理ということの事務作業でございま

す。今回新たに4月1日から支所の公金といいましょうか、納税組合の受

付をする状況の中に、各支所に1名ずつの非常勤のそうした関連性をと

らさせていただきたいというように思っております。今回の行革の中で、

職種においたかたちの中で、制度を新設させていただきました関連上、

各支所と関連を持たせていただき出納室の方の1名につきましても同等

の考え方の中で配置をさせていただいておるとこでございます。以上で

ございます。 

〇今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  関連。 

〇今村委員長  10番、熊高君。 

○熊 高 委 員  公金を扱うということで理解はできるんですが、保育所にしてもい

ろんな職務にしても、こういった定職というかたちでさして基本的には

仕事の内容というのは変わらんというかたちですから、いかに公金を扱

うにしても、その人が民間の制度の中で来ればそういうことはできると

いうふうに理解できるんですが、全体のバランスから言うと、今の答弁

はおかしいんではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○新川総務部長  委員長。 

〇今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。先ほどご説明させていただきましたように、今回の施設そうし

た関連性と、それと直営的に当然実施していなくてはならない分野もあ

ろうかと思っております。そういう状況の中で支所におきます職員にし
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ましても、多少事務分掌等の整理も必要であろうかと思っておりますが、

当然市民の方から、そうした納税組合等の公金また、その日々の手数料、

そういうことにつきましても、やはり責任の体制、当然業務の派遣の業

務も同じでありますけども、17年度におきましては、こうした三段構え

的なような要素の中で一応計画をさせていただいとります。そうすれば、

逆に、その保母さんであれば、責任はないんかという状況もございます

けども、そうではなくして、そうした事務事業のある程度の見直しとい

う観点の中からある程度、制度上を設置させていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○青 原 委 員  委員長。 

〇今村委員長  11番、青原君。 

○青 原 委 員  今の部長の話を聞くとね、なんか市長さんが言われとることと、相

反するんじゃなかろうかというような思いがするんですね。今の市長さ

んの答弁の中では、臨時職員、非常勤職員については、同等に全部を対

象にしてやるというのは聞いとるわけですね。その中にあって、例外を

つくるんかということになると、ちょっと不公平じゃないかなという思

いがするんですが。その中にあっては、やはり、学校の職員である、今

の保母さん、給食調理員さん、いろんな資格を持って入っとられるわけ

ですね。それが、全部違う資格なんかいうとこになると思うんですよ。

否定することになるんではないかと思うんですが。やはり、やるからに

は、やっぱりみな同等にピシッと同じようなレベルにたってやっていた

だきたいいう思いがするんですが、そこら再度考え直すあれはないです

か。 

○新川総務部長  委員長。 

〇今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。今までの経過の中で、この制度の取り組みを実施させていただ

いたわけでございます。当然、臨時の職、また非常勤の職、そういうそ

れぞれ制度化に向けたかたちの中で、今回の組織的なかたちの中で取り

組みをさせていただいたわけでございます。当然、そういう状況もわか

っておるわけですけども、やはり施設との管理体制、また、そうした人

員の当然増減が出てくると思うんですね、今のその園児数にしましても、

そうした状況というのは、そういう状況の取り組みの中で今回こうした

分類を整理をさせていただいております。いろんな角度でこの制度が全

部が完璧かということについてはいろいろな角度もございましょうけど

も、今回こういう制度の取り組みの中で、我々の臨時職員なり、非常勤

職員との関連性というのも、充分この1年経過の中で、精査すべき点は

出てくるかもわかりません。そこらの中も充分踏まえながら、一応こう

した状況の中で、取り組みをスタートさせていただきたいというように

思っております。 

○青 原 委 員  委員長。 

〇今村委員長  11番、青原君。 
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○青 原 委 員  このことであまり議論はしたくないんですが、やはり市長さんとの

整合性が出てこないということで、やはりそこのとこについて、市長さ

んのお考えなりを聞かせていただきたいというふうに思います。 

〇今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  ただ今総務部長が申しあげましたとおりでございますが、青原議員

さんの言われることもよくわかります。今後このことについても充分検

討していくということでお願いしたいと思います。 

〇今村委員長  他に質疑はありませんか。 

          〔質疑なし〕 

         質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

         以上で、収入役室に関わる部分の議題を終了いたします。 

         暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後３時３１分 休憩 

午後３時３２分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  休憩を閉じて再開といたします。 

         続いて、議案第40号の内、監査委員事務局等に関する部分を議題とい

たします。 

         事務局長の説明を求めます。 

○藤本事務局長  委員長。 

〇今村委員長  藤本事務局長。 

○藤本事務局長  監査事務局、藤本といいます。よろしくお願いいたします。私どもの

ところの所管でございますが、3つの行政委員会を持っておりますんで、

そのことについてご説明をさせていただきます。 

         まず最初に43ページをお願いいたします。43ページの2款1項8目の公

平委員会でございますが、これは3人の委員さんがいらっしゃいます、

その方の日額報酬、これ、5回分でございます。それに伴います委員さ

ん方の研修の費用、旅費でございます。それと、全国の年会費、全国中

国支部の年会費、県の年会費ということを19目で予算措置をさせて、計

上させていただいております。これが公平委員会でございます。 

         続きまして、45ページから46ページにかかるわけですが、ここの45ペ

ージに総務費、徴税費、税務総務費、1目の税務総務費とございます。

ここの中で、固定資産評価審査委員会の予算を計上させていただいてお

ります、総額では、右の端に、説明のところに23万3,000円をございま

すがこれが総額でございまして、ここの内でやはり3名の固定資産評価

審査委員会の委員さんがいらっしゃいます。この方の日額の報酬が5回

分組んでおります、これが主なものでございます。 

         続きまして、49ページから50ページにかけましてでございます。ここ

に、49ページの下に1目監査委員費というのがあります。これは2名の監

査委員さんの月額報酬は1年分でございます。それとここに職員3名分の
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人件費が予算計上してございます。それと、賃金を3ヵ月、60日分組ん

でおります。これは、職員が1名育児休暇で休んでおるということで認

めていただいております。それと、19節でございますが、これは、県の

監査委員会、全国の監査委員会等の年会費でございます。以上監査委員

会の予算計上の説明を終わります。以上でございます。 

〇今村委員長  これより質疑に入ります。 

         質疑はありませんか。 

          〔質疑なし〕 

         質疑なしと認めます。 

         これをもって質疑を終了いたします。 

         暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後３時３５分 休憩 

午後３時３５分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  休憩を閉じて再開といたします。 

         続いて議案第40号の内、選挙管理委員会事務局に関わる部分を議題と

いたします。 

         事務局長の説明を求めます。高杉事務局長。 

○高杉事務局長  委員長。それでは、選挙管理委員会の方の関係の予算についてご説明

申し上げます。歳入につきましては、1つほどございまして、28ページ

をお開きください。県支出金、県委託金の中の、1目の総務費委託金の

中に、3節の方で、選挙委託費3,629万2,000円がございます。これは広

島県知事選挙の選挙費の委託金でございます。 

歳出の方をお願いいたします。47ページでございます。47ページの総

務費選挙費の中の選挙管理委員会費でございます。これは2名の職員の

人件費と4名の選挙管理委員さんに係る経費等を計上をしております。

48ページの2目の選挙啓発費でございますが51万円ございます。これは

明るい選挙推進の方の活動等につきましての補助等を計上をしておりま

す。3目の選挙執行費でございます。3,668万9,000円でございます。こ

れは、広島県知事選挙の執行経費が計上をしております。今、事務局サ

イドでは11月の第2の日曜日あたりが投票日になろうかと予定をしてお

ります。その経費1,616万4,000円でございます。以上で選挙管理委員会

の予算の説明を終わります。 

〇今村委員長  これより質疑に入ります。 

         質疑はありませんか。 

          〔質疑なし〕 

         質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

         暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後３時３６分 休憩 
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午後３時３９分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

〇今村委員長  休憩を閉じて再開といたします。 

         続いて、議案第40号の内、消防本部に関わる部分を議題といたします。 

         消防長から要点の説明を求めます。 

○村上消防長  委員長。 

〇今村委員長  村上消防長。 

○村上消防長  それでは、消防費について概略説明をさせていただきます。 

歳入についてご説明を先にさせていただきます。36ページをお開き下

さい。 

20款諸収入、5項雑入、4目雑入の内消防団員退職報償金として3,000

万円。救急支弁金として705万7,000円が主たるものです。 

それでは歳出についての説明を申し上げます。76ページをお開きくだ

さい。 

9款消防費、1項消防費、1目常備消防費の予算額は4億4,814万9,000円

でございます。主たるものは、職員の人件費。事業といたしましては、

携帯119番の受信に伴う工事を予定いたしております。 

2目非常備消防費は1億3,352万6,000円でございます。主たるものは、

団員の旅費、退職報償金、団員報酬でございます。事業といたしまして

は、市の操法大会の予算を計上いたしております。 

3目消防施設費のうち消防施設管理費は2,840万3,000円でございます。

主たるものは、消防団の活動に伴う消耗品、団車両の燃料代等でござい

ます。事業といたしましては、30年を経過しております消防団の車両1

台を更新計画をいたしております。以上簡単でございますが、概略説明

といたしまして、要点につきましては、総務課長よりさせていただきま

す。 

○児玉総務課長  委員長。 

〇今村委員長  児玉総務課長。 

○児玉総務課長  それでは歳入についてご説明を申し上げます。 

21ページをお開き下さい。13款使用料及び手数料、2項手数料、5目消

防手数料といたしまして41万2,000円を計上しております。これは危険

物許認可に伴う事務手数料です。 

続きまして、29ページをお開き下さい。15款県支出金、3項委託金、5

目消防費委託金といたしまして1万円を計上しております。これは消防

設備士事務委託金で、財団法人広島県消防設備管理協会から入るもので

ございます。 

35ページをお開き下さい。20款諸収入、4項受託事業収入、1目消防受

託事業収入1万4,000円を計上しております。これは危険物取扱者受験事

務受託収入でございます。 

続きまして、36ページをお開き下さい。5項雑入、4目雑入、1節の消

防団員退職報償金といたしまして3,000万円を計上しております。これ
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は、消防団員が退職した場合、団員に対して支払うものでございます。

2節救急支弁金705万7,000円は日本道路公団から入るものでございます。 

3節雑入の内、37ページの後半、下ぐらいになろうかと思いますけど

も、消防本部関係雑入といたしまして5万5,000円を計上しております。 

それでは歳出についてご説明を申し上げます。 

76ページをお開きください。9款消防費、1項消防費、1目常備消防費

の予算額は4億4,814万9,000円でございます。 

それでは節ごとのご説明を申し上げます。2節給料、2億1,496万、3節

職員手当等1億3,615万1,000円、4節共済費4,355万6,000円は消防職員に

係る人件費でございます。 

8節報償費の20万7,000円は外来講師の謝礼金他でございます。 

9節旅費の345万3,000円は、般旅費として196万7,000円と特別旅費と

して148万6,000円でございます。一般旅費といたしましては、消防長会

主催の各種会議等の普通旅費を計上しております。特別旅費といたしま

しては救急救命士の気管挿管研修及び消防学校の入校経費等がそれに充

ててあります。 

11節需用費の1,679万4,000円は、救急の消耗品等代としての消耗品費

として800万円、消防車等の燃料代として230万円、庁舎の光熱水費とし

て420万9,000円、印刷製本代としまして96万6,000円、修繕費といたし

まして105万円がその内訳でございます。 

12節役務費の897万2,000円は通信運搬費といたしまして647万3,000円、

車検等の手数料といたしまして226万3,000円でございます。 

続きまして、13節委託料の1,084万3,000円は、浄化槽管理委託及び消

防拠点施設検討委託料他の業務管理委託費としまして211万3,000円。

消防緊急指令装置他施設及び機器の保守委託料といたしまして703万

5,000円、人材派遣会社への委託料として169万5,000円でございます。 

14節使用料及び賃借料の337万9,000円は訓練場の借地料といたしまし

て186万2,000円。各種機器のリース代等で151万7,000円でございます。

15節工事請負費の273万円は、携帯119番の受け付けに伴う電話の交換器

機設置工事でございます。16節原材料費の10万1,000円は出初式用の原

材料費が主なものでございます。18節備品購入費の210万8,000円は空気

呼吸器6器を予定しておるものでございます。19節負担金補助及び交付

金の464万2,000円は救急救命士養成他研修及び県の防災無線の負担金等

でございます。27節公課費25万2,000円は車検に伴う車両の重量税でご

ざいます。 

続きまして、非常備消防費についてご説明申し上げます。 

2目非常備消防費は1億3,352万6,000円を計上しております。節につい

てご説明を申し上げます。1節報酬でございますが、これは団長以下865

名分の団員報酬で3,169万2,000円を計上しております。次に8節報償費

3,023万8,000円でございますが、これは消防団員の退職報償金でござい

ます。9節旅費といたしまして5,000万円を計上しております。これは消
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防団員の出動手当てとして費用弁償でございます。11節需用費でござい

ますが246万1,000円を計上しております。消耗品として164万円でござ

います。これは、主たるものは新入団員の略服等貸与品や訓練等にかか

る消耗品でございます。12節役務費でございますが4万9,000円を計上し

ております。これは消防団員でない消防音楽隊員の傷害保険代でござい

ます。13節委託料2万5,000円は、これは操法の県大会がございますので、

その時のマイクロバスの借り上げ代でございます。14節の使用料及び賃

借料の52万5,000円は、消防団員の研修時バスの借り上げ並びに高速道

路の通行料金等でございます。18節の備品購入費としまして21万円を計

上しております。これは消防音楽隊の楽器の購入費でございます。19節

の負担金補助及び交付金は1,832万6,000円でございます。これは、退職

報償金の負担金でございます。 

続きまして3目消防施設費1億2,874万円の内、消防本部所管でありま

す消防施設管理費の2,840万3,000円についてご説明申し上げます。これ

は消防団詰所の管理費及び消防団車両の管理費でございます。節の内、

消防本部所管の部分についての説明を申し上げます。11節需用費は

1,160万の内、1,037万6,000円を計上しております。内訳といたしまし

ては、消耗品といたしまして122万5,000円。消防団車両の燃料費といた

しまして219万円。団詰所の光熱水費に282万6,000円。詰所及び車両の

修繕費に413万5,000円が主なるものでございます。 

続きまして12節役務費の446万1,000円の内、294万4,000円を計上して

おります。これは、詰所の汲み取り代が100万、車検の手数料等が約200

万円でございます。 

次のページ、78ページをお開き下さい。 

13節委託料は859万2,000円の内、92万5,000円を計上しております。

これは消防無線の更新手数料ほか78万2,000円、設計委託料として14万

3,000でございます。14節使用料及び賃借料は59万1,000円の内、46万

3,000円でございます。これは詰所の借地料としまして10万7,000円、下

水道使用料に35万6,000円でございます。15節工事請負費は8,631万

3,000円の内、470万円でございます。これは防火水槽の蓋の取り付け並

びに防火水槽のフェンスの取り付け等でございます。18節備品購入費は

865万5,000円の内、743万6,000円でございます。これは小型動力ポンプ

付き積載車、これが1台570万円。それと消防機械器具173万6,000円をお

願いしておるとこでございます。次に、27節公課費は155万9,000円を計

上しております。これは車検に伴う車両の重量税でございます。以上で

要点の説明を終わります。 

〇今村委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

〇今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  はい。78ページの説明の中で、工事請負費の中に、防火水槽の関係

があるというお話しでしたが、各町合併して、いろいろ防火水槽をつく



62 

った経緯とか、どういうんですかね、補助金の関係とか、いろいろ種別

が違うかたちの中で、特に団員からも少しあったんですが、蓋の形状と

かが違うとかですね、いうふうなこともいろいろ小さい課題もあるよう

ですが、そこらの今後つくっていかれる中でですね、統一性をやはり持

った施設づくりというのが必要じゃないかなということで、これまであ

るものも含めてですね、やはり地元の消防団員が基本的にはその地域の

施設の管理はされるんでしょうから、そこらが知っておけばいいという

ことなんでしょうけども、ある程度、蓋の取り方とか、鍵のかけ方とか、

統一をした方がいいんじゃないかなという気がします。その辺のことを

1点。 

それと、最近イノシシの防護柵をですね、やるということで、水利が

その防護柵で囲われるというような実態もあるようなんですよね。です

からそういう、これは産業課とも関係があると思うんですが、出入口を

要所に設けたり、その防火水槽としての水利としての表示をするとかで

すね、そういったこともこの関係でいえば必要じゃないかという気がし

ますんで、その辺の考え方をお伺いしたいと思います。 

○村上消防長  委員長。 

〇今村委員長  村上消防長。 

○村上消防長  それでは、全般的なことでございますので、考え方としてお話しを

させていただきたいと思います。 

熊高議員のご指摘のとおり、防火水槽等については、今まで各町ごと

につくってきたという経緯がございますので、全てが統一されておると

いう状況でないことは、認識をいたしておりますが、現在のところ、無

蓋の防火水槽を有蓋にすることに最優先を置いて、今取り組んでおりま

す。なお、フェンス等が整備されてないものについては、安全対策上、

フェンスを取り付けていかなければいけないということで、フェンスの

整備等も進めて参っております。段階的には、当然、統一していかなけ

ればならないものについては、今後改修等も含めながら検討を進めて参

りたいというように思っております。 

次に、防護柵の問題についてでございますが、水利につきましては、

水利指定の標識を立てていくという原則の中で、水利指定の標識が立っ

ていない部分につきましては、それの徹底を今後調査をしながら立って

いかなければならないというふうに認識をいたします。あわせまして、

防護柵の先に、水利がある場合に、火災戦闘上、その防護柵の取り外し

とか、水利を確保する上において不都合の生じる部分については、関係

部のと協議をしながら適切な対処をして参りたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

〇今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○松 村 委 員  委員長。 

〇今村委員長  9番、松村ユキミさん。 

○松 村 委 員  はい、ただ今、いろいろ細々と説明をいただいたわけでございます
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が、合併をいたしまして以来、たびたびにわたりまして、市民へ対しま

す緊急時におきます均一なサービスといいますか、各救急体制が均一化

するためには、支所設定するとかいうことも意見を述べてきたように思

うんですが、そこらあたりのお考えはどのようになっておるのかをお尋

ねいたします。 

○村上消防長  委員長。 

〇今村委員長  村上消防長。 

○村上消防長  市民に対する緊急時の場合の周知徹底ということにつきましては、

先般の一般質問等で防災無線等を含めます統一ということの質問も出て

おりました。現在消防サイドだけで考えますと、市民に対します周知徹

底は、向原と八千代町につきましては防災行政無線が個別に入っており

ますので、それを利用して周知徹底を図っていくと。それから残りの各

4町の地域につきましては、高田郡農協が設定しております有線放送を

利用して、周知徹底を図っておりますが、防災行政無線2つにつきまし

ても、農協の有線放送につきましても、全ての発信装置が安芸高田市の

消防本部の通信司令室の中に整備をされておりますので、緊急時の時は、

これを利用しながら、今後とも当面の策としては、周知徹底を図って参

りたいと、このように考えております。以上でございます。 

○松 村 委 員  委員長。 

〇今村委員長  9番、松村委員。 

○松 村 委 員  私がお伺いしましたのは、救急患者の場合に1時間圏内の市内におき

ましてはそういう管内もございますし、そこらを30分圏内にもっていく

というふうな、支所の設置、そういうふうなことへのお取り組みの考え

を、ちょっとお伺いします。 

○村上消防長  委員長。 

〇今村委員長  村上消防長。 

○村上消防長  はい。今回の当初予算、17年度の予算の中に、13節の委託料の中に

ですね、100万の予算、分駐所のための予算を計上させていただいてお

ります。この中でですね、今後分駐所をどうするのが一番適切かという

ところをですね、いろんな研究機関等との調整機関ですね、研究しなが

ら一番いい方法を模索していきたいというふうには思って、今年度調査

委託料を予算化させていただいて、その中で対応を研究して参りたいと

いうふうに考えさせていただいております。 

○松 村 委 員  了解でございます。 

〇今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○山 本 委 員  委員長。 

〇今村委員長  15番、山本三郎君。 

○山 本 委 員  はい、ちょっとお聞きします。77ページのですね、消防費のとこで

使用料及び賃借料ですが、ちょっと私、聞き逃したかもわからんですが、

168万2,000円の土地代を支払うことですが、これは例のデオデオの裏で

すかね、訓練所の。そういうことで、これはこの契約は毎年ごとの契約
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ですか。それともそこら当初契約された時点と、今の現段階との賃借料

の料金いうものが変動があったのかどうか、ちょっとお聞きします。 

○児玉総務課長  委員長。 

〇今村委員長  児玉総務課長。 

○児玉総務課長  はい。山本議員さんのご質問でございますけども、使用料といたしま

して186万2,000円を計上いたしております。これはご指摘のようにデオ

デオの裏側に訓練場としての部分で、平米数にしまして約2反の広さが

ございます。契約についてでございますけども、当初契約した日付とい

うのをちょっと記憶にございませんけども、一度の値上がりをいたしま

して、現在その部分でずっと経緯をしております。契約自体は単年度契

約という考え方です。以上でございます。 

○山 本 委 員  わかりました。単年度契約ですね。 

○秋 田 委 員  委員長。 

〇今村委員長  2番、秋田雅朝君。 

○秋 田 委 員  はい、すいません。認識不足なもんで、1点お教え願いたいと思いま

す。36ページの雑入の中の救急支弁金というのがございます。これは先

ほど説明で、日本道路公団から入るものだということを説明されました。

これは去年もあるんですけども、この内容的なものをちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

○村上消防長  委員長。 

〇今村委員長  村上消防長。 

○村上消防長  小さい数字につきましては、総務課長の方からご説明申し上げますが、

道路公団からの支弁金といいますのは、中国自動車道が開通しましたと

きに、基本的には道路公団が高速道路上での救急対応は原則が道路公団

がすることとなっております。それを地元の消防本部に救急委託をする

ことによって、地元消防本部が高速道路上の救急対応をするということ

で、高速道が開通しましたときに、道路公団と契約を結んでおります。

それにかかります費用、全国的な標準が指定されておりまして、それを

根拠としまして、毎年計算されて支給されるものであります。その内容

等については、詳しくは総務課長の方から説明を申し上げます。 

○児玉総務課長  委員長。 

〇今村委員長  児玉総務課長。 

○児玉総務課長  はい。秋田議員のご質問でございます。積算の方法というのがござい

まして、16年度のベースで申し上げますと、まず全国的な部分の統計の

中から救急隊1隊を維持するのにいくらかかるかという数字が出てきま

す。16年度でしたら7,841万6,000円が1隊を要する費用です。というふ

うになっております。それに平均の救急件数というのがございます。そ

れは人口の規模によって異なります。安芸高田市におきましては人口5

万以下ということで、その時点では9％の数字が上がってきています。

それをかけます。 

次に、インターチェンジの数をかけます。これは安芸高田市でしたら
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横田のインターチェンジしかございませんので、1をかけるという部分

ではじき出した数字が705万7,000円でございます。以上でございます。 

〇今村委員長  他に質疑はございませんか。 

○川 角 委 員  委員長。 

〇今村委員長  6番、川角一郎君。 

○川 角 委 員  77ページのですね、2項の2目ですね、そこの中で報償費と旅費があ

るんですが、いずれも前年対比が約1,500万ぐらいアップしとるんです

ね。非常に上げ幅が大きいと思います。両方で3,000万ということでで

すね、これはさっき聞きますと退職金と出動手当というふうな説明を受

けたんですが、これは単価が上がったんか、あるいは今年は件数が多い

からとかいうそこのちょっと原因をお聞かせいただきたい。よろしくお

願いします。 

○森 田 課 長  委員長。 

〇今村委員長  森田課長。 

○森 田 課 長  川角議員さんのご質問にお答えします。2目8節の3,023万8,000円につ

きましてはですね、消防団員の退職を昨年は30人と計算しておりまして、

今年度は60人としての計上をさせてもらっております。いうことで、

1,500万の増になっております。それと旅費の件ですが、9節の旅費です

が、この5,000万円の内訳は県の林野火災訓練を、今年は安芸高田市が

受けたということで、団員報酬、これを300万円。それと県の操法が実

施されることに伴う市の予選会の実施で各分団等も具体的にまだ訓練日

数が出ておりませんけども、過去の訓練日数等を勘案しまして、選手を

含めた13人の訓練参加者、それと30回の訓練日数の6分団と、県の大会

に出場する1チーム、計7チームの1,400万を計上させていただいており

ます。以上でございます。 

○川 角 委 員  はい、了解です。 

〇今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○入 本 委 員  委員長。 

〇今村委員長  14番、入本和男君。 

○入 本 委 員  1点ほど関連でお願いすれば良かったんですけど、消防拠点の検討計

画が出て、各議員さんもホッとされとるとこだと思うんですが、先日、

緊急者の場合はですね、救急車の場合は、利用に関して誤った使い方が

あって、有料も視野にされとるというような発想もあるわけですが、こ

ういう生命を重んじる中でですね、今後その拠点を設けるにおいて、受

益者負担というものは将来どのように考えておられるのか、お伺いしま

す。 

○村上消防長  委員長。 

〇今村委員長  村上消防長。 

○村上消防長  はい。新聞の方に、総務省、自治省の方で、その問題は今検討が始ま

るということを、初めて新聞で現実を知ったということでございますが、

新聞を読んでみますのに、救急車を必要としないような患者さんといい
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ますか、軽傷の患者さんが非常に多くなってきて、全体的な予算が非常

に膨らんできとるということで、そういう患者さんの有料を考えたらど

うかというようなことで、検討委員会を今年度つくって、国の方で、即

そういうことへの検討を始めるというような新聞記事が出ておりました。

私も目を通させてもらいました。その新聞の中にも、確かにその検討を

していく中にはいろんな種々の問題点があるだろうということが言われ

ておりましたし、私どもは法律に則って自主的な運営をいたしておりま

すので、現在の法律では救急は消防というのは自治体の責務ということ

になっておりますし、有料ということが明記されておりませんので、無

料というかたちの中で現在運用をいたしております。 

国の方から何らかの指針が出て、その指針に対して今後は検討してい

かなきゃいけない部分が出てくるかもわかりませんが、現状のところで

は、市としては有料化等云々ということについては、当面考えていない

というのが現実でございます。以上でございます。 

〇今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三委員。 

○熊 高 委 員  人材派遣とか、民間委託というのに非常に敏感になっておりますん

で、聞かしていただきますが、常備消防の委託料だったですかね、160

万の人材派遣だということですが、その内容について説明をお願いしま

す。 

○村上消防長  委員長。 

〇今村委員長  村上消防長。 

○村上消防長  消防の場合、今まで臨時職員1名を採用して対応しておりましたが、

市の方針に沿いまして、臨時職員として来ておりました職員を委託とい

うかたちで今後対応していくという、市の方針に沿ってやらせていただ

きます。業務内容等につきましては、総務の補佐、補助というかたちで、

臨時職員を1名、過去、現状までは対応しておりましたので、それを市

の方針に沿うというかたちで1名の委託料を計画をさせていただいてお

ります。以上でございます。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三委員。 

○熊 高 委 員  これはどこの委託会社ですか。 

○村上消防長  今のところ市の方針に沿っておりますんで、地域振興事業団の方か

ら対応していただくということになろうというふうに考えております。 

○熊 高 委 員  はい、わかりました。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、以上で、質疑を終了いたします。 

暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 
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午後４時１２分 休憩 

午後４時２５分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○今村委員長  休憩を閉じて再開といたします。 

続いて、議案第40号の内、議会事務局に関わる部分を議題といたしま

す。 

事務局長から要点の説明を求めます。 

○増本議会事務局長  委員長。 

○今村委員長  増本事務局長。 

○増本議会事務局長  予算書の39ページの方でございますが、議会費の本年度予算2億1,069

万1,000円は、昨年度対比27.0％減の予算となっております。予算の内

容につきましては事務局次長の光下の方から説明をいたさせます。よろ

しくお願いいたします。 

○光下事務局次長  委員長。 

○今村委員長  光下事務局次長。 

○光下事務局次長  はい。本年度歳出予算2億1,069万1,000円を計上させていただいてお

ります。歳出予算の主なものは、議員報酬8,718万円、一般職員人件費、

給料・手当を合わせまして4,601万6,000円計上しております。8節報償

費は10万円は、議員研修などの講師謝金でございます。9節旅費につき

ましては1,010万円は、費用弁償、委員会費用弁償等でございます。10

節交際費200万円でございます。11節需用費350万円は議会広報印刷製本

費、図書等の加除代が主なものでございます。12節役務費は23万2,000

円でございますが、広告及び手数料が諸々でございます。13節委託料

420万2,000円は会議録作成業務委託及び安芸高田市地域振興事業団へ予

定されております人的業務委託を含んでおります。その他、バス運転委

託料を見込んでおります。14節使用料及び賃借料の内の60万円は、委員

研修、市内視察研修時におけるバス借り上げ料及び有料道路、駐車場使

用料でございます。また、事務局のコピーなどの事務機の使用料が主な

ものでございます。19節負担金補助及び交付金871万3,000円は、政務調

査費6,792万円が主なものでございます。以上で説明を終わります。 

○今村委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終了いたします。 

暫時休憩といたします。再開は16時30分といたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後４時１６分 休憩 

午後４時３０分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○今村委員長  休憩を閉じて再開といたします。 

自治振興部に入る前に、先ほどの分任出納員のことで、補足説明を総
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務部長がしたいということなので、説明を求めます。 

○新川総務部長  委員長。それでは、失礼いたします。先ほどの青原議員さんのご質問

の、あれでございますが、非常勤という項目の中の公金の取り扱いとい

う状況につきましては、現在職員にも分任出納員制度を設置させていた

だいておりますけども、臨時職対応ということになりませば、分任出納

員をですね、制度を被せてその事務を司るということになりますが、非

常勤特別職の職でないと、かけることができません。当然、そうした公

金の取り扱いという角度の中から、今回、新たな制度としてですね、支

所も同様の含み方をですね、考えさせていただいて、この制度を新設さ

せていただいておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いしたいと

思っております。以上でございます。 

○今村委員長  それでは、これより議案第40号の内、自治振興部にかかる部分を議

題といたします。自治振興部長から要点の説明を求めます。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  それでは、自治振興部が所管しております部分につきまして、ご説

明を申し上げたいというふうに思います。まず、自治振興部は、17年度

の主要な事業でございますけども、16年度に計画をしました諸々の計画

につきまして、これを具体的に実施をしていくと、こういった年でもあ

るというふうに考えておりますし、さらに葬斎場を含め、緻密な計画を

つくりまして、年度へつなげていきたいというふうな考え方をしており

ます。 

まず企画課でございますけども、平成16年度に作成しました総合計画

に基づきまして、実施計画を策定することによって、財政状況に対応し

た総合的計画的な事業執行に寄与することとしたいというふうに考えて

おります。また、第3セクターの健全化計画及び生活交通確保計画につ

きまして、それぞれの計画の具体化を図って参りたいというふうに考え

ております。 

次に重点プロジェクト事業でございますけども、第2庁舎・総合文化

保健福祉施設につきましては、実施設計を行い、引き続き工事に着手を

したいというふうに考えております。また、葬斎場につきましては、今

年度用地の決定をさせていただき、測量の実施という段階まで進みたい

というふうに考えております。情報政策につきましては、今年度地域情

報化計画を策定をいたしまして、ラストワンマイル解消への具体的な一

歩を踏み出したいというふうに考えております。電算システムにつきま

しては、第4次のシステム開発に取り組むとともに、介護保険制度等、

法改正に伴いますシステム改修を実施をしていきたいと考えています。

さらにネットワークシステムの安定、安全な運用を図ることに努めて参

ります。広報活動につきましては、広報あきたかた、ホームページを充

実させるとともに、支所別懇談会、自治懇談会等を定着をさせ、広報・

公聴の充実を図ることといたします。統計につきましては、今年度国勢
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調査等、大きな指定統計がございますので、それを確実にこなしていき

たいというふうに考えております。自治振興課、地域振興課に関わりま

しては、協働のまちづくりの基本であります地域振興組織を引き続き活

動助成金を交付するとともに、地域振興推進員の指導、助言、職員の関

わりの強化や、まちづくりフォーラムの開催等によりまして、育成強化

をして参りたいというふうに考えております。また、まちづくり委員会

につきましては、地域振興組織についての情報交換や研修等を通じまし

て、地域振興組織の活性化を推進するとともに、市政参画への推進機能

の定着充実を図ることとしたいというふうに考えております。 

詳細につきましては、企画課長以下、関係の課長から予算書に基づき

ましてご説明を申し上げたいと思います。 

○武岡企画課長  委員長。 

○今村委員長  続いて、武岡企画課長。 

○武岡企画課長  はい。それではお手元の予算書に基づきましてご説明をさせていただ

きます。まず、18ページの歳入の方からお願いします。 

12款の分担金及び負担金でございます。1目の総務費分担金、1節の総

務費分担金でございますが、215万円。これにつきましてはテレビ放送

難視聴解消施設整備事業の分担金でございまして、17年度につきまして

は吉田町の太郎丸、飛諏訪地区の15世帯を予定しております。 

続きまして、19ページに移りまして、13款の使用料及び手数料、1目

の総務手数料、2節の総務使用料でございますが、15万1,000円。この内、

15万円につきましては備北交通からの生田車庫の使用料として歳入をす

るものでございます。次に4目の労働使用料、1節の労働使用料436万円

につきましては、向原駅、さらには甲立駅の市営駐車場の使用料でござ

います。 

続きまして24ページをお願いします。15款の県支出金、1目の総務費

県補助金でございます。1節の総務管理費補助金でございます。この内、

453万6,000円が企画課の所管でございまして、説明欄の25ページの2段

目ですね、生活交通路線維持費補助金198万6,000円、それと一番下のテ

レビ難視聴解消事業費補助金255万円でございます。ちなみに県の補助

金につきましては、補助対象事業費の2分の1の国庫補助分、これを間接

補助で歳入しますが、それと6分の1、85万円、県補助金分、合わせて

255万となっております。 

続きまして28ページの方をお願いします。同じく15款県支出金、3項

の委託金でございます。1目の総務費委託金、1節の総務管理費委託金で

ございます。この内、199万9,000円の内、196万1,000円が企画の所管で

ございます。一番上の県広報紙配布事務委託金56万1,000円と、一番下

の道の駅清掃業務委託金が140万円歳入をみておます。それと、4節の統

計調査費委託金2,816万5,000円につきましては、説明欄にありますとお

り、5つの調査を17年度に実施するということで、とりわけ国勢調査に

おきましてはですね、10月1日の実施ということで2,750万円を予定をし
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ております。 

それと29ページに移りまして、16款の財産収入、1目の財産貸付収入、

1節の土地建物貸付収入3,955万円の内、企画課の所管につきましては33

万6,000円でございまして、これにつきましては道の駅のコンビニ建物

貸付けの収入でございます。 

続きまして、36ページでございます。20款の諸収入、4目の雑入でご

ざいます。3節の雑入の内、右側の説明欄にございますように、企画課

関係の雑入につきましては799万2,000円、この主なものにつきましては、

安芸高田市地域振興事業団の事業収益、これにつきましては、文化財の

発掘事業ということで500万円を予定をしております。さらには土師ダ

ムの湖面利用研修センターの支所につきまして国土交通省の方から266

万円の歳入をみております。 

続きまして40ページに移りまして、歳出の方に移らせていただきます。

2款の総務費、2目の文書広報費でございます。563万5,000円。本年度予

算計上しておりますが、文書広報費が559万8,000円、公聴費が3万7,000

円ということで、これにつきましては文書広報費につきましては広報紙

の印刷並びにホームページの管理委託料ということでございます。公聴

費につきましては、会場の借り上げということで予算計上しております。 

続きまして、43ページでございます。企画費、本年度1億67万3,000円、

その内1億62万8,000円が企画課の所管であります。説明欄の方にござい

ますように、企画管理費に252万円。これにつきましては本年度作成い

たしました総合計画の印刷製本ということでございます。次の土地利用

対策費は私どもの所管ではございません。次の交通対策費の8,633万

7,000円につきましては、生活交通路線の維持負担金が主なものでござ

います。それと次の葬斎場施設整備事業費622万1,000円につきましては、

葬斎場の用地の不動産鑑定料並びに用地測量費等が主なものでございま

す。テレビ難視聴解消施設整備事業につきましては、先ほど申し上げま

したが、吉田町太郎丸地区の15世帯についての事業でございます。それ

が主なものでございます。 

続きまして、44ページの12目自治振興費の内、1億8,714万2,000円の

内、企画課の所管につきましては説明欄の外郭団体補助費1億2,466万

7,000円でございます。これにつきましては、神楽門前湯治村、道の駅

についての管理委託、それが株式会社神楽門前湯治村に4,200万円。さ

らにはサイクリングターミナル、ダム周辺管理委託ということで、八千

代町開発公社の方に5,400万円委託料として支出をいたします。それと

同時に負担金補助及び交付金では、地域振興事業団の方に2,813万1,000

円、補助金として支出するように計上しております。 

それと、45ページの14目第2庁舎・総合文化保健福祉施設整備事業に

つきましては、本年度20億1,555万円を予算計上いたしております。17

年度、工事の発注ということで、施工監理委託並びに工事を発注すると

いうことで、17年度に20億120万円予算計上いたしておるものでござい
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ます。 

それと、少し飛びまして49ページでございます。2款総務費の1目統計

調査総務費2,181万円につきましては、広報統計係の職員の人件費が主

なものでございます。2目の指定統計費につきましては、先ほど申し上

げました5つの統計調査の実施に必要な経費でございまして、主なもの

は国勢調査員の調査員の報酬2,477万が主なものでございます。 

それと、また飛びましてですね、今度は89ページの方をお願いします。

13款の諸支出金、1目の普通財産取得費、23節の償還金利子及び割引料

8,200万円につきましては、八千代町開発公社が以前公共用地の取得の

際に、取得のために借り入れた資金の償還ということで、本年度8,200

万円を予算計上させていただいております。 

以上で、企画課の方を終わりますが、主幹の方から行政情報の関係を

ですね、予算について説明をさせていただきます。 

○山 縣 主 幹  委員長。 

○今村委員長  山縣主幹。 

○山 縣 主 幹  はい。それでは行政情報処理費の説明をさせていただきます。説明

の前にですね、資料を配付させていただいておりますので、この資料を

お出しください。 

それでは、1ページをめくっていただきまして、資料1の1としており

ます。現在、各支所、本庁を結びますネットワーク網がございます。安

芸高田広域ネットワークということでですね、現在管理をしております

が、ここに提示をしておりますものは、基幹の配線のルート図でござい

ます。総延長が約133.5キロですね、ございます。それぞれ安芸高田の

本庁を中心にしまして、美土里支所、高宮支所、甲田支所、向原支所、

それから第1分庁舎、教育委員会ですが、ここが、もと広域ネットワー

クの基地になっておりましたので、ここに接続をして本庁に帰ってくる

というルートになってございます。それから八千代支所につきましては、

教育委員会のとこからですね、国土交通省の方が国道に埋めております

ボックスの中に線を入れまして配線をしております。それで、これの線

を布設するにあたりましては、それぞれ既存の電柱に布設しております

ので、ＮＴＴの柱に1,290本、途中で2,510本を使用料を払って共架させ

てもらっております。それから向原支所と教育委員会の間には、ＮＴＴ

の地下の管路があります。それをやって一部使わせていただいておりま

す。それから甲田支所と高宮支所の間にも2ヵ所ですね、地下の管路を

どうしても使用するということで、そちらのＮＴＴの管路を使用させて

いただいております。それから、高宮支所からエコミュージアムに行く

ところにもですね、1ヵ所地下の管路をお借りしていただいております。 

それでは、次のページをおめくりください。資料の1の2でございます

が、これは安芸高田ネットワークはですね、いろいろな他のネットワー

クと結びつく図を提示したものでございまして、それぞれの保守関係と

いうことで、マル1が広域ネットワークの保守でございます。それから
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マル2がですね、インターネットに出るのにですね、こういうＸｅｐｈ

ｉｏｎ高速インターネットサービスというところのサービスの提供を受

けております。それからメイプルネット、または国のＬＧＷＡＮの接続

についても、Ｘｅｐｈｉｏｎの高速ベアラサービスというものを使って

おります。それから、第2分庁舎や吉田保育所、幼稚園の情報系につい

てはＡＤＳＬという回線を使っております。それから吉田の給食センタ

ーにつきましてはＩＳＤＮを使っております。それから基幹業務系でご

ざいます。これはいわゆる個人情報が入っているものですが、これにつ

きましては各分庁舎へですね、ＡＤＳＬでつないでおります。 

それでは次のページをおめくりください。資料の2でございます。同

じような図なんですが、これはネットワークの構成概念図を書きました。

各支所または八千代支所につきましては、太い実線で結ばれているもの

と、波線で結ばれていますが、これは物理的にですね、情報系ネットワ

ークと機関業務系ネットワークを分けているという図でございます。し

たがいまして、情報系のネットワークといわゆるインターネットの情報

と個人の情報等が基幹に上がりますので、個人の情報が、決して1つに

ならないということで、物理的に分けてセキュリティを保っているわけ

です。 

それから左側の図の方に、少し黒い枠でですね、雲のような恰好にな

っとるんで少し見にくいんですが、メイプルネットというのがございま

す。これは安芸高田広域ネットから、広島県のネットワークへつながる

線です。このメイプルネットは広島県の方で、各市町村と県が結ぶよう

に、今管理をされてるネットワークです。ここの中には県内行政、防災、

学校教育ということになりますので、学校の子どもたちはインターネッ

トではメイプルネットでですね、行きますので、いわゆるアダルト情報

ですとか、危険な情報にはアクセスできないようになっております。そ

れからその下のインターネットは一般のインターネットへの出口でござ

います。それからＬＧＷＡＮといいますのは、いわゆる中央省庁とです

ね、各県、それから全国の市町村を結ぶ行政総合情報ネットワークでご

ざいます。そこにも出口がございます。それから住基ネット、これが住

民基本台帳ネットワークといいまして、別のネットワークになっており

ます。非常にセキュリティの高いネットワークでして、常に監視をして

おります。それで、ここには全国の個人情報のいわゆる4情報といわれ

ますが、指名とか住所とか、そういうものの管理をされて、安芸高田市

の住民票が、いわゆる東京の空の下でも出ますよということでですね、

そういうことを管理しているネットワークです。 

それでは次のページをおはぐりください。資料3の方が現在先ほど基

幹の方を示しましたが、どこにアクセスすることができるかということ

で、光ファイバーを入れている建物が示したものです。83ヵ所ございま

す。 

それでは次の資料4を出してみて下さい。資料4は、現在電算室の中に
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機械を格納している部屋がございます。そこの中に10本のラックがあり

ます。その中の少し見にくいんですが、上の段の6番までがですね、い

わゆる住民の情報であったり、税の情報であったり、福祉の情報など、

全て入れているラックであります。そういうもので、サーバーという機

械を入れております。もちろん停電をしてもいけませんので、無停電装

置というものも入っておりますが、サーバーといいますのは、情報を蓄

えたり演算をする主要な機械でございます。それが20台あります。それ

から下側が情報系サーバー5台となっておりますが、これがインターネ

ットをするための機器があります。これが5台です。それから右側に2列

書いてございますが、各支所と消防本部には、それぞれスイッチという

ものがございまして、ネットワークを接続するようになっております。 

それから次のページをご覧ください。資料5でございますが、先ほど

提示しました業務系のサーバー20台の中に入っております、現在稼働し

てある業務を全て羅列したものでございますが、項番1番から70番まで

が、いわゆる業務系というものでございます。これが今、稼働しており

ます。保守は現在富士通株式会社中国営業本部の方で行なっていただい

ております。それから項番の71、72、73とあります、これが広域連合時

代に整備をされたシステムでして、図書システムと学校教材システムサ

ーバーと、それからインターネットをするＷＷサーバーとあります。こ

の3台については、ＮＴＴマーケティング中国の方で保守をいただいて

おります。 

それでは次のページの資料6をご覧ください。現在、電算室の方で管

理をしておりますパソコン、プリンターの台数なんですが、これが広域

連合時代に整備をされました学校の分も含めまして、現在1,035台と、

プリンターが131台を、1人1台パソコン、学校の子どもたちがパソコン

を扱うパソコンとして管理をしております。それからもう1つ下側に書

いてありますのが、6町が合併したときにですね、システムを全部入れ

替えました。そのために必要になった、いわゆる税であったり個人情報

のいわゆる基幹業務のですね、パソコン、プリンターですが、パソコン

が164台とプリンターが85台、本庁、支所に設置をしております。以上

で、資料の説明は終わるわけですが、以上の設備なり、ネットワークを

管理する費用が今から説明をさせていただきます。 

○今村委員長  ただ今説明の途中でございますが、お諮りをいたします。 

本日の会議時間は、議事の都合によりまして、延長したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

ご異議なしと認めて、本日の会議時間を延長といたします。 

それでは、続いて説明をお願いします。 

○山 縣 主 幹  はい。それでは、予算の明細でございますが、歳入の方を説明をさ

せてもらいます。歳入の方は、22ページをお開き下さい。22ページの14

款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1節総務管理費
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補助金のですね、1億5,400万、合併市町村補助金とあります。この内の

4,700万が電算のですね、後ほど説明いたします改修費、改修委託費の

補助金として見込んでおります。 

それから36ページをお開き下さい。ここの雑入の中の企画費関係雑入

がございます799万2,000円ございますが、その内の32万円をですね、歳

出の方でＮＴＴに電柱をお借りしとるわけですが、その電柱が原因者に

よって動いた場合は、当然光ファイバーも移設します。その移設すると

きに原因者によって補償金が払われます。その補償金の受け入れとして、

実績として32万円の歳入をみております。 

それでは、歳出に移ります。44ページをご覧ください。歳出総額は1

億6,644万9,000円でございます。特定財源のところが先ほど説明しまし

た合併市町村補助金が4,700万と、その他の歳入32万円でございます。

その他は一般財源でございます。歳出の中身でございますが、行政情報

処理費の中身は、3つに大きく分けまして、ネットワークの経費と、い

わゆる業務を行なう電算システムと、それから17年度から地域情報化推

進費ということで設けております。 

それでは中身なんですけども、旅費につきましては一般旅費と電算職

員が研修を行ないます。そのための旅費でございます。 

それから11の需用費429万8,000円でございますが、これはネットワー

クの機器がたくさんございます。それの保守費を計上しております。そ

れからたくさんの用紙とプリンターのトナー、そういうものも購入する

ようにしております。それから先ほど言いました、1人1台パソコンにつ

きまして1,035台でありますんで、それのですね、修理代がかなりかか

ります。そういうものを計上しております。それから12の役務費でござ

います。これは先ほど説明しましたネットワークの中でインターネット

に接続します。その時にインターネットに接続するのにはプロバイダー

というところを通してでしか、接続できません。その接続をさせていた

だく料金がですね、プロバイダー料というのがあります。これを見込ん

でおります。それから先ほど言いました給食センターとか分庁舎に送り

ますＡＤＳＬ、またはＩＳＤＮの回線の料金でございます。 

それから13委託料1億597万5,000円、非常に大きな費用になっており

ます。この中身につきましては、ネットワークの保守点検委託料、それ

からＬＧＷＡＮ及び公的個人認証機器の保守料、それから電算処理業務

の保守があります。それから電算処理の機器の保守料、先ほど言いまし

た20台のサーバーの保守ですね。それから用紙を切る機械カッターとか、

それから葉書を折りたたむシーラーという機械がありますが、そういう

ものの保守料、それから来年度、17年度は地域情報化計画書を作成しま

すので、それの委託料を見込んでおります。それから、先ほど歳入の方

で言いました4,700万になります新規システムの開発、または改修委託

料が約6,300万あります。この中の主なものはですね、下水道システム

の料金統一というものがあります。これは合併協の時に平成18年度に統
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一するということになっておりますので、17年度その改修を行なって揃

えるものです。それから現在まだ確定はしておりませんが、介護保険法

が大きな改修が見込まれておりますので、それも見込んでですね、シス

テムの入れ替えが必要になります。そのための費用もみております。そ

れから固定資産税の方で、固定資産税評価適正化事業を行なわれます。

税務課の事業なんですが、それに伴いまして電算室の方の各マスターの

整備をする必要がありますので、それらも見込んでおります。以上が主

なものの委託料の主なものでございます。それから使用料・賃借料

3,596万3,000円ですけども、これは現在、千数台のパソコンまた25台の

サーバーがおりますが、これらのウィルスのソフトの使用料があります。

それから先ほど説明しましたＮＴＴさんに地下の管路をお借りしており

ますので、それの使用料をお払いします。それから電柱の方ですが、中

電さんに1,902本と、ＮＴＴさん1,225本ありますが、それに共架してい

るための共架料も使用料として払います。それから旧町のですね、シス

テムを全部入れ替えましたが、そういうシステムについてはまだリース

が残っておりますので、それの旧町のシステムもこの内から払っており

ます。 

それでは、主なものとしてそれとですね、16年度の電算システムの2

次、3次と改修をしております、これのリース代を含めております。そ

れから工事の請負費につきましては原因者がある場合には補償金が出る

んですけども、ＮＴＴまたは中電が自ら老朽化したから動かす場合があ

ります。その場合は契約上ですね、安芸高田市の方分の負担をしてその

工事をしなくてはなりませんので、それが200万あります。18備品購入

費につきましては、今年ウィルスが入って来ることがたくさん起こって

おりますので、ウィルスの監視のサーバーと介護保険法につきましては

機器の入れ替えが必要になりますので、その機器の代金をみております。

以上で、電算、行政情報処理費の説明を終わらせていただきます。 

○今村委員長  続いて、小田自治振興課長。 

○小田自治振興課長  それでは、自治振興課が所掌いたします予算について、説明をさせ

ていただきたいと思います。まず歳入でございますが、36ページをお開

きいただきたいと思います。36ページの諸収入、雑入、それから雑入で、

自治振興課関係雑入として、上から5段目ですかね、そこに予算額とし

て243万3,000円でございます。 

本予算につきましては、市外からの視察者に関しまして資料代として

1人500円を徴収をしております、その経費。それから高宮町川根のエコ

ミュージアム川根運営協会からの施設使用にかかる料金収入でございま

す。視察関係として60万円、約1,200人相当を考えております。エコミ

ュージアム川根関係について83万円を収入としてみております。 

それから、歳出でございます。歳出につきましては41ページをお開き

いただきたいと思います。41ページ総務費、総務管理費、財産管理費の

基幹集会所管理費でございます。説明欄の中段にあろうかと思います。
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基幹集会所管理費2,443万7,000円でございます。本予算につきましては、

自治振興課が所管いたします市内30ヵ所あまりの基幹集会所の維持管理

経費2,143万7,000円と、地域小規模集会所整備助成として300万円を計

上いたしております。この内主な費用としましては、施設経費としての

浄化槽、それから消防設備管理等の委託料または電気・水道料金及び老

朽化をいたしました施設の改修費を見込んでおります。また、地域小規

模集会所の整備助成の17年度の予定地域でございますが、高宮町の佐々

部の野部地区から申請が上がっております。 

続きまして予算書で44ページをお開きいただきたいと思います。44ペ

ージの総務管理費、自治振興費でございますが、この説明欄では自治振

興総務管理費となっております。予算額が668万9,000円でございます。

本予算につきましては、地域振興に関わる旅費や消耗品費等の事務経費

を計上いたしております。また、地域振興会組織の活動支援や、育成指

導を図るために設置されている地域振興推進員の経費を計上しておりま

す。さらに、地域振興を図る上で、地域リーダーの育成、また職員を含

む人材育成は大変重要であるということから、人材育成の研修会、さら

に広く市民がまちづくりへの提案や、地域の将来を語るまちづくりフォ

ーラムにつきましても本年に引き続いて開催をするための経費を見込ん

でおります。主な経費につきましては、地域振興推進員の設置費用とし

て432万円、まちづくりフォーラムの開催経費として85万2,000円、それ

から人材育成研修会等の開催費用として51万7,000円等を計上をいたし

ております。 

続きまして、その下の欄、まちづくり委員会費でございます。このま

ちづくり委員会費経費予算額が165万5,000円でございます。本予算につ

きましては、まちづくり委員会の開催経費を計上しております。まちづ

くり委員会につきましては、まちづくりに住民の意向を反映させ、住民

と行政の協働を基調とするまちづくりを推進するという位置づけがされ

ております。このため、地域の課題や将来展望等について、住民同士並

びに住民と行政が共通の認識を持つということが大変重要であると考え

ております。委員会では地域振興組織相互の活動連携やまちづくりを推

進していくための調査研究、建設計画の進行状況の把握等を協議をして

いただくということになっております。委員会の開催でございますが、

定例委員会を2回、それから臨時委員会を4回程度ということで、計6回

程度を予定をしております。主な費用でございますが、まちづくり委員

会の開催に伴う委員の報酬費126万円と、それからまちづくりへの様々

な指導、助言をいただくということで、地域振興アドバイザーとしての

東大の小田切先生の招致費用として26万1,000円等を計上いたしており

ます。それから、同じく地域振興費の地域振興支援費でございます。予

算額が5,413万1,000円でございます。本予算につきましては、地域づく

り活動が充実するよう育成支援するための費用として計上をいたしてお

ります。市内にはご存知のように32の地域振興組織と6つの連合組織が
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設置をされております。地域課題を克服して自らの考えと行動によって、

安心して暮らせる地域を創出しよう、つくりあげようという地域振興会

の活動を育成支援とするとともに、充分な連携を図りながら、地域の状

況やその特性に即した地域振興会組織の育成の支援をするためが必要で

あるということで、予算計上をいたしております。さらにコミュニティ

を図るために各町でそれぞれ実施をされております地域の祭り、旧町単

位での祭りでございますが、への補助金も計上しております。さらに地

域振興施設として自治振興課が所掌しております高宮町川根にあります

エコミュージアム川根の施設運営経費を計上をいたしております。主な

経費でございますが、活動支援助成金として2,400万、これについては

地域振興組織の運営等、活動費を支援するということの経費でございま

す。連合組織単位に平均で400万ということにしております。 

以前、議会または支所別の懇談会等で提起がされましたけども、ある

程度世帯数を考慮した傾斜配分というのも考慮すべきじゃないかという

ことで、各連合組織ごとに検討・協議をいただきました。その結果、世

帯数による傾斜配分とすることが確認をされています。均等割が9、世

帯割が1というような配分で、それぞれ17年度について配分をしようと

いうことで、ご確認をいただいたとこでございます。 

さらに事業支援補助金として1,800万を計上しております。これは地

域の特色ある事業ということで、こういった事業を展開していただくた

めの費用ということで、各連合組織単位に300万ずつということで、計

上させていただいております。それから各町の祭り等につきましては、

補助金を437万4,000円を計上いたしております。それから高宮町エコミ

ュージアム川根の施設経費として764万6,000円を計上いたしております。

この主なものについては、指導員の人件費であるとか、電気料、浄化槽

の管理費等の施設の管理経費ということでございます。以上でございま

す。 

○今村委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○亀 岡 委 員  はい、20番。 

○今村委員長  20番、亀岡等君。 

○亀 岡 委 員  葬斎場の予算ですけども、大体一応葬斎場をつくっていくという大

方針によるわけですが、実はこの葬斎場を利用する場合のですね、経費

といいますか、そういうのがまだあまり検討されてないんですよね。運

営形態がどういうふうなことになるのか。現在地域によって、あるいは

集落によって違いはあると思うんですが、これまでの集落葬をやる場合

にですね、現金が50万円～60万円ぐらいかかりようるんじゃないかと思

うんですね。それについては、その集落とか組とかでですね、助け合い

ということで、出費の関係といいますか、お互いがそこに集まってみん

なで葬儀を済ませていくということでありますから、そういうふうなこ

とでお金の方は済んでおるというふうに思うんですけども、これが勢い、

都会型といいますか、今まちの方での葬儀を話に聞くのには、あるいは
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また私たちも関係があってお参りしたりして聞いてみますと、安いとこ

ろで150万とかお金がかかるんよというようなことも聞くんですよね。

実際には葬斎場ができた場合にどれぐらいな葬祭費用で済むのかですね、

そこらのことが基本的には検討されていかないと、できたが、大変費用

がかかると。大きな費用がかかるということになっていったんではです

ね、やねこうても集落葬をやった方がえかったんじゃないかというよう

なことになってもいけないと思うんですよね。そういったことの運びに

ついてはですね、どのように考えておられるのか、そういった点につい

てお伺いします。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  はい。既にご案内いたしておりますように、16年度におきましてい

わゆる葬斎場の基本構想を作成するということで、既に骨格ができあが

りまして、現在、関係しております市民部と詳細について検討を加えて

おるという段階になっております。これが終了いたしましたら、また4

月にもいわゆる施設の大枠の概要等につきましてですね、ご提案を申し

上げる環境になってくるだろうと思います。そこにおきましては、施設

の概算の事業費等も出て参りますので、そういったものを見ていただき

ながら、当然17年度にどのような運営をしていくのか。さらにはその使

用料等がどのようなかたちになっていくのか等々についてご議論をいた

だくというかたちになろうかというふうに考えております。以上であり

ます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○金 行 委 員  委員長。 

○今村委員長  12番、金行哲昭君。 

○金 行 委 員  はい、関連でございます。来年度の予算で600万少々の用地費等々じ

ゃいうて受けたんですが、あれは以前の合併協の時に一応用地は吉田内

とか云々とかいうこともございましたが、いろいろ時代も流れ、様子も

変わってるんですが、そこらの方の考えをお聞きしたいと思います。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  ただ今いろいろご意見があるわけですが、この問題はやっぱり慎重

に検討していかないとですね、広域連合の時から話があって、やったわ

けですが、実際につくったときにどれだけの利用があるかいうことも試

算をしながらですね、慎重に検討するという必要があろうと思います。

施設だけつくりゃあええというものじゃあ、私はないと思います。それ

で、最近聞けば、民間が葬斎場をつくりたいというような話もちょっと

聞いておるわけでございます。これはどうも定かでないというようで、

民間が来てくれれば、これが一番ええと思うんですね。民間が葬斎場を

つくって火葬場だけを市がつくるという方法もあるというように思うわ

けであります。そこらはちょっと模索してみにゃあいけんのじゃないだ

ろうかというように、もう状況はどんどん変わってきておりますので、

そういうことで、今急ぐのは八千代、吉田で非常に火葬場が古くなって
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おって、これだけは何とか早うやらにゃあいけんと、こういう問題があ

りますので、計画を立てながら、このいわゆる採算をどうするか、経営

が本当にうまくいくかという問題もですね、併せて慎重にやっていく必

要があろうと思います。 

いろいろ状況を聞いてみますと、吉田、八千代以外には、やっぱり地

域葬がずっと残っていくんじゃなかろうかと、こういうような話もあり

ますし、強制的に葬斎場に全部来て下さいというわけにもいかんという

問題がありますし、現在のある火葬場が、まだ使える火葬場があると、

こういうようなことも考えながら、私は慎重にやっていく必要があろう

と、このように、基本的にはそういうように考えておりますんで、担当

の方もあまり先へかけっていかんように、我々もブレーキをかけながら

やっていきたいというように思います。 

○金 行 委 員  委員長。 

○今村委員長  12番、金行哲昭君。 

○金 行 委 員  今、市長が思ってのそういうことのご発言だったんですが、この今

いう、予算一応出ておるということで、それを含めて、そこらを認識し

た上でのこの予算なのか、そこらを全然無視したのか、それとも、いや、

無視したんではなかろうが、担当部長、担当部局のご意見をお聞きしま

す。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  まず本予算でありますけども、用地費というように議員ご質問であ

りましたけども、用地費ではございません。一応用地を決定して、当然

不動産鑑定なり、あるいは用地の測量というとこまではやらないと、前

に進まないだろうということの中で、その予算を計上させていただいて

いるということでございます。 

実は、市長が申し上げました民間の動きとしましては、つい最近実は

出てきた情報でございまして、そこらあたり、少し精査をしてみる必要

もあるだろうというふうに考えておりますけども、当然そういう動きが

あるということも、市長の指示のとおりですね、私どもが動いていくと

いう話で進めたいというふうに思っております。 

○亀 岡 委 員  はい、20番。 

○今村委員長  20番、亀岡等君。 

○亀 岡 委 員  市長の方のお考えではですね、慎重だということで私も同感でして、

ちょっと安堵しとるわけですが、特に地域葬をやる場合にですね、やっ

ぱり高齢化が進んでですね、私の知る範囲では、そのところがお互いに

出て行って、助け合いで葬儀を運んでいくという、そういう面が非常に

厳しいんですね。その他のことはですね、ちょっと考えてみまして5、

60万で済めばですね、それでもいいじゃないかというのはあると思うん

ですよね、はっきり。じゃあ、その今慎重な構えでおっていただく中で、

例えば業者による葬儀場ができたとしましてもですね、それらができて

もやはり金が余計かかるようじゃあ、やはり利用者が少ないと思うんで
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すね。じゃあ、これからの地域づくりの面でそういうような葬祭という

か、葬儀をやりゃあいいんかというようなというのもですね、大いに考

えていく必要はあると思うんですよね。私はやっぱりしっかり考えてい

けばですね、集落で4人ぐらい出ればですね、一通りの葬儀はやれるん

だというふうなことも、常に考え、また言ってるんですけども、そこら

のことはこれからですね、しっかり地域の自治を進めていく中で、お互

いに考えていかんにゃいけんのじゃないかというふうに思うんですね。

ここには計上されとる予算を使うとか、使わんとかいうことじゃないん

ですが、やはり前段として今言いますことはですね、当然直面する問題

として真剣に考えていかにゃいけんというふうな思いをしております。

以上です。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○岡 田 委 員  委員長。 

○今村委員長  18番、岡田正信君。 

○岡 田 委 員  そこでですよね、今の測量と土地鑑定というのは、どこをやる気で

おるんか。事はこっちで進みようるんよね。慎重にやる言いながら、も

うそこまで行きようるわけです。ほいで、利用度の問題は、そりゃ八千

代と吉田の関係、火葬場じゃからそこらは施設的にもう古いけえ、なん

かかなり古うて棺桶が入らんいうような話も聞いたんですが、そこだけ

の問題でなしに、全体でやっぱり地にある火葬場で焼いてもらいたいん

じゃという声は多いんですよ。ですから慎重を期すんなら、片や土地の

鑑定までかけるようなことを、今年せにゃあいけんのんか、市長は慎重

にやらにゃあいけんのじゃと。どこの場所を鑑定しようと思うとってん

ですか。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  場所の選定については、議会の皆さんと充分協議をしていかにゃあ

いけんと思います。今までも議会の皆さんといろいろ協議をしてもらっ

た経過があるわけでございます。結局はあっちがええ、こっちがええ、

3つぐらい候補地が出やしましたが、結局は決まらんと、こういうこと

でございまして、場所の決定については議員の皆さんと充分協議をしな

がらですね、やっていかにゃあいけんのじゃないかと、このように思い

ます。場所が決定せにゃあ、測量もできんということでございますので、

そこらを慎重にやらせていただきたいというように思います。 

○熊 高 委 員  委員長、関連。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  第2庁舎等の関係で手順の問題で、いろいろコンペだとか、プロポー

ザルだとかいうて、いろいろもめましたんで、事前に今度は早めに言う

とかんにゃいけんと思いまして、お尋ねするんですが、手順について、

今お話しもあるようでございますけども、そういった流れの中で、今火

葬場とかいうのはＰＦＩとかですね、そういう手法がかなり多いんです
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ね。民間に基本的に建設から運営まで委ねるという方法ですね、そうい

ったお考えの中で、こういったものを進めて行かれる予算なのかどうか、

その点をまず1点お伺いしたいと思います。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  はい。その前に慎重にということの中で、不動産鑑定なり測量がで

すね、費用が上がってるのはいかがなものなんかというご質問でござい

ましたけども、市長が先ほど慎重にというふうな情報の根拠はつい最近

出たもんでありまして、この予算を作成する段階ではですね、そのよう

な情報がなかったということでございますので、当然執行につきまして

は、市長の指示に従いまして、慎重にですね、執り行っていくというこ

との中で、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

また、一方で民間の施設はどうしてもですね、先ほどご質問にもござ

いましたように、常会葬ですと60万であがりますけども、民間の葬儀場

を使ってやるということになりますと150万とか200万とか、そういった

すぐオーダーになりますので、そういった場合にはやはりある意味では

公共での施設ということも求められる可能性もございますので、そうい

った観点でご理解をというふうに思います。 

それからＰＦＩでございますけども、これにつきましては、事業の採

算性の合うところにつきましてはＰＦＩということがあるようでござい

ます。最近の事例ですと呉市がそのような方向で葬斎場を建設するとい

うふうに聞いております。そういうことで、私たちもこのことにつきま

しては、その可能性があるのかどうかというのは新年度入りましたら

早々にも研究して参りたいというふうに考えております。以上でありま

す。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○明 木 委 員  委員長。 

○今村委員長  1番、明木一悦君。 

○明 木 委 員  まず、情報関係なんですけど、情報関係、この3月で広島県北情報セ

ンターが解散されます。あそこでも非常に問題になってたんですけど、

定例会でも話をしたと思いますけど、ソフトの開発そのコストが非常に

かかると。今回の資料を見させていただいてもですね、富士通とＮＴＴ

アクトでしかたね、その辺りの社員が入ってきてですね、それを行なっ

てると。やはりそこでも問題になってたのは、これから先、行政におい

てもですね、ソフトの開発のできる職員を育てていかないといけないと

いうことが問題視されておりました。 

そこで、お尋ねします。今回職員が広島県北情報センターから帰って

きますけど、その扱いとしてはやはりこちらの情報の処理の方へ入って

来るんでしょうか。その辺りでこの予算も計上されてるのかどうか、ま

ずそれをお尋ねします。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 
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○新川総務部長  はい。情報センターの解散という情報につきましては、いろいろ加入

しておりました合併前の4町、吉田町と八千代町を除く4町でですね、加

入をされていたとこでございます。そういう状況の中で、いろいろそう

いう情報、そうした組織の組合の中で、合併前に協議を重ねられ、3月1

日をもって合併をさせていただいたわけでございますが、今までのその

過程の中でですね、職員の技術職の加入の町村の役割といいましょうか、

そういう職員の対応ということで、本市の場合には2名のですね、職員

の受け入れをという予定をしております。本年度におきまして、3月31

日付けということで、解散と同時にですね、採用という状況になろうと

思いますけども、2名のそうしたＳＥといいましょうか、職員をですね、

本市の方に採用するということで、今までの過程のなかは整理をさせて

いただいとるところでございます。以上でございます。 

○熊 高 委 員  委員長、関連。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  44ページで情報関係があったんですが、これは中身よりか現在のこ

の庁舎に電算室がありますよね、これは今後そのスペース的にですね、

問題ないのか、あるいはいろいろ第2庁舎の関係でも出ておりますが、

耐震とかですね、そういったものの対策、そういったものは今後見通し

て充分大丈夫なのか、いうことを併せて聞いておきたいんですが。 

○今村委員長  山縣主幹。 

○山 縣 主 幹  電算室の面積といいますか、容量の問題ですけども、現在の電算室

のマシン室、機械を入れているところの面積はですね、必ず電算の機械

は5年または7年に1回置き換えが必要です。そうしますと、1日にして置

き換えができませんので、古いものを動かしながら新しいものを1年間

かけて両方動かします。このスペースは予定をして、電力の供給、それ

からスペースも全て考えてマシン室をつくっておりますので、現在の市

の業務がいろんなかたちで特段に大きくならない限りはですね、今のス

ペースできちんと運用、転換ができるように考えて、スペースは設計を

していただいて、確保しております。 

それから、耐震については、この庁舎の耐震の基準でやっております

し、それから床には埋め込んで、先ほど言いましたそれぞれのラックの

タワーといいますが、それは全部耐震構造のようにボルト締めで全部し

ておりますので、いわゆるこのビルが倒れるというときはですね、一緒

に倒れるわけですが、一般的な自信には全て対応するように設計してい

ただきました。以上です。 

○熊 高 委 員  委員長、関連。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  この建物が倒れん限り大丈夫だといわれましたが、建物は耐震じゃ

ないんですよね、総務部長。その辺の関係はいかがでしょうか。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 
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○新川総務部長  今、電算の方の主幹の方が対応の方を説明をしましたが、当然5年な

いし、7年のそうした機種変更ということになりませばですね、当然次

の移行業務を停止するということはなりませんので、現状で今は、耐震

装置なりのかたちのなかで、その多少の振動については耐えるだけのも

のは設置しておりますけども、合併前の時の協議の中で、設置させてい

ただいた、これはもう通常の会議室だったわけですね。会議室を間仕切

りして、床ベースを上に上げてですね、そういう装置をしておるという

状況なんで、非常に通常的なことであればですね、慣例的な措置である

というふうに判断しております。当然業務を一時停止しないということ

になれば、今後、新しい庁舎の方にですね、電算室のスペースを耐震装

置の中である程度配置をしていただいて、移行の時の状態の時にですね、

それがスムーズに移行できるような体制の構えというのも必要ではない

かと思っております。業務を中段させないということの移行がですね、

1日ですぐ切り替えられるというような状態が必要なことだろうと思い

ます。当然、新しい庁舎の中にそれだけのスペースの確保というのは必

要になってくるんではなかろうかと思います。以上です。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○川 角 委 員  委員長。 

○今村委員長  6番、川角一郎君。 

○川 角 委 員  さっきですね、葬斎場がいきなりですね、情報へころっと変わった

んでですね、案件を閉めてでなしに、変わったんで、ちょっと出しそび

れたんですが、ちょっと基本的なものを、よう整理せにゃあいけんと思

うんですよね。前にもこの問題については広域の時に全体を見て、ひと

つ高田へつくろうよということになっとるんですね。吉田が古いから、

どこがええからというようなことは、全然その議論になかったろうと思

うんですね。今になってそのことが出るということもおかしいことであ

るし、それから慎重にいかれるんなら充分ええんですが、皆さんの気持

ちでは、箱物については第2庁舎、そして葬斎場については早急に合併

特例債でやるんですよというのは、市長はどこへ行っても言われとるわ

けですよね。それがあんまり今で、こう、後ろへ下がるようなことじゃ

あですね、言われようることとやることがどうも一致しとらんような気

がするんですね。それで、早うしてくれにゃあわしらは間に合わんでと

いうような人も、待ちようる人がたくさんあるんで、それは冗談にして

もですね、やはりそこらをよう整理していかんとですね、皆さんは、は

あそう思いよってのに、この議論の中じゃあだんだん後ろへ下がって、

いつできるやらわからんようなことで、いうようなことじゃあね、非常

にそこらが整合性がないんじゃないかというような気がするんで、やは

り進めるべきなら、どういうふうなかたちをどうなんかというのを、そ

りゃあ慎重にという気持ちは充分わかるんですが、やはり民間を取り入

れるなら、入れる姿勢とか、そこらを具体的にしながら、やはりもとへ

置かんようにするんよと。どれで基本的には全体を見た構想の中で、市
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としての位置付けをするというのをはっきりですね、市長の方じゃあ腹

ん中へ充分持っておっていただくとは思うんですが、あんまりよそへ向

いてフラフラせんように慎重にですね、前向きにひとつ行ってもらわん

と非常にいろんな面で困ってくるんじゃないかというふうに思いますん

で、そこらをどういうように思われるか、お願いします。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  これは広域連合の時からやるということは決まっておりますので、

これは合併しても先ほどのお話しにありますように、第2庁舎・文化ホ

ール、次は葬斎場という手順は、もう決まっておりますので、この手順

が狂うようなことはないと思いますが、つくる内容をですね、どのよう

にするかということは、いろいろ慎重にやらんといけんと思うんですよ

ね。それで、周辺のいろいろ意向を聞いてみると、先ほど来、お話しの

出ておるようでございますが、葬式だけは自分の家でやりたいと。そり

ゃあまあ安う上げるということもありましょうし、そうは言うても講中

もだんだん歳をとってきて、心細うなってきたと。そうすると、葬式だ

けは家でやりたい。それをサポートしてくれる者はおらんだろうかと、

そういうような話がある。そうするといずれにしても火葬場は新しいと

こへ運ばにゃあいけんと、こういうことになりますんで、火葬場そのも

のは、やっぱり必要だろうと思います。葬式をそいじゃあ火葬場へ併設

の葬斎場へ全員が来るかどうかいうのは、ちょっと調べてみにゃあね、

私は非常に難しい問題が出るんじゃないかと思うんです。ですから、そ

こらを慎重にやっていかにゃあいけんということだろうと思います。 

民間の葬斎場という話もちょっと私どもの耳に入ったんで、やっぱり

民間が来るということになるとですね、どれだけの需要があるかという

ことを、やっぱり民間は先に計算しますんで、依然として講中葬がまだ

まだ続くいうことになると、そいじゃあ葬斎場へ来てはないと。火葬場

だけは使いますが、そういう問題もあるんでですね、あこらが研究すり

ゃあするほどですね、いろいろな問題が出てきますんで、いずれにして

も火葬場は早く対応せにゃあいけんと。で、葬斎場を併設するのをどの

ようにするかというのは慎重にやっていかにゃあいけんのじゃないかと

いう気がしますし、民間がそれをやってくれりゃあ、なお、一番ええと、

こういうことになろうかと思います。 

今から議員の皆さんともいろいろ論議をしていきたいというように思

いますんで、第2庁舎・文化ホールの轍を踏まんように、議員さんと充

分話を詰めていきたいというように思いますんで、ひとつよろしくお願

いします。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  他なのを言ってもいいんですね。 
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○今村委員長  どうぞ。 

○熊 高 委 員  はい。43ページの交通対策費、先ほど内容は今までの委託費という

んですかね、そういうものが主体だということですが、今年度調査をす

るという方向でありますよね。新しいシステムを。そこらの予算もこの

中に入っとるんかどうか。入っとるんであればどのくらいにみてあるん

かというところをお聞きしたいと思います。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  はい。先日、生活交通の確保対策につきましては、その計画書を議

会の方にもご説明申し上げましたけども、これを今年度具体化するとい

うかたちになります。特に、乗り合いタクシー等につきましてはですね、

これは実はタクシーへの委託料で、経費が当然要るわけでございますけ

ども、ここらあたりについては実はまだ計上させていただいておりませ

ん。申し上げますのも、どれだけの需要があるのか。そのことによって

タクシーの事業者にどのようなお願いをせにゃあいけんのんかというふ

うな具体的なところにまだ着手をしておりませんので、したがいまして、

そこらの試算が全くできてないというとこがございまして、その分につ

いては計上してないということであります。一応、市長の指示は、｢早

期に試行に入ってみろ｣と、こういうようなご指示もいただいておりま

すので、当然近々にもタクシー事業者さんとも集まっていただきまして、

どのような経費がかかってくるのか等々の問題について、議論をさせて

いただく場を早急に設けて参りたいと、このように思っています。 

その結果を見させていただきまして、補正なりでお願いをしていくと

いうかたちで、対応させていただければというように思っておるとこで

あります。 

それから、バスの関係でございますけども、これにつきましては10月

1日から9月30日までの周期のものが、いわゆる当該年度、例えば17年度

の予算でありますと、16年の10月1日から17年の9月30日までの間の経費

が、17年度の予算の方に上がってくるということでございますので、こ

れにつきましては、若干の合理化効果は見込みをさせていただいており

ますけども、その時には前年と同様の、やはり経費を見込むというかた

ちでございます。 

現在の段階では、計画書の中でも申し上げましたように、17年の前半

で準備をさせていただきまして、できましたら11月の1日から新しいシ

ステムでと、こういうように考えておりますので、それに関わります経

費につきましては、17年度で具体的に上がってくるというふうに考えて

おります。以上であります。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  45ページの第2庁舎の関係ですが、市長がねぎらいの言葉を言ってい

ただきましたが、この20億あまりの今年度の予算ですけども、総額40億
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あまりというかたちですが、今年度20億の計上の予算の中身、根拠とい

いますか、それを少し大ざっぱでいいですから、説明していただきたい

と思います。 

○武岡企画課長  委員長。 

○今村委員長  武岡企画課長。 

○武岡企画課長  現在、第2庁舎の特別委員会でいろいろなご協議をいただいているわ

けでございますが、一応、当初私どもの予算編成時におきますところの

予定でございます。若干コンペにつきましても遅れて参っておりますが、

当初の計画でございますと、早い段階、いわゆる7月段階あたりでです

ね、実施設計に具体的に入っていきたいと。それで、概ね事業費規模か

らいきますと、5ヵ月程度は要すると。そうなりますと年度、12月の終

わりの段階ぐらいにですね、実は発注になるんじゃなかろうかというふ

うに、今の段階では思っております。それで、当然、18年度にかけて、

この事業を完成をさせていきたいと、今現在では思っておるところでご

ざいますが、一応全体契約、約40億といたしますと、その4割程度はで

すね、前払い金ということでの支出ということになります。そうします

と、約16億ばかりがですね、前払い金としての支出になりまして、残る

3ヵ月、1月、2月、3月でですね、施行いたす部分について約4億をです

ね、見込んでおるということで、約20億の予算執行が現段階では可能で

はないかというふうに考えておるとこでございます。以上でございます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  89ページの普通財産取得費の関係ですが、説明では八千代町フォル

テの購入の償還というふうなことで説明がありましたが、この今後の償

還に関わる最終的な年度とかですね、残額とか、そういったものをお知

らせ願いたいと思います。 

○武岡企画課長  委員長。 

○今村委員長  武岡企画課長。 

○武岡企画課長  議員、今八千代フォルテとおっしゃっていただきましたが、これにつ

きましては八千代町の開発公社が用地のですね、取得の業務を持ってお

りましたんで、旧八千代町の公共用地として取得された部分についての

償還を行なっておるというとこでございます。それに対する八千代開発

公社の方へですね、取得しておりますんで、それの償還に対する資金を、

市の方が支出をするというものでございます。 

具体的にはですね、八千代町の上根、平成7年に雑種地7,284平方メー

トルを取得されとります。これの取得に関する元金なり利子、要するに

償還に必要な資金でございますが、約4億4,800万円でございます。この

内、17年度に償還をするものが約6,800万円でございます。それと、八

千代町の土師ダムの下流でございますが、土師公園用地ということでで

すね、平成12年に取得をいたしておりますが、これが同じく雑種地で1
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万2,306平方メートル、元金利子を含めまして1億250万円ばかりの取得

費用となっております。これの償還が17年度約1,225万6,155円というこ

とになっております。 

今後の償還の残ということでございますが、今年度、先ほど申し上げ

ました上根の当時舟券の用地ということでですね、舟券売り場というこ

とでですね、計画があったようでございますが、これの償還が一応17年

度をもって終わります。したがいまして、今後残るのはですね、先ほど

言いました下土師公園広場ということで、これが年間1,140万円という

ことで、残る3,420万円が残ります。 

それと平成2年にですね、ダムの上流にテニスコートがございますが、

ここを約1,000万ばかりかけて整備をされております。これの償還が年

間約66万6,000円ということで、最終的にはですね、平成20年には、来

年度以降ですね、大体20年度までは1,220万ばかりの償還でございます。

21年からは66万円になって、最終的には22年度で完了という予定になっ

ております。以上でございます。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  これは大体償還についてはわかりましたが、その現状の活用状況と

いうのは、また違う部門なんですかね。この場で聞くことができればそ

の状況についてお聞かせ願いたいと思います。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  はい。下土師の土地につきましては、農畜産物の加工処理施設とい

うことで、そこの事業用地ということでの活用を考えております。それ

から上根の旧舟券売り場という予定地につきましては、現在公園みたい

なかたちで整備をされておりますので、周辺のそういった住民の方の利

用をされてるんだろうというふうに把握をしています。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○明 木 委 員  委員長。 

○今村委員長  1番、明木一悦君。 

○明 木 委 員  別件なんですけど、44ページ。市長は常に協働のまちづくりという

ことで、自治振興課、地域振興に力を入れて来られていると思うんです

けど、今回ですね、地域振興支援費の方がですね、昨年に比べて減にな

っているわけですよね。このあたり、やはり人輝く安芸高田の協働のま

ちづくりのもとにおいてですね、やはりこの辺はしっかりと予算を取っ

ていくべきだと思うんですけど、厳しい状況にあるのはよくわかります。

ただ、その辺やはりしっかりと取っていただく必要があると思っており

ます。この中身についてですね、もう少し詳細に教えていただきたいと

いうことと、一問一答ですかね。じゃあ、まずそれをお願いします。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○今村委員長  市長、答弁を願います。 
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○児 玉 市 長  私が自治振興支援費について聞いておるのは、去年も今年も400万円

の基本を各町6つのもとの町がありますんで、2,400万。それから、ユニ

ークな活動をしたものに300万円、各町、これがサブロク1,800万。これ

は去年も今年も変わっておらないわけでございます。変わったとすりゃ

あ、ちょっと担当課長の方から説明させていただきますんで。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○今村委員長  小田自治振興課長。 

○小田自治振興課長  地域振興支援費の昨年に比べての減額の主な理由でございますが、

これにつきましては、昨年にレインボーファーム、高宮町原田にござい

ますレインボーファームという農産加工施設の運営経費が、この地域振

興支援費の中に含まれておりました。本年度につきましては、これはレ

インボーファームの経費につきましては、産業振興部の方へ移管されて

おります。これが600万少しありますけども、これが減額になっており

ます。これが大きくこれにあたっていると考えております。あとの費用

的なもの、それぞれ2,400万円の活動助成金、1,800万円の助成金につい

ては昨年同様に計上させていただいております。ただ、地域の祭りとい

う補助金でございますが、補助金につきましては、1割減というかたち

で計上をさせていただいとるということでございます。よろしくお願い

します。 

○明 木 委 員  委員長。 

○今村委員長  1番、明木一悦君。 

○明 木 委 員  はい。続きまして44ページ、同じくその下のですね、外郭団体補助

金の補助費ということでですね、出されてます。先ほど神楽門前湯治村、

道の駅、サイクリングターミナル、地域振興事業団等いうふうにありま

したけど、これについてですね、もう少し詳しい内訳、できればですね、

資料を提出いただければと思います。これはなぜかと言いますと、前回

のですね、昨年になるわけですけど、質問させていただいたときに、や

はり官指定ということで出している以上、事業報告等の計画を立って事

業報告をして挙げた上で、これの補助金等を精査するということがあり

まして、それは今後行なっていくという答弁をいただいております。今

回もそれに基づいてこれを決められたんだと思うんですけど、そのため

につくられた資料等があると思っていますんで、できればそれの資料を

提出していただくことを、その内訳ですね、それをいただければと思い

ます。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  検討しました資料につきましては、整理をしまして後日お配りをさ

せていただきたいと思うんですが、よろしゅうございますか。 

○今村委員長  いいですか。 

○明 木 委 員  はい。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 
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○藤 井 委 員  委員長。 

○今村委員長  21番、藤井昌之君。 

○藤 井 委 員  お伺いいたします。41ページのですね、財産管理費の中で、基幹集

会所管理費、この予算が上がっておりますけども、この中で高宮町の

佐々部野部地区ですか、小規模集会所のいわゆる補助金要綱に基づいて、

この予算300万が先ほどご説明があったと思いますけども、この要綱に

つきましては新築、また増改築等におきましてもですね、事業費の2分

の1の上限で300万までということになってると思いますけれども、この

地域の300万の補助については、新築であるのか、増改築であるのか、

この点についてお伺いをしたいと思います。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○今村委員長  小田自治振興課長。 

○小田自治振興課長  お答えをいたします。現在、野部地域の方から申請をいただいとる

ものにつきましては、新築ということでお伺いをしております。 

○藤 井 委 員  委員長。 

○今村委員長  21番、藤井昌之君。 

○藤 井 委 員  先ほどから葬斎場の件につきましてもですね、いろいろ議論がされ

ておりますけども、この小規模集会所につきましては各地域でいわゆる

葬儀の場としても活用されてる部分があるわけですね。今、高宮町にお

きましては、この新築で300万の補助を受けて、あと残りの事業費につ

いては地域の皆さんである程度負担をされて小規模集会所の設置という

かたちになろうかと思います。 

ただ、私の聞き及んでおるところによりますとですね、この旧吉田、

いわゆる町中にですね、いわゆる集会所がないという地域がございまし

てですね、これも児玉市長が協働のまちづくりということで、地域振興

会のこれからの充実ということを言われているわけでございますが、こ

の地域の小規模集会所につきましても、この自治振興会の関わりという

ものは私は大変大きなものがあろうかと思うんですね。そういった中で、

例えば遊んでる田んぼがあるので、ここは地域に提供するからというこ

とで、ある程度の負担金を出し合って集会所をつくるという地域がほと

んどであったと思うんですよね。我々の地域もそうであります。しかし、

旧吉田の地域にとってみますとですね、この用地の確保そのもの自体が

大変厳しい、また用地費がかなり莫大な費用がかかってくる、そういう

ことがあるわけなんですね。ない地域につきましては、いわゆる公共施

設等もいわゆる使用料を払って借りているという状況でございます。こ

ういった観点からみますとですね、私はこの小規模集会所の補助金交付

要綱を見ましてもですね、上限300万という補助金要綱があるわけでご

ざいますけども、例えばそういった地域においてもですね、公共施設を

借り入れる時に、普通でしたら大体1,500円ぐらいの使用料、プラス夏

場、冬場になりますと冷暖房費がかかりますので、その分が1,500円で

すか、トータル3,000円ぐらいかかるわけですね。しかし、年間にそう
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いった施設を利用して地域の集会をするというのも、月に1遍ある、な

しという状況になると思うんですよね。そうなると、いわゆる300万の

補助を出すよりもそういった地域に対してはですね、ある程度公共施設

等の使用料免除というかたちにすればですね、極端に言えば、年間に10

回使ってもですね、冷暖房費含めてもですよ、3,000円ということにな

ると年間3万円。300万使おう思うたら、100年ですか、ここまでかかる

わけですよね。そういったことも含めてですね、自治振興会のこれから

の方向性というんですか、こういった地域もありますよということで、

方向性を聞かせていただければと思うんですけれども。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  ご指摘の吉田地域の状況を少し調べさせていただきました。ご指摘

のとおり、実は集会所がない地域がございます。集会所がある地域も、

いわゆる地区集会所というかたちで7ヵ所ございまして、これは公共で

つくったものを使っていらっしゃるようでございます。ないところが、

それ以外のところがほとんどないということの中で、実態を私ども見さ

せていただきますと、公民館であったり、または隣保管であったり、歴

史民俗資料館であったり、近くのそういった公共施設を無料で使ってい

ただいてるというのが実態とすればそのようなかたちになっております。

その他にも例えば民間の空き店舗をですね、好意によって安く借られて、

それを一部改修されて使ってらっしゃるとか、または神社のもとの社務

所ですかね、そういったところを改造されているとかですね、いうふう

なかたちで、一応民家を使っているというのは数地区だろうというふう

に思いますけども、そのようなそれぞれの工夫をして使っていただいて

いるというふうなかたちになっています。 

そういう状況の中で、これから地区集会所があったり、近くにそうい

った公民館等の公共の施設等があって、無料で使っているというところ

意外のところで、どのようなかたちを取っていくのかということについ

ては、これから少し検討させていただければというふうに思いますので、

しばらく時間をですね、いただきたいというふうに思います。 

○藤 井 委 員  委員長。 

○今村委員長  続いて、藤井昌之君。 

○藤 井 委 員  もう1点、お伺いしたいと思います。第2庁舎・総合文化福祉施設整

備事業ということで、これは議会においても特別委員会を設置してされ

ているところでございますので、そのことには触れないでおきたいと思

います。しかし、この、先ほどからもスケジュール等が出ておりますけ

ども、いわゆるこの庁舎建設につきましては、現在の公民館、管財課、

その2階にあります吉田町のコミュニティ、この施設を解体してですね、

この位置へ第2庁舎と文化ホール、複合的な施設を建設するということ

でございます。しかし、今公民館、吉田コミュニティでですね、この吉

田地域の生涯学習なり公民館活動というものが活発に行なわれているわ
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けでございます。その代替施設というお話しもございましたけども、こ

こらあたりの代替施設の方向性というのは、もうきちっとできているの

かどうか、ここの件についてお伺いしたいと思います。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○今村委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  特に一番深刻な問題は、議員ご指摘のとおり公民館なりコミュニテ

ィセンターの2階をお使いの住民の皆さんの問題だろうというふうに思

います。公民館の2階も大体300から400ぐらいの収容のある施設、それ

がなくなるということでございますので、住民の皆さんにとってはやは

りその代替をどうするのかというのは大きな課題だというふうに私たち

も認識をしております。したがいまして、この第2庁舎・文化ホール保

健福祉施設の整備につきましては、プロジェクトチームを組んでおると

いうふうに申し上げましたけども、この公民館等の代替につきましては、

教育委員会の社会教育課の方で、いわゆる代替施設を責任をもって確保

するというかたちで、現在取り組みをしていただいておりますので、そ

の解体という時期までには連携を持たせていただきまして、必ず確保し

ていきたいと。だた、近隣の公共施設等に見ましても、ホールでありま

す300から400入るという施設はございませんので、そういった意味では

ご不自由をおかけするというふうに思いますけども、その部分につきま

してはご理解をいただきたいというふうに思っております。以上であり

ます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

          〔質疑なし〕 

         質疑なしと認めます。 

         これをもって質疑を終了いたします。 

         以上で、自治振興部に関わる案件については終了をいたします。 

         暫時休憩といたします。それでは再開は6時30分より行ないます。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後６時１０分 休憩 

午後６時３０分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○今村委員長  それでは、休憩を閉じて再開といたします。 

続いて、議案第3号、財産の取得についての件を議題といたします。 

執行部より説明を求めます。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい、議案第3号につきまして、ご説明をさせていただきます。当議

案につきましては、議決に付すべき契約の財産の取得または処分に関す

る条例第3条に基づきまして、次の財産を取得することについて、議会

の議決を求めるものでございます。 

財産につきましては、安芸高田市の吉田町常友1564番地の2、現在、
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産業振興部が事務を執っているとこでございます。旧広島県の芸北地域

事務所の吉田第2分庁舎ということになっております。建物としまして、

本館鉄筋コンクリート造の3階建て、延べ床面積1,410.66平方メートル、

付属施設といたしましては鉄骨造の平屋建て、一部2階建て、駐車場と、

また駐輪場、延べ床面積269.93平方メートルということでございます。

取得価格につきましては、2,778万3,466円、契約の相手方につきまして

は、広島県知事藤田雄山でございます。 

お手元の方に今朝ほど資料を配付をさせていただいております。第1

分庁舎の概要につきましては、今ご説明させていただいたとおりでござ

います。2枚目を見ていただきたいわけでございますが、位置につきま

しては、そこに第1分庁舎敷地ということで、公簿上の面積等も掲げて

おります。この部分的なところがですね、現在の市有地の旧吉田町所有

地でありますが、市有地になっているとこでございます。 

次に、もう1枚はぐっていただきたいと思いますけども、1階部分の第

1分庁舎の1階の平面図でございます。非常にここの施設につきましては、

玄関から入りまして以前は可部福祉事務所吉田相談室というのが入った

ら右にございます。また、相談室が2つございまして、2ヵ所、右側のス

ペースが相談室と福祉事務所の吉田相談室。それと一番右側にあります

のが、可部保健所の吉田ステーションという状況になっております。そ

ういうスペース部分と、その保健所等の真向かいに、防災無線室、また

和室の8畳がございます。このことにつきましては、以前は祝日直完備

という状況の中でですね、実施を現在でもされておるという状況でござ

います。後は、便所、また身体障害者、男子便所、エレベーターの施設

でございます。正面から入りまして左側でございます。この左側部分に

つきましては、ご承知いただいておりますように、会議室がございます。

会議室のスペースの方がそこに記述してあるとおりでございます。幅、

長さが約15メーターに7.7メーターぐらいの幅があるんではなかろうか

と思っております。あとにつきましては、階段部分と、また裏の駐輪場

の方に出てるようなスペースになっております。 

次に2階の平面図でございます。2階の平面図につきましては、階段か

ら上がりまして、現在県の方の農村整備事業所の方がここの方に入って

おります。そういう倉庫なり、またコピー室、製図室、高田地方農村整

備事業所の事務所スペースがですね、ここに現状の現在こういう配列で

事務を執っておる状況でございます。また、所長室また入札室という状

況を持っております。この裏には、災害宿直室ということで、ここの12

畳の和室を完備しております。あとにつきましては、事務所の近くには

更衣室と倉庫という部分をつくっております。 

次に3階部分の平面図でございますが、このスペースがですね、現在

産業振興部の方が事務を執らせていただいとるとこでございます。吉田

地域農業改良普及所のセンターであったとこをですね、事務として使っ

ております。現在この利用体系につきましてはですね、吉田地域農業改
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良普及所のセンターのこうした机を3列ほど並べております。それと、

資料室とＯＡ機器兼コピー室、これにつきましてはですね、ここのスペ

ースを事務所にして、オープンスペースにしております。このパーテー

ションをですね、取り外しをさせていただいております。 

次に、所長室とありますのも、ここは通常のスペースの会議ができる

ようなスペースで現在ここの利用をさせていただいております。その右

側の生活改善実習室なんですが、これは現在農業委員会事務局等がです

ね、ここの方に入らせていただいて、スペースを取らせていただいとる

という状況でございます。一番右側の土壌等相談室というのがあるわけ

ですが、ここに2脚ほど台がありますが、ここが土壌診断をやってた台

でありますが、これは取り除かしていただいてですね、そのほとりにも

ドラフトチャンバーいうものの納品等を実施しておりますけども、この

スペースも全部取り除いております。取り除いてここのスペースはです

ね、会議室に現在使用いたしております。それと、その前の吹き抜けと、

その右にあります書庫、倉庫、それは充分ですね、使えるような状況も

ございます。いろいろ現状の3階部分につきましてはですね、多少改修

を重ねさせていただいて、現在利用をさせていただいとるとこでござい

ます。 

3月末までにはですね、ここの2階部分によります高田地方整備事業所

の事務所につきましては、現在、先ほどもいろいろ公民館のそうした解

体という状況の中で、いろんなあらゆる施設等の関わりの中で、現在自

治振興部の入っておるプレハブというのは、工事期間中はですね、裏か

ら入らないとどうにもならないと思いますので、取り壊しをしなくては

ならないと思っております。その部分を取り壊し、また小さな建物もあ

るわけですが、そういう建物も取り壊しますし、公民館に入っておりま

す教育委員会については、また事務所も確保しなくてはなりません。そ

れと、管財課が1階部分に入っておりますけども、そういうところもで

すね、ある程度確保していかなくてはならない。基本的にはこの2階部

分をですね、そうした利用面の一時の事務所というかたちのものがです

ね、今、計画をさせていただかなくてはならないんかなというように思

っております。基本の考え方、その概要につきましては、以上でござい

ます。 

今後の利用ということにつきましては、先日もいろいろのかたちの中

でご協議を重ねていただいとるとおりでございます。また、予算の関連

でございますので、第3分庁舎の関連についてですね、補足の説明をさ

せていただきたいと思っております。 

財産の名称につきましては、1枚目をお願いしたいんですが、財産の

名称にいたしましては、もとの可部農林事務所の高田地方農村整備事業

所、現在教育委員会が事務所に入っているとこでございます。吉田の

3669番地の2の太郎丸地域でございますが、財産の概要につきましては

宅地が1,971.69平米ございます。木造瓦2階建てでございます。1階、ま
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た1階スペースが725.84平米、また講堂が175.94平米、その他の車庫等

が140.20平米、県の売払い希望価格については800万円の金額でござい

ます。 

また、1枚を裏になると思いますけども、第1分庁舎の平面の跡地に、

一番最後に第3分庁舎の位置図ということで掲げさせていただいており

ますが、旧稲田橋を渡り、渡る寸前で左側に入らせていただき、第3分

庁舎の敷地の概要でございます。 

続きまして、施設の位置図でございますが、そこの1,900平米の位置

図の中にはそこの本館とその他の建物というのが、今車庫になっており

ます。車庫と自転車置場になっております。それと、玄関に入りますと

右側に講堂というのがありますが、ここの中のＢという枠にはですね、

旧吉田町の現在あゆみグループということで、加工生産組合の女性グル

ープがございます。そこでですね、餅とか、いろんな特産品の加工をさ

せていただき、産直市の方へ出荷されておるという状況に、ここにＢの

一角にはですね、そういうものを旧吉田町の方で、建設を今現在し、現

在も利用していただいとると。また、講堂というとこには、旧吉田町に

甲冑がですね、150体あります。甲冑と言いまして、鎧ですね。毛利500

年祭の時にですね、いろんな角度の中でそういうかたちのものを整備さ

せていただきましたが、そういう甲冑が150体あるということで、ここ

で管理をさせていただいとる状況でございます。平面的には現在、教育

委員会が利用させていただいとるとこにおきましては、1階の平面図に

そこに掲げておりますように、生涯学習課なり倉庫なり、教育長なり、

教育総務課、また2階部分につきましては学校教育課、倉庫、会議室と

いう、現在利用をさせていただいとるとこでございます。 

関連的には議案第3号との関連ですが、予算的な関連でですね、今2ヵ

所の県有財産の売り払いを受けるということで、この資料を添付させて

いただいております。以上で、要点の説明を終わります。よろしくお願

いをいたします。 

○今村委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

          〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

○明 木 委 員  委員長。 

○今村委員長  1番、明木一悦君。 

○明 木 委 員  先日もですね、同僚議員の方からですね、質問があったと思うんで

すけど、今、仮の利用としてですね、こちらの第2庁舎を建てるまでの

公民館を解体した後、管財課等、2階にですね、使用するというのがあ

りましたけど、将来的にですね、どのような利用を考えられているのか、

具体的にどのように出されてるのか、まずそれをお聞きしたいと思いま

す。なぜかと言いますとですね、やはり遊休財産として市内にはたくさ

ん建物等、あると思います。それらもやはりですね、精査した上、やは

りどのように将来的にそれらをですね、建設計画の中で視野に入れて、
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将来的な利用をですね、考えた上でこれを購入されたかということが問

われるんじゃないかと思います。そのためには、やはりそれらの検討結

果等もですね、出していただく必要があるのかなというふうに考えるん

ですけど、その前にですね、先日から質問が出てますけど、今日その回

答がいただけるものと思ってましたんで、まず具体的にどのようにそれ

を使用されるのか、ご回答いただけますか。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  先日来からもですね、いろんな角度の中でご説明をさせていただいて

おります。当然、この財産につきましてもですね、説明の中にも実施を

させていただいておりますが、現在、もう仮的ではありますけども、現

実的に産業振興部、また自治振興部等もですね、当然一時的には入って

おかないと庁舎の建設までにもですね、入居する場所が今ないわけです。

当然、工事中のこともございますし、そういう状況の中でですね、一時

的にここに入居させていただく。今後におきましては総合的な角度の中

でですね、今回こうした財産のですね、購入と申しますのは、将来ある

べき姿と言いますのは、現在第2庁舎、第2ホールの中でですね、いろい

ろご審議をいただいとるとこでございます。そういう状況の中とあわさ

せていただいてですね、いろんな角度の中で充分検討させていただかな

くてはならないんではなかろうかと思っております。そういう状況の中

で、県の方との部局間は違いますけども、財源の確保につきましてはで

すね、我々も充分県の方と協議を重ねさせていただいてですね、合併交

付金の使途について、全面的な協力を得たという状況にございます。今

後のそうした利用というのはですね、この庁舎も含み、またこの庁舎が

何年までかという状況もございますし、そこらのこというのは、第2庁

舎に対する方の建設計画の理論になってくるんじゃなかろうかなという

ような思いがしておりますので、今後大きな課題としてですね、ここの

施設の利用というのは十分検討を重ねて参りたいというように思ってお

ります。以上でございます。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  総務部長の方から今ご答弁いただいたように、今後、使用について

の方向というのはいろんな場面で検討するんだということですから、当

然、第2庁舎のいろんな検討する場面においてですね、そういったもの

も協議をしていくんだという意味合いで、私は受け止めさせていただい

たんで、そういった方向でいいのかどうかということと、せっかく今日、

併せて第3分庁舎というんですか、あれも出ておりますんで、この間休

憩中だったと思うんですが、800万で買って、いろんな流れの中で吉田

病院あたりが使うんじゃないかなというふうなことも、市長も言いにく

い中で、かなり突っ込んだ話もしていただきましたけども、買うたんよ
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りか、高う売るんだというようなことも言っておられましたが、しっか

りそういった方向で、第3分庁舎についてはですね、活用もされるんだ

ということだと思うんですが、そこらの確認をしておかんにゃいけんの

で、この委員会の中でひとつ確認をお願いしたいと思います。 

それともう1つ、第2分庁舎の備品がそれぞれあろうと思うんですよね。

これはお土産で置いて行ってもらうんでしょうか、それとも持って帰っ

てんでしょうか。3点、お伺いしておきます。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○今村委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  教育委員会が今入っておるところについては、約2反、面積があるわ

けでございます。先般も個人的な意見ということで、申し上げたんです

が、まず、すぐ利用するとすれば、あそこは吉田病院が非常に駐車場が

のうて困っとると。会議のたびに何とかならんだろうかというような話

も出ておるわけで、あそこは小さい50センチぐらいの溝がありますんで、

向こう側にもう吉田病院の駐車場がありますんで、あこを渡りゃあ、ち

ょうどカットになっとりますんで、これは私はすぐ利用価値があると思

いますんで、吉田病院も大変喜ぶということで、地域病院を支援すると

いう意味からは、そういう方法も1つの方法じゃないだろうかと、この

ように考えておりますし、少々、こっちが儲けてでも、向こうへ渡す方

が、私はあるというように考えております。 

今、産業部が入っておるところもですね、庁舎の検討の中で、また検

討してもらって、やはり将来を見ても耐震の建物でございますし、

2,700万というのは、土地の下が市有地であるんで、買い物じゃなかろ

うかと、このように思いますんで、利用方法というのは、いろいろ方法

は、私は考えられるというように思いますんで、今後利用方法について

も、また、議会の皆さんと一緒に話を詰めていけばというように思いま

す。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  続いて、新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。現在、農村整備所が2階部分に入っておりますけども、話に聞

きませば、全備品はですね、可部の支局の方にですね、搬送するような

計画でございます。当然、今のおります事務担当者がですね、事務所の

移動だけでありますんで、それは移転をする。ただし、倉庫のですね、

棚とか、一部的には1階スペースのどういうんでしょうか、会議用の事

務机とか、そういうことについてはですね、また今後協議を重ねさせて

いただきたいということをですね、県の方からも受けておりますんで、

それはまだ問題点については残っておるわけですけども、今の2,778万

3,000円の中にはその備品は入っておりませんので、今後の調整項目の

中でですね、県の方との打ち合わせをさせてもらいたいと思っておりま

す。 

基本的には、もう20日、25日ぐらいまでにはですね、きれいに中をし
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たいという考え方で、県の方の事業所の方は動いておりますんで、そう

大きな備品はですね、残らないんではないかと思っております。以上で

ございます。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  はい。市長の答弁で大体の方向というのも理解させていただきまし

たし、当然そういった方向がしっかりと示された段階ではですね、ある

程度買い物としては、ずっと言われていますように、有利な買い物かな

という気がしておりますんで、そういう検討をしっかりするということ

であれば、あとは理解できるんかなという話しは、個人的には思います。 

ただ、備品については、人がおるところは当然、備品もついて行くん

でしょうけども、例えば下の会議室あたりですね、そこの机もとりあえ

ずなくなりゃあ市で買わにゃあいけんということで、話をええがにまと

めるんですから、しっかり交渉して下さい。以上です。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○青 原 委 員  委員長。 

○今村委員長  11番、青原敏治君。 

○青 原 委 員  今、市長さん並びに部長さんの話で、大方理解をさせていただきま

した。ただ、今回も唐突にこういう話が出てきたという中で、これと同

じような物件が市内にもあるんじゃなかろうかというふうな思いがしま

すんで、そこらあたりの精査をしていただいて、もしあれば、資料とし

て提供していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○新川総務部長  委員長。 

○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。現在、国有財産であります法務局の跡地がですね、またござい

ます。この関係はですね、そこの建物の底地が、半分が市有地で、半分

が国有地になっております。この建物はですね、非常に今、非常に外か

ら見ると登記簿謄本が入っているというスペースでありますんで、入っ

た玄関の左側、全部1階も2階も全部書庫になっております。それで、シ

ャッターを開ければですね、普通の窓が出て、通常のスペース的な事務

もできるような対応にもなっておりますけども、国が今、法務局の所管

でなっておりますけども、登記簿謄本の保存をするだけのですね、施設

の耐火といいましょうか、そういうものについては耐えうるものだとい

う状況だけは我々聞かせてもらっておりますが、また国の方も国有財産

の処分ということの中で、またこれも底地が市有地ということの中でで

すね、また事前の協議があるんではなかろうかと思っております。 

それと、旧資料館の近くに裁判所の跡地がありましたが、そこもどう

かということでありましたが、そこの土地についてはですね、ある程度、

今、打診が来ております。 

それともう1点、吉田土木のとこに検察庁の跡地が、2階がちょっと登

りで上がるところに検察庁の跡地があったんですが、ここもどうかとい
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うような話も来ております。ただ、場所、場所によってですね、利用等

も充分検討しなくちゃなりませんし、そういうとこについてはですね、

今後も充分協議を重ねて行かなくてはなりませんし、現在、今の教育委

員会部局がですね、入るとこのある程度のスペース等も考えております

けども、いろんな角度の中で買う条件ならというようなことがですね、

非常に国の措置が出てきております。そういうところの今の食糧事務所

の跡地ですね、これも。それとか、中電の営業所がありましたけども、

その過程の中でも借りる過程の中から、その当時はまた市の方でも買収

をという状況の方もですね、お聞かせを願っておりますが、まだそうい

う段階の方がまだちょっと整理がですね、重ねさせてもらわないと、極

端にどうこうという、財源の方も要りますんで、非常にそこらのところ

は今後の課題としてですね、整理をさせていただきたいと思います。 

○亀 岡 委 員  委員長。 

○今村委員長  20番、亀岡等君。 

○亀 岡 委 員  総務部長さんの不動産屋も負けるような物件の紹介がございました。

大変詳しいお話しをいただいたんですが、第1分庁舎の方についてはで

すね、本当に耐震構造でもありますし、また、合併交付金の100％運用

といいますか、そういった点にですね、財政的にも大変効果のある物件

だと思うんですね。言うまでもなく、第2庁舎・文化保健施設の建設に

ついても、そこにひとつ第1分庁舎があるという視点、観点を持ってで

すね、より深く、幅広くという、いろんにも考えていただく、限られた

スペースの中でそういうことが充分考えていただけるんで、設計を運ん

でいただく上にも、コンペへかけていただく上でもですね、事業設計を

考えていただく事業度の高い設計もそれによって実現していくと思うん

ですね。非常に、いいことだというふうに思います。議員各位の賢明な

お考えが一致してですね、大変嬉しいことと思います。以上です。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  亀岡委員さんがまとめをされたんで、第2庁舎関係はスムースに亀岡

議員は進めて行かれるんで、非常にいい流れになっておりますけども、

総務部長、今、青原議員に答えられた関係で、吉田町のことしか頭にな

いんかなと、今青原議員と言いよったんですが、各旧町にはそういった

施設もあるんじゃないかなということで、やはりそこらも含めて可能性

があるところはですね、しっかり早く把握をしていただいて、旧吉田の

今言われた部分もありますから、やっぱり早め早めに全体の姿を把握し

ていただいて、やっぱり議会に出していただいて、早め早めの手当をし

ていただくことが、議論がスムースになるんじゃないかなという気がし

ますんで、そこらを早急に出していただくようなですね、方向でご検討

いただけるかどうか、答弁をいただきたいと思います。 

○新川総務部長  委員長。 
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○今村委員長  新川総務部長。 

○新川総務部長  はい。基本的に現在、国ないし県もですね、そうしたかたちの中でも

財産的なかたち、当然事務所があったものをですね、その事務所が統廃

合によりましてなくなったという過程の中で、旧吉田町内にありました

公共施設というものがですね、そういう処分に関わる事前のですね、協

議がされてきているのが現実だろうと思っております。ただ、あるから

買うという状況ではですね、なかなか難しいこともございますので、先

日来からありましたように、高田市内のエリアの中の財産の管理面につ

きましてもですね、もう少し時間をいただいて、適正な管理もしなくて

はなりませんし、もはやまた処分もしなくちゃなりませんし、そういう

かたちの中でですね、この1年の状況の中で整理をさせていただかなく

ては難しいかなというような思いもしております。 

当然、購入ということになりませば、金額的なこともございますし、

現在では非常にどういうんですか、産業廃棄物の処理ということの中で、

解体的なかたちのものがものすごく経費がかかってきております。そう

いうところが原価の中から引きましたら、非常に安くなるような価格が

ありますが、やはり、今後の利用目的なりですね、いうことは充分配慮

しながら、こうした事業への取り組みというものもさせていただきたい

というように思っております。よろしくお願いします。 

○熊 高 委 員  委員長。 

○今村委員長  10番、熊高昌三君。 

○熊 高 委 員  全体の整理をするということで、1年ぐらいかかるというようなご答

弁ですが、できるだけ早くしていただいて、全体の整理ができない内に、

また単発でこういった提案というのはできるだけしないような方向で検

討してもらいたいなという気がしますし、公共施設、学校等もあります

んでね、いろいろ幅広く検討していただくということも必要だと思いま

すんで、再度要望して私の質問は終わります。 

○今村委員長  他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

以上で、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終了いたします。 

これから討論に入ります。討論はありませんか。 

○入 本 委 員  委員長。 

○今村委員長  14番、入本和男君。 

○入 本 委 員  この度の第1分庁舎と第3分庁舎が出とるわけでございますが、第3分

庁舎につきましては、まさしく吉田病院の駐車場という明確な回答があ

り、私は賛同するわけでございますが、第1分庁舎につきましては、ど

うも私の耳に入ってくる地元の市民の声はですね、甲田町はご存知のよ

うに、この度の引っ越しでもまったく必要でないことが、この度の第2

庁舎の建設について起こり得るわけでございます。と申しますのも、庁

舎ができるまで、支所の利用をしたらどうかという提案の中で、今回に
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至ったわけで、我々はどうしても甲田町におる市民の声というものは、

支所の充実と言いながら、借り上げというものを庁舎ができるまではで

すね、支所で頑張ってもらいたいというのが、市民の声がどうしてもぬ

ぐいきれないわけでございます。そして既に1年経ってですね、第1分庁

舎から第3分庁舎までの借り上げ料、またそれに付加する駐車場料と、

そういうまたもう1年これが発生すると。今のように芸北地区の事務所

を買うとすればですね、これは発生が起きないわけでございますけど、

引っ越し料というのは、また起きる、発生するわけでございます。そう

いう中でですね、私たちは、私自身がですね、地元の市民とですね、第

2分庁舎は第2庁舎の部分がここから引っ越しするんだという、吉田病院

のように駐車場というように明確にするんだというような回答があれば、

私も先で得するという大きな財産を得るわけですから、賛成するわけで

ございますけど、当然、現在回答がない時点ではですね、現在市民に対

して補助金の減額とか、また市長さんはじめ、職員さんがこの度の減給

とまでしてですね、血の出るような思いをしながら予算編成をされとる

中でですね、例えこの安いものが物件があると言いながらも、買うとい

うことになるとランニングコストが発生すると。その我々は年が、説明

がですね、今日の議論の中でどうしても得るわけにいかなかったという

時点にですね、今回の第1分庁舎につきましてはですね、反対をしたい

というのが本音でございます。 

○今村委員長  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。 

 〔反対討論なし〕 

他に討論はありませんか。 

○岡 田 委 員  委員長。 

○今村委員長  18番、岡田正信君。 

○岡 田 委 員  賛成がなかったけえ、反対しようる。私はね、最初提案されたとき

に、この財政的には合併推進費で、県からもらう金で買うんじゃから、

これよりええことはないと。使用目的は明らかにせんこうに、先にそれ

を言うた。その前には合併特例債が適用になるけえと言うた。このどっ

ちも財源は確保できるからというだけのこと。県から来る金じゃから、

うちの財政にゃあ懐は痛まんと。県の税金も税金です。さらに、大事な

ことは、各支所の機能をどうするかということをまず考えないといけん

問題がたくさんある。そういう立場へ立ったら、吉田病院の跡地へ教育

委員会の今おるとこは、駐車場へせにゃあいけん。いみじくもあそこは、

こりゃあまあ冗談で半分は言うちゃったんでしょう。吉田病院へ使うて

もらやあ、ちいたあ高うなると。まあ自治体が不動産のような考えを持

って買うたんじゃあ困る。私はそういう立場で反対をするものでありま

す。以上。 

○今村委員長  他に討論はありませんか。 

○亀 岡 委 員  委員長、賛成討論。 

○今村委員長  20番、亀岡等君。 
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○亀 岡 委 員  2人も反対討論があったんでね、賛成討論が1つもないようじゃおか

しい。まさか、そういう反対の仕方もないんだろうと思うとったわけで

すけども、合併特例債とですね、この合併交付金の充当というのは違う

と思うんですよね。特例債は払うていかにゃあいけんというのがありま

すが、この合併交付金というのは、これを買うからそこに交付金が交付

されるんであって、これは根本的に違うんじゃあないかと私は思います

ね。 

とりわけですね、先般もここで11日の午後でしたか、議会だけでの関

係の話がございましたが、ここでも申し上げたんですが、この第2庁

舎・文化ホール建設、これがですね、度々言うようですけども、本当に

限られたスペースの中でこれから建設をしていくということについては

ですね、どうしても吉田が行政の中枢管理機構をですね、ここの立地に

せにゃあいけんのだということの中ではですね、まだまだそこに現在行

なわれとるかたちで、仕上がればですね、その建物が全て100％で将来

対応できるというものじゃあないんですね。それがまずこの中枢管理機

構をここに持ってくるということの意味から充分考えにゃあいけんとい

うのがありますし、またご承知のように、合併問題を推進してくる中で

も、随分議論になったんですけども、いわゆるこの吉田ですね、吉田町

の中で中心地域になる、ここについてはですね、やはり地域のどういい

ますか、吉田町の中心街としてですね、タウン構想というのが随分議論

されてきたんですね。そこらに今後、高田市の市民全体、またこの地に

ある吉田町の市民の皆さん、ここらからですね、様々な要求が出てくる

可能性というのは充分あると思うんですよね。要求といいますか、要望

といいますか。また、新市を今後ですね、発展させていくにも、そりゃ

あやっぱり今のままでよろしいんだというわけにいかないわけですね。

そういうような意味合いからですね、これを今取得しとくということは、

今の局面で考えただけでもですね、先ほど申し上げましたように、コン

ペに設計をこれからですね、設計を進めていく上ではですね、本当に私

は有利な1つの条件じゃないかというふうに考えますね。そういう意味

合いからですね、これを取得しとくというのは大いに賛成すべきである

というふうに考えるわけであります。賛成討論です。 

○今村委員長  他に討論はありませんか。 

○明 木 委 員  委員長。 

○今村委員長  明木一悦君。 

○明 木 委 員  はい。反対討論します。確かにですね、この買い物については非常

にいい買い物だと思います。ただですね、これが最初に提案された総務

企画委員会、これにおいて具体的な使用目的を聞きました。また、本会

議においても具体的な同僚議員の方から目的について質問しました。そ

のまた今日も私も聞きましたけども、まず回答がまったく変わってない

とうことですね。実際にですね、今後検討していけばいいということで、

市内にある支所等についてもですね、それを1年前にも言われてます。
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ただ、未だかつてその使用目的がはっきりされてない。また、遊休財産

等のですね、活用についてもまだ市内にたくさんあるものについても、

はっきりした使用活用目的がされてない。その辺りの検討がどのように

行なわれてるのか、全くこちらには見えて来ないという現状があります。

また、この議案に対してもですね、非常に検討期間の短い間での提出を

されてまして、こちらとしても具体的にですね、利用することについて

の議論等が行なわれてないというところがあると思います。 

確かにすぐ買えば、買って今後活用すれば、活用については今後検討

すればいいということがありましたが、他のものを同僚議員の市内にも

他の物件があるんじゃないかということがありました。この中で、1年

かけて今後の課題にそれらの課題を検討するのに1年はかかるという部

長の討論もあったと思うんですけど、実際にですね、それをじゃあ1年

遅らせたら、経常経費というのが削減できるわけですね。まだ1年かけ

て検討して、その上で購入すれば、まだそれでも間に合うんじゃないか

と。企業的な考えで、観点で考えればですね、この財政難の中で今、目

的もなく買う、目的は後で考えればということはですね、やはりもっと

もっと市民のですね、声を聞けばですね、その辺りについて非常に問題

視されてるとこだというふうに、今感じております。市民の声の方から

もですね、実際に未だかつてですね、いろんなところで今回の建設計画

については問題提起されてるところがあります。一度、アキタカタドッ

トコムというところにですね、ホームページがありますけども、それを

見ていただければいいと思います。 

それらのことを踏まえて、私はこの議案に対しては反対をいたします。 

○今村委員長  他に討論はありませんか。 

          〔討論なし〕 

         これをもって討論を終結いたします。 

○今村委員長  これより議案第3号、財産の取得についての件を、起立により採決い

たします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数。よって、議案第3号、財産の取得についての件は原案のと

おり可決されました。 

○今村委員長  この件の報告については私にご一任くださるよう、お願いをいたし

ます。 

以上で、本日の審査日程は全部終了いたしました。 

次回は、明日、午後1時半から開会をいたします。 

本日はこれにて散会をいたします。 

ご苦労様でございました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後７時１４分 散会 

 


